
浄
土
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勝
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節
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巻
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巻
第
二
章
目

　

持
名
最
上
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初
紙

浄
土
十
勝
箋
節
論
巻
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乾
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菩
薩
大
乗
戒
比
丘
澄
円
撰

持
名
最
上
勝
第
二

夫
れ
飛
禽
の
高
卑
は
是
れ
大た

い
ほ
う鵬
・
斥せ

き
あ
ん鴳
(1)か
、
走
獣
の
優
劣
は
乃
ち
獅
子
・

鼷け
い
そ鼠
(2)か
。
余
善
と
念
仏
と
の
殿
最
、
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
や
。
所
以
に
本
疏

に
曰
く

(3)、
念
仏
三
昧
の
功
徳
超
絶
し
て
、
実
に
雑
善
を
も
っ
て
比
類
と
為
る
こ
と

を
得
る
に
非
ず
。
自
余
の
衆
行
、
是
れ
善
と
名
づ
く
と
雖
も
若
し
念
仏

に
比
す
れ
ば
全
く
比
挍
に
非
ず
已上
。

加
し
か
の
み
な
ら
ず
之
、
二
行
比
対
の
解
釈
、
専
雑
挍
合
の
詳
判
等
、
学
者
観
つ
べ
し
。

請
い
問
う
て
曰
く
、
是
れ
則
ち
、
因
位
本
誓
の
別
行
な
る
所
以
な
り
。

難
じ
て
曰
く
、
一
乗
の
妙
行
は
是
れ
頓
証
菩
提
の
秘
要
な
り
。
四
曼
の
密

修
は
乃
ち
即
心
成
仏
の
良
因
な
り
。
然
る
に
今
、焉
ん
ぞ
之
れ
を
褊さ
み
(4)し
て「
雑

(1) 

大
鵬
斥
鴳
︙
「
大
鵬
」
は
大
き
な
鳥
、「
斥
鴳
」

は
小
さ
な
鳥
。

(2) 

獅
子
鼷
鼠
︙
「
獅
子
」
は
ラ
イ
オ
ン
、「
鼷
鼠
」

は
ね
ず
み
。

(3) 

善
導
『
観
経
疏
』︵
浄
全
二
・
四
九
上
︶。

(4) 

褊
︙
軽
ん
ず
る
こ
と
。



修
雑
行

(5)」
と
下
し
、
こ
れ
を
無な

み

し
て
「
千
時
三
五

(6)」
と
毀
す
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
朝
四
暮
三
す
る
則と
き

ん
ば
衆
狙
皆
な
伏
し
て
喜
び
、
朝

三
暮
四
す
る
則
ん
ば
諸
獼び

(7)咸
な
起
ち
て
怒
る
。
抑

そ
も
そ
も四

三
も
乃
ち
七
つ
な
り
。

三
四
も
亦
た
七
つ
な
り
。
然
り
と
雖
も
旦
暮
の
差
異
に
依
り
て
憂
喜
の
不
同

を
成
す
の
み
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
万
行
亦
た
然
り
。
若
し
成
仏

の
為
に
し
て
之
れ
を
勤
む
る
則
ん
ば
朝
四
暮
三
か
。
若
し
往
生
の
為
に
し
て

之
れ
を
修
す
る
則
ん
ば
朝
三
暮
四
か
。

又
た
以
お
も
ん
み
れ
ば意

、
舶
中
に
於
て
帆
を
張
る
則
ん
ば
順
風
の
来
り
扇
ぐ
こ
と

を
求
む
と
雖
も
、
金
谷
の
花
の
本
に
は
苦ね
ん
ご

ろ
に
之
れ
を
嫌
う
。
夏
天

(8)に
於

て
雨
を
欣
う
則
ん
ば
黒
雲
の
聳
覆
う
こ
と
を
喜
ぶ
と
雖
も
、
南
楼(9)
の
月
の

前
に
は
甚
だ
之
れ
を
厭
う
。
入
聖
得
果
の
船
中
に
は
万
行
の
順
風
を
賞
し
、

他
力
往
生
の
花
の
本
に
は
衆
善
の
暴
嵐
を
厭
う
。
孰
れ
の
智
人
か
爾
ら
ず
と

云
わ
ん
や
。
然
れ
ば
則
ち
、
行
者
等
謂
う
こ
と
莫
れ
、
行
体
惟
れ
同
じ
き
が

故
に
、
功
徳
全
く
斉
し
と
。

古
に
云
く
、

梁
麗

(10)以
て
鼠
の
穴
を
塞
ぐ
べ
か
ら
ず
。
騮り

ゅ
う
り斄
(11)以
て
鼷
鼠
を
捕
え
る
べ

(5) 

法
然
『
選
択
集
』︵
昭
法
全
三
一
〇
︶。

(6) 

善
導
『
往
生
礼
讃
』︵
浄
全
四
・
三
五
六
下
︶。

(7) 

獼
︙
猿
の
こ
と
。

(8) 

夏
天
︙
夏
の
空
。

(9) 

南
楼
︙
秋
の
こ
と
。

(10) 

梁
麗
︙
梁
も
麗
も
屋
根
の
棟
木
の
こ
と
。
荘
子

の
秋
水
の
故
事
に
基
づ
く
。
底
本
頭
注
に
麗
の

字
は
塵
の
誤
字
か
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
出
典

が
確
認
が
で
き
た
た
め
、
ま
ま
と
し
た
。

(11) 

騮
斄
︙
「
騮
」
は
栗
毛
の
馬
、「
斄
」
は
固
い
毛

の
牛
。



か
ら
ず
。
牛
を
涵に

る
の
鼎
以
て
鶏
を
烹に

る
べ
か
ら
ず
。
鼠
を
捕
る
の
猫
、

獣
を
摶は

か
し
む
べ
か
ら
ず
。
一
鈞
の
器
に
は
容
る
る
に
江
漢
の
流
を
以

て
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
百
石
の
車
に
は
満
つ
る
に
斗と
し
ょ
う筲
(12)の
粟
を
以
て

す
べ
か
ら
ず
。

と
は
蓋
し
此
の
謂
い
か
。
此
の
義
は
是
れ
三
部
経
の
所
説
、
浄
土
宗
の
良
談

な
り
。
智
人
応
に
思
察
す
べ
し
。

問
う
て
曰
く
、
持
名
の
一
行
、
諸
余
の
万
善
に
卓た
く
ら
く犖
(13)す
と
は
一
切
の
事

に
於
て
然
り
や
。
将
た
又
た
、縡こ
と

に
依
り
て
其
の
益
に
厚
薄
の
異
り
有
り
や
、

何
如
。
答
え
て
曰
く
、
此
れ
に
二
義
あ
り
。
一
つ
に
曰
く
、
当
に
順
前
句
答

す
べ
し
。『
楞
厳
』
一
箇
の
問
答
、
学
者
、
之
れ
を
観
つ
べ
し
。
二
つ
に
曰
く
、

応
に
順
後
句
答
す
べ
し
。
古
に
云
く
、

万
薬
互
い
に
君
臣
為
り
。
諸
根
更
る
が
わ
る
王
侯
為
り
。
皆
な
臣
妾
為

る
こ
と
有
る
か
。
其
れ
臣
妾
は
以
て
相
い
治
む
る
に
足
ら
ざ
る
か
。
其

れ
逓た
が

い
に
相
い
君
臣
為
る
か
、
と
。

之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
若
し
入
聖
得
果
の
為
に
す
る
則
ん
ば
円
密
は

是
れ
君
か
。
念
仏
は
是
れ
臣
か
。
若
し
即
詣
西
方
の
為
に
す
る
則
ん
ば
万
行

(12) 

斗
筲
︙
「
斗
」
は
一
斗
を
入
れ
る
マ
ス
、「
筲
」

は
一
斗
二
升
を
入
れ
る
竹
器
を
指
す
。
俸
禄
が

少
な
い
こ
と
や
器
量
の
小
さ
い
こ
と
も
意
味
し
、

転
じ
て
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。　

(13) 

卓
犖
︙
こ
の
上
な
く
優
れ
て
い
る
さ
ま
。



は
是
れ
臣
か
。
持
名
は
是
れ
君
か
。
然
れ
ば
則
ち
、
二
行
更た

が互
い
に
等
勝
劣

の
三
義
有
り
。
密
教
四
重
の
秘
釈
、
合
し
て
自
ら
知
れ
。

請
い
問
う
て
曰
く
、所
用
不
同
な
る
が
故
に
。
願
非
の
差
殊
あ
る
が
故
に
。

問
う
て
曰
く
、
夫
れ
南
英
北
俊

(14)等
、
宗
義
を
建
立
す
る
則
ん
ば
我
が
仏

の
己こ

(15)行
を
以
て
他
仏
他
経
の
上
に
置
き
、
他
仏
他
経
を
以
て
我
仏
己

(16)行
の

下
に
安
ん
じ
て
以
て
宗
旨
を
立
て
て
勝
負
を
判
ず
。
然
る
に
今
言
う
所
を
聞

け
ば
、
諸
仏
万
行
互
い
に
三
義
を
具
し
て
、
斉
等
に
し
て
異
な
る
こ
と
無
し

と
。
若
し
爾
ら
ば
、
宗
義
建
立
門
、
更
に
成
立
せ
ざ
る
者
か
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
難
、
朱
愚

(17)な
り
。
夫
れ
総
じ
て
群
典
の
説
相
を
明

ら
め
、
諸
仏
の
徳
能
を
案
ず
る
に
、
迭た
が

い
に
三
義
を
賅そ

な

え
て
闕
減
有
る
こ
と

無
し
。
然
る
に
吾
が
牟
尼
如
去
、
仏
仏
経
経
に
於
て
各
一
箇
の
宗
旨
を
立
て

た
ま
え
る
こ
と
は
、
此
の
勝
れ
た
る
辺
を
取
り
て
、
以
て
彼
の
劣
な
る
処
に

対
し
て
且
く
一
仏
一
経
の
宗
法
を
弁
立
し
た
ま
え
る
者
な
り
。
此
の
義
、
互

い
に
諸
経
に
融
通
し
て
全
く
偏
局
無
し
。
然
れ
ば
則
ち
、
竜
猛
大
士

(18)の
四

依
の
薩
埵

(19)為
り
し
も
、『
法
華
経
』
の
「
我
所
説
諸
経
、
法
華
最
第
一

(20)」「
決

了
声
聞
法
、
是
諸
経
之
王

(21)」
の
明
文
を
知
る
と
雖
も
、
亦
た
『
智
論
』
を
造

(14) 

南
英
北
俊
︙
南
都
北
嶺
の
す
ぐ
れ
た
学
僧
た
ち

の
こ
と
。

(15) 

底
本
に
は
「
巳
」
の
横
に
「
コ
」
と
ふ
り
が
な

が
あ
る
た
め
「
己
」
と
し
た
。

(16) 

前
注
に
な
ら
い
「
己
」
と
し
た
。

(17) 

朱
愚
︙
浅
は
か
で
愚
か
な
こ
と
。

(18) 

竜
猛
大
士
︙
密
教
の
祖
と
さ
れ
真
言
宗
で
は
真

言
八
祖
の
一
人
。
龍
樹
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る

が
、
六
世
紀
ご
ろ
の
別
人
と
の
説
も
あ
る
。
こ

こ
で
は
『
大
智
度
論
』
を
作
っ
た
龍
樹
と
同
一

に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

(19) 

四
依
薩
埵
︙
四
依
菩
薩
の
こ
と
。
階
位
の
分
類

に
は
多
く
の
異
説
が
あ
る
。

(20) 『
法
華
経
』︵
正
蔵
九
・
三
一
中
︶。

(21) 『
法
華
経
』︵
正
蔵
九
・
三
二
上
︶。



り
て
般
若
を
釈
せ
し
と
き
は
、『
般
若
経
』
の
「
般
若
第
一
教
、此
経
結
縁
者
、

雖
有
重
業
障
、必
当
得
解
脱

(22)」
の
金
言
に
依
り
て
、以
て
『
般
若
』
と
『
法
華
』

と
を
批
判
し
て
、『
法
華
』
を
以
て
以
て
卑
劣
と
為
し
、『
般
若
』
を
以
て
以

て
上
勝
と
為
す
。
是
れ
則
ち
、
互
い
に
勝
劣
有
る
の
意
な
り
。
智
人
省
察
せ

よ
。又

た
『
編
年
通
論
』
の
第
一
に
云
く

(23)、

昔
、
斉
人
船
に
乗
り
て
江
を
渡
る
。
其
の
父
水
に
堕
つ
。
其
の
子
臂う
で

を

攘か
か

げ
頭
を
捽う

ち
顚
倒
し
て
水
を
口
従
り
出
だ
さ
し
め
て
、
父
の
命
甦
る

こ
と
を
得
た
り
。
夫
れ
頭
を
捽
ち
顚
倒
す
る
は
不
孝
の
莫
大
な
り
。
然

れ
ど
も
以
て
父
の
身
を
全
う
す
。
若
し
手
を
拱
い
て
孝
子
の
常
を
修
め

ば
、
父
の
命
、
水
に
絶
え
な
ん
。
孔
子
曰
く
、「
与と
も

に
道
に
適ゆ

く
べ
し
、

未
だ
与
に
権
る
べ
か
ら
ず
。
所
謂
る
時
宜
く
施
す
べ
き
も
の
な
り
」已上
。

於あ
あ

、
外
儒
の
慮
り
、
短
き
す
ら
猶
お
以
て
此
の
如
し
。
内
士
の
懐お

も

い
長
せ
る
、

豈
に
局
分
す
べ
け
ん
や
。
大
凡
そ
当
代
の
庸
輩
等
、
多
く
宗
建
の
様
に
迷
う

て
、
頻
り
に
従
上
の
難
を
致
す
。
是
れ
尤
も
庸
愚
な
り
。
智
人
と
名
づ
け
叵

し
。

(22) 

典
拠
不
明
。
た
だ
し
『
宝
物
集
』「
十
二
門
開
示
・

第
五
発
願
」
の
最
後
に
閻
魔
王
の
授
け
た
文
と

し
て
引
用
あ
り
。
山
田
昭
全
他
編『
宝
物
集
』︵
お

う
ふ
う
、
一
九
九
五
︶
一
五
七
頁
。

(23) 『
編
年
通
論
』︵
卍
続
蔵
七
五
・
一
一
三
上
︶。



問
う
て
曰
く
、
如
来
立
宗
の
様
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
華
厳
宗
の
意
は
厚
植
善
根
の
大
士
を
化
す
る
を
以
て
正
と

為
し
、
声
聞
縁
覚
の
疲
夫
を
導
く
を
以
て
傍
と
為
す
。
故
に
華
厳
を
以
て
称

法
の
本
教
と
高
ぶ
り
、
法
華
を
以
て
逐
機
の
末
教
と
下
す
。
又
た
天
台
宗
の

意
は
二
乗
闡
提
を
慰
喩
す
る
を
以
て
正
と
為
し
、
菩
薩
好
人
を
教
化
す
る
を

以
て
傍
と
為
す
。
故
に
方
広
・
華
厳
を
以
て
別
教
と
為
し
、
法
華
・
涅
槃
を

以
て
円
教
と
為
る
な
り
。
又
た
真
言
宗
の
如
き
は
一
心
の
利
刀
を
翫
も
て
あ
そぶ
を
以

て
之
れ
を
賤
し
ん
で
顕
宗
と
為
し
、
三
密
の
金
剛
を
揮
す
る
を
以
て
之
れ
を

貴
び
て
密
宗
と
為
す
。
是
れ
則
ち
自
勝
の
辺
を
取
り
、
他
劣
の
処
に
対
し
て

以
て
宗
旨
を
建
立
す
る
の
意
な
り
自
余
準

知
せ
よ
。

今
此
の
浄
土
宗
の
意
は
他
力
本
願
念
仏
一
行
を
以
て
最
上
最
勝
と
為
す
。

自
力
非
願
の
万
行
余
善
を
以
て
最
下
最
劣
と
為
し
、
以
て
念
仏
宗
を
建
立
す

空
也
、
永
観
等
称
し

て
念
仏
宗
と
号
す

。
是
れ
則
ち
本
誓
を
以
て
勝
と
為
し
、
非
願
を
以
て
劣
と
為
る

の
意
な
り
。
一
経
一
宗
の
義
、正
し
く
玄
門
に
出
で
た
り
。
学
者
自
ら
知
れ
。

問
う
て
曰
く
、
念
仏
三
昧
勤
修
の
人
に
於
て
何
な
る
勝
徳
有
る
や
。
又
た

聖
道
及お

よ以
び
雑
修
を
執
し
て
浄
土
及
以
び
名
号
を
取
ら
ざ
る
の
人
に
於
て
、



何
な
る
過
失
有
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
念
仏
三
昧
と
は
大
覚
義
宗
の
要
旨
な
り
。
故
に
三
世

諸
仏
、
此
の
道
を
行
じ
て
已
に
無
累
解
脱
の
玉
台
に
登
り
、
十
方
の
索
多
、

茲
の
門
に
入
り
て
咸
な
住
・
行
・
向
・
地
の
高
科
に
至
る
。
是
れ
即
ち
兆
載

永
却
の
万
善
、
恒
沙
塵
数
の
法
門
、
六
字
の
中
に
摂
在
す
る
に
由
り
て
而
も

爾
り
。
靖せ
い
ま
い邁
法
師

(24)の
『
薬
師
経
』
の
疏
に
云
く

(25)、

謂
く
、
薬
師
如
来
の
名
号
功
徳
は
是
れ
無
分
別
智
、
如
を
証
し
て
以
て

成
ず
る
が
故
に
。
言
い
う
こ
こ
ろは
此
れ
は
是
れ
諸
仏
甚
深
の
所
行
に
し
て
信
解

す
べ
き
こ
と
難
し
已上
と
。

彼
れ
已
に
爾
り
、
此
れ
亦
た
然
ら
ん
。
若
し
信
男
信
女
有
り
て
纔わ
ず
か

に
一

遍
を
唱
念
す
る
者
は
、
則
ち
八
万
塵
労

(26)の
迷
軍
は
党
を
卒
し
て
帰
降
し
、

百
二
十
煩
惑

(27)の
逆
賊
は
伴
を
引
き
て
起
走
す
。
四
重
八
重

(28)の
群
山
は
風
に

随
て
飄ひ
ょ
う
こ去

し
、
三
障
五
障

(29)の
衆
海
は
波
に
応
じ
て
銷し

ょ
う
め
つ滅

す
。
茲
れ
に
繇よ

り

て
流
転
生
死
の
業
縛
は
解
脱
を
刹
那
に
証
し
、
沈
淪
苦
海
の
牽
因
は
破
壊
を

須
臾
に
成
ず
。
加
し
か
の
み
な
ら
ず

以
、
四
相
有
為

(30)の
妄
風
は
厭
わ
ざ
る
に
自
ら
滅
し
、
一

代
半
満

(31)の
法
財
は
求
め
ざ
る
に
忽
ち
之
れ
を
得
た
り
。
大
凡
そ
六
字
尊
号

(24) 

靖
邁
法
師
︙
生
没
年
不
詳
。
唐
代
の
訳
経
家
。

梓
潼
︵
四
川
省
︶
の
人
。
玄
奘
が
訳
経
事
業
を
は

じ
め
た
と
き
、
証
義
大
徳
一
一
人
の
一
人
に
選

ば
れ
た
。

(25) 『
薬
師
経
疏
』︵
正
蔵
八
五
・
三
二
三
上
︶。

(26) 

八
万
塵
労
︙
八
万
四
千
の
法
門
に
対
す
る
煩
悩

の
こ
と
。

(27) 

百
二
十
煩
惑
︙
唯
識
宗
で
は
見
惑
を
一
一
二
、

修
惑
を
一
六
と
数
え
、
合
わ
せ
て
一
二
八
の
根

本
煩
悩
を
説
く
。

(28) 

四
重
八
重
︙
比
丘
戒
の
中
の
四
波
羅
夷
と
比
丘

尼
戒
の
中
の
八
波
羅
夷
の
こ
と
。

(29) 

三
障
五
障
︙
三
障
と
は
業
障
・
煩
悩
障
・
報
障
︵
異

熟
障
︶
の
こ
と
。
聖
道
や
善
根
の
起
こ
る
の
を
妨

げ
る
三
種
の
重
大
な
障
害
を
い
う
。
五
障
と
は

女
人
が
梵
天
王
・
帝
釈
・
魔
王
・
転
輪
聖
王
・

仏
の
五
つ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
害
を
い

う
。

(30) 

四
相
有
為
︙
生
・
住
・
異
・
滅
と
い
う
消
滅
変

化
す
る
も
の
の
四
つ
の
す
が
た
。

(31) 

一
代
半
満
︙
釈
迦
一
代
の
教
え
を
判
じ
て
、
半

字
教
︵
小
乗
︶
と
満
字
教
︵
大
乗
︶
と
し
た
も
の
。



の
功
用
測
り
難
し
。
所
以
に
一
代
の
教
主
も
格
量
に
泥な

ず

ん
で
只
だ
難
可
信
の

秘
要
と
讃
じ
、
十
方
の
善
逝
も
挍
合
に
滞
り
て
直
に
叵
思
議
の
大
法
と
称

す
。
寔ま
こ
と

に
四
記
の
答

(32)の
能
く
記
す
る
所
に
非
ず
。
亦
た
三
支

(33)の
量
の
能
く

測
る
所
に
弗
ざ
る
者
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
小
子
、
豈
に
啞あ
よ
う羊
(34)の

訥と
つ
げ
ん言
(35)を

以

て
其
の
功
力
の
哥か
ら
ぶ
ん

羅
分

(36)を
も
説
く
こ
と
を
得
ん
や
。
鳴
呼
、
六
字
の
尊
号

は
此
れ
火た
た
ら鑪
(37)か
、
五
逆
の
大
罪
は
乃
ち
銅
鉄
か
。
火
鑪
の
内
の
銅
鉄
、
豈

に
鎔
け
ざ
ら
ん
や
。
名
号
の
前
の
巨
罪
、
焉
ぞ
消
え
弗
ら
ん
や
。
以お
も
ん
み
る

に
若
し
南な

も謨
(38)の

神
丹
を
得
ず
ん
ば
、
奚
に
繇
り
て
西
方
の
大
仙
と
成
ら
ん

や
。
今
生
死
の
水
夕
に
在
り
て
、已
に
嘉
号
の
船
筏
を
得
た
り
。
到
岸
の
期
、

近
に
在
り
。
行
人
尤
も
欣
慶
す
べ
し
。
又
た
二
六
の
妄
情

(39)は
皆
な
死
生
の

梏こ
く
て
つ桎
(40)、
五
住
の
結
使

(41)は
悉
く
夏
台

(42)の
繫
縛
な
り
。
梏
桎
は
多
重
無
量
な
り

と
雖
も
尊
号
の
利
刃
、
能
く
之
れ
を
断
つ
者
な
り
。
設
い
梟き
ょ
う
あ
く悪
(43)破
鏡
の
彙

な
り
と
雖
も
、
必
ず
迦
陵
法
音
の
囀
さ
え
ず
りを

聞
く
こ
と
は
唯
だ
是
れ
本
盟
持
名
の

(33) 

仏
教
論
理
学
に
お
け
る
論
式
の
三
つ
の
部
分
。

主
張
︵
宗
︶・
理
由
︵
因
︶・
実
例
︵
喩
︶
の
三
つ

を
い
う
。

(34) 

啞
羊
︙
大
馬
鹿
な
者
を
譬
え
て
云
う
。

(35) 

訥
言
︙
こ
と
ば
の
た
く
み
で
な
い
こ
と
。
口
が

重
い
こ
と
。

(36) 

哥
羅
分
︙
極
め
て
小
さ
な
数
量
の
こ
と
。

(37) 

火
鑪
︙
古
式
の
製
鉄
場
の
こ
と
。

(38) 

南
謨
︙
南
無
と
同
義
。

(39) 

二
六
妄
情
︙
十
二
因
縁
の
こ
と
。

(40) 

梏
桎
︙
手
か
せ
と
足
か
せ
の
こ
と
で
自
由
を
束

縛
す
る
も
の

(41) 

五
住
之
結
使
︙
衆
生
の
三
界
の
生
死
に
住
著
す

る
五
種
類
の
煩
悩
の
こ
と
。
①
三
界
の
見
惑
で

あ
る
見
一
処
住
地
惑
、
②
欲
界
の
思
惑
で
あ
る

欲
愛
住
地
惑
、
③
色
界
の
思
惑
で
あ
る
色
愛
住

地
惑
、
④
無
色
界
の
思
惑
で
あ
る
有
愛
住
地
惑
、

⑤
三
界
の
無
明
な
る
無
明
住
地
惑
。

(42) 

夏
台
︙
牢
獄
の
こ
と
。

(43) 

梟
悪
破
鏡
︙
非
常
に
相
性
が
悪
く
他
者
と
相
容

れ
な
い
こ
と
。

(32) 

四
記
之
答
︙
他
の
問
に
対
し
て
答
え
る
四
種
の

方
法
。
①
一
向
記
︵
決
定
答
︶
は
直
ち
に
肯
定
す

る
法
、
②
分
別
記
︵
解
義
答
︶
は
問
意
を
分
別
し

て
答
え
る
法
、
③
反
問
記
は
反
問
し
て
問
意
を

確
か
め
て
答
え
る
法
、
④
捨
置
記
︵
置
答
︶
は
答

え
る
に
足
ら
な
い
問
に
黙
し
て
答
え
な
い
法
。



一
行
の
み
。
若
し
爾
ら
ば
、
誰
の
道
人
が
之
れ
を
珍
敬
せ
弗
ら
ん
や
。
孰
れ

の
学
者
が
之
れ
を
尊
重
せ
ざ
ら
ん
や
。

問
う
て
曰
く
、
何
等
の
義
有
れ
ば
弥
陀
の
名
号
を
持
念
す
る
の
人
、
従
上

の
勝
益
を
獲
得
す
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
尊
号
一
行
の
中
、
無
量
無
辺
の
大
功
徳
を
具
足
す
る
に
由

り
て
爾
り
。
且
く
奘
門

(44)三
千
の
頭
角
、
基
公
尊
者

(45)、
此
の
義
を
詳
に
し
て

曰
く
、「
諸
仏
願
行
、
成
斯
果
名
、
但
能
念
号
、
具
包
衆
徳
、
故
成
大
善
、

不
廃
往
生

(46)云云
」
と
。 

叡
岳
三
千
の
上
首
、
信
公
大
師

(47)同
じ
く
上
の
義
を
詳
に
し
て
曰
く

(48)、

因
行
果
徳
と
、
自
利
と
利
人
と
、
内
証
と
外
用
と
、
依
正
二
報
と
、
十

方
一
切
諸
仏
功
徳
、
胎
金
両
部
諸
尊
聖
衆
、
一
代
半
満
大
小
衆
典
、
恒

沙
塵
数
無
辺
法
門
、
皆
悉
く
六
字
の
中
に
摂
在
す
。
是
の
故
に
称
名
す

る
も
の
は
、
功
徳
無
尽
な
り
云云
と
。

此
等
の
義
有
る
が
故
に
、
称
念
の
人
能
く
無
上
の
大
利
を
得
る
の

み
。
抑
そ
も
そ
も

又
た
、
顕
宗

(49)

に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
曰
い
、
密
家

(50)

に
は

オ
ン
ア
ミ
リ
タ
テ
イ
セ
イ
カ
ラ
ウ
ン

と
言
う
。
六
九
殊
な
り
と
雖
も
其
義
は
全
く
同
じ
。

(44) 

奘
門
︙
玄
奘
三
蔵
の
門
下
の
こ
と
。

(45) 

基
公
尊
者
︙
玄
奘
三
蔵
の
門
下
で
あ
る
慈
恩
大

師
・
基
︵
六
二
三
︱
六
八
二
︶
の
こ
と
。『
成
唯
識

論
』
の
翻
訳
に
加
わ
り
、
そ
の
注
疏
を
記
し
た

こ
と
で
唯
識
思
想
を
大
成
し
た
。
唯
識
宗
︵
法
相

宗
︶
の
初
祖
と
さ
れ
る
。『
西
方
要
決
』
や
『
阿

弥
陀
経
』
の
注
疏
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
基

は
弥
勒
信
仰
者
で
あ
り
西
方
往
生
の
批
判
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
そ
れ
ら
の
著
作
は
偽

撰
と
み
ら
れ
て
い
る
。

(46) 

伝
基
『
西
方
要
決
』︵
正
蔵
四
七
・
一
〇
七
中
︶。

(47) 

信
公
大
師
︙
恵
心
僧
都
源
信
︵
九
四
二
︱

一
〇
一
七
︶
の
こ
と
。

(48) 

源
信
『
念
仏
略
記
』︵
日
仏
全
三
一
・
二
五
九
︶。
た

だ
し
内
容
に
異
同
が
あ
る
。

(49) 

顕
宗
︙
密
教
以
外
の
諸
宗
派
の
教
え
の
こ
と
。

(50) 

密
家
︙
密
教
の
こ
と
。



今
須
く
九
字
の
能
徳
を
釈
し
て
以
て
六
字
の
霊
用
を
顕
す
べ
し
。
且
く
覚
鑁

上
人

(51)の
『
五
輪
九
字
秘
釈
』
に
云
く

(52)、

次
に
九
字
は
九
品
往
生
門
、
此
の
門
中
に
二
有
り
。
一
つ
に
句
義
門
、

二
つ
に
字
義
門
な
り
。
初
め
に
句
義
門
と
は
、
所
謂
る

。
此
の
九
字
に
於
て
略
し
て
五
句
有
り
。
第
一
の

字
に

三
義
有
り
。
一
に
は
三
身
の
義
、
二
つ
に
は
帰
命
頂
礼
の
義
、
三
つ
に

は
広
大
供
養
の
義
な
り
。
広
く
は
『
守
護
経
』
の
如
し
。
次
の
三
字
は

甘
露
の
義
、
十
甘
露

(53)の
如
し
。
次
の
二
字
に
六
義
有
り
。
一
つ
に
は

大
威
徳
の
義
、六ろ
っ
ぴ臂

の
威
徳
を
具
す
る
が
故
に
。
二
つ
に
大
威
光
の
義
、

遍
照
光
明
を
具
す
る
が
故
に
。
三
つ
に
は
大
威
神
の
義
、
神
境
通
を
具

す
る
が
故
に
。
四
つ
に
は
大
威
力
の
義
、六
大
威
力
を
具
す
る
が
故
に
。

五
つ
に
は
大
威
猛
の
義
、
速
滅
怨
家
の
徳
を
具
す
る
が
故
に
。
六
つ
に

は
大
威
怒
の
義
、
怒
入
地
菩
薩
の
徳
を
具
す
る
が
故
に
。
次
の
二
字
に

又
た
六
義
有
り
。
一
つ
に
は
作
仏
の
義
、
是
の
心
作
仏
し
て
久
来
、
始

覚
の
如
く
な
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
。
二
つ
に
は
作
業
の
義
、
来
迎
引

接
し
て
間
断
無
き
が
故
に
。
三
に
は
作
用
の
義
、
神
用
自
在
有
る
が
故

(51) 

覚
鑁
︙
︵
一
〇
九
五
︱
一
一
四
四
︶。
真
言
宗
中
興

の
祖
と
さ
れ
、
ま
た
新
義
系
の
真
言
宗
の
祖
と

し
て
知
ら
れ
る
。
法
然
以
前
、
平
安
時
代
後
期

に
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
な
ど
の
浄
土
教
関

連
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。

(52) 

覚
鑁
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』︵
正
蔵
七
九
・
一
七

上
中
、『
興
教
大
師
全
集
』
一
一
五
二
～
一
一
五
三
︶。

(53) 

十
甘
露
︙
阿
弥
陀
の
陀
羅
尼
の
中
に
、「
ア
ミ
リ

タ
＝
甘
露
」
を
十
遍
唱
え
る
こ
と
に
よ
る
。



に
。
四
つ
に
は
作
念
の
義
、
十
念
の
衆
生
迎
え
る
が
故
に
。
五
つ
に
は

作
定
の
義
、
妙
観
察
智

(54)の
三
摩
地
定
に
入
る
が
故
に
。
六
つ
に
は
作

願
の
義
、
六
八
の
大
願
を
発
す
が
故
に
。
末
後
の
一
字
は
四
字
合
成
す

ア

カ

ウ

マ

な
り
。
摧
破
の
義
、
仏
法
の
怨
家
を
破
す
る
が
故
に
。
能
生

の
義
、
能
く
無
量
真
如
を
生
ず
る
が
故
に
。
恐
怖
の
義
、
天
魔
外
道
を

恐
れ
し
む
る
が
故
に
。『

字
義
』
の
釈
、
具
さ
な
り
。
之
れ
を
用
ゆ

べ
し
乃
至

広
説 

。

又
た
云
く

(55)、

ア
ク

字
は
是
れ
行
の
義
、本
不
生
な
り
。
傍
ら
の
二
点
は
是
れ
浄
除
の
義
、

能
く
四
魔
及
び
一
切
の
苦
を
降
伏
す
。
広
く
釈
す
る
こ
と
下
の
如
し
。

地
の
万
物
を
生
ず
る
が
如
し
。

字
の
大
地
の
六
度
の
万
行
を
出
生
す

る
こ
と
も
亦
復
た
是
の
如
し
。
地
と
は
堅
固
の
義
な
り
。
大
菩
提
心
は

堅
固
不
退
に
し
て
、
必
ず
万
徳
果
を
結
す
。
乃至 

字
は
金
剛
部
の
阿
閦

な
り
、
肝
の
蔵
眼
識
を
主
つ
か
さ
どる

。
謂
所
る

字
は
、
即
ち
是
れ
大
日
如
来

の
理
法
身
、
自
性
清
浄
畢
竟
本
不
生
不
可
得
空
な
り
。
大
悲
地
輪
の
種

子
、
金
剛
部
の
曼
荼
羅
な
り
。
乃至 

山
嶋
大
地
は

字
従
り
出
生
す
。
纔

(54) 

妙
観
察
智
︙
阿
弥
陀
如
来
の
悟
り
の
智
慧
を
指

す
。
妙
に
衆
生
の
機
類
を
観
察
し
て
説
法
し
、

行
者
の
疑
惑
を
断
除
す
る
智
慧
を
意
味
す
る
。

(55) 

覚
鑁
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』︵
正
蔵
七
九
・
一
二

中
～
二
〇
上
、『
興
教
大
師
全
集
』
一
一
二
九
～

一
一
六
六
︶。



か
に
此
の
門
に
入
れ
ば
、
則
ち
三
大
僧
祇
を
一
念
の

字
に
越
え
、
無

量
の
福
智
を
三
密
の
金
剛
に
具
す
。乃至 

ミ
リ

字
門
は
、
此
の
字
二
合
な
り
。

謂
く

マ

字
に

キ
リ

字
を
加
う
。
染
不
可
得
の
義
な
り
。
或
い
は
神
通
不

可
得
の
字
、
之
れ
よ
り
出
づ
。
ミ
リ

字
は
、
化
身
の
義
な
り
。
神
通
変

化
の
義
、
化
身
の
義
、
近
き
が
故
に
此
の
義
を
以
て
勝
と
為
す
。
又
た

キ
リ

字
は
、
是
れ
一
切
諸
法
本
性
清
浄
に
し
て
染
浄
を
遠
離
す
る
義
な

り
。
又
た
三
昧
の
義
な
り
。
妙
観
察
智
蓮
華
三
昧
な
り
。
第
四

タ

字

門
は
、
一
切
諸
法
如
如
不
可
得
の
故
に
。『
中
論
』
に
云
く
、「
涅
槃
の

実
際
と
及
び
世
間
の
際
と
、
是
の
如
き
の
二
際
は
、
毫
釐
差
別
無
し
」

と
。
差
別
無
き
を
以
て
の
故
に
一
切
諸
法
怨
対
無
し
。
怨
対
無
き
が
故

に
執
持
無
し
。
執
持
無
き
が
故
に
如
如
解
脱
無
し
已上 

。

又
た
云
く

(56)、

問
う
此
の
陀
羅
尼

(57)の
句
義
何
れ
か
知
ら
ん
。
大
梵
本
の
句
義
に
曰
く
、

オ
ン 

三
身
の
義
、
成
正
覚
の
義
、

供
養
の
義
、
帰
命
の
義
な
り
。

ア
ミ
リ
タ
イ 

甘
露
、
相
続
、
寿
命
、

不
老
不
死
等
の
義
。

ア
ミ
リ
ト
ト
バ
ベ
イ 

宝
座
、
坐
御
、

安
楽
、
安
座
。

(56) 

梵
字
は
原
典
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』︵
正
蔵

七
九
︶
の
も
の
に
よ
っ
た
。

(57) 

陀
羅
尼
︙
阿
弥
陀
如
来
根
本
陀
羅
尼
を
指
す
。

た
だ
し
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
後
半
部
分
で
あ

る
。



ア
ミ
リ
タ
サ
ン
バ
ベ
イ 

従
生
、
往
生
、
来

迎
、
引
接
等
の
義
。

ア
ミ
リ
タ
ケ
ル
ベ
イ

 

庫
蔵
、
虚
空
蔵
、

地
蔵
、
金
剛
蔵
。

ア
ミ
リ
タ
シ
ッ
テ
イ

 

成
就
、
散
去
、

成
果
、
成
因
。

ア
ミ
リ
タ
テ
イ
セ
イ 
威
徳
、
威
勢
、

威
光
、
威
猛
。

ア
ミ
リ
タ
ク
ビ
キ
リ
テ
イ 
極
楽
、
安
養
、

安
楽
、
涅
槃
。

ア
ミ
リ
タ
ビ
キ
リ
ン
タ

 
伹
受
諸
楽

故
名
極
楽
。

キ
ャ
ミ
ネ
イ 

虚
空
、
往
生
、
離

苦
界
、
正
念
安
住
。

ア
ミ
リ
タ
ギ
ャ
ギ
ャ
ナ
ウ
キ
チ
キ
ャ
レ
イ 
等
虚
空
、
無
障
礙
、

無
対
礙
、
即
得
往
生
。

ア
ミ
リ
タ
ト
ン
ド
ビ
ソ
ワ
レ
イ 

好
音
声
、
説
妙
法
、

好
音
楽
、
自
受
法
楽
。

サ
ル
バ
ア
ラ
タ
サ
ダ
ネ
イ

 

一
切
成
就
、
満

足
、
充
楽
三
昧
。

サ
ラ
バ
キ
ャ
ラ
マ
キ
レ
イ
シ
ャ
キ
シ
ャ
ヨ
ウ
キ
ャ
レ
イ 

作
業
周
遍
、
珍
処
生
護
、
生
情
養
、

育
出
生
嘉
会
、
至
時
等
の
義
な
り
。

ソ
ワ
カ 

有
縁
浄
信
行
者
に
於
て
来
迎
の
願
を
成
就
し

て
、
極
悪
の
罪
人
に
於
て
成
就
し
引
接
す
。

已
上
、
句
義
の
文
、
竟
ぬ
。

又
た
祖
師
上
人
の
『
初
学
鈔
』
に
云
く

(58)、

不
空
三
蔵
、
阿
弥
陀
の
儀
軌

(59)を
作
り
て
念
仏
往
生
の
旨
を
宣
べ
た
り
。

但
し
念
仏
の
行
相
と
顕
宗
の
所
談
と
其
の
意
少
し
く
異
有
り
。
又
た
弥

(58) 

法
然
『
浄
土
初
学
鈔
』︵
昭
法
全
八
三
三
︶。

(59) 

阿
弥
陀
儀
軌
︙
伝
不
空
訳
『
無
量
寿
如
来
観
行

供
養
儀
軌
』
の
こ
と
。



陀
大
小
の
神
呪
は
皆
な
是
れ
句
句
毎
に
阿あ

弥み

㗚り

多た

の
詞
有
り
。
是
れ
即

ち
句
句
、
弥
陀
を
唱
う
る
の
意
な
り
。
是
れ
密
教
念
仏
の
義
な
り
。
若

し
阿
弥
㗚
多
の
句
無
く
ん
ば
、
縦
い
甘
露
の
句
を
誦
す
と
雖
も
其
の
験

無
き
者
か
已上
。

学
者
等
、
三
密
大
教

(60)の
所
談
を
以
て
十
八
本
誓
の
玄
極
を
比
知
せ
よ
。

意お
も
んみ
れ
ば
、
鶏
鳥
の
少
識
な
る
も
猶
お
声
に
応か

な

っ
て
来
る
。
木コ

神ダ
マ

の
誓
い
無

き
も
亦
た
音
に
随
い
て
響
く
。
何
に
況
や
吾
が
弥
陀
調
御

(61)に
応
声
即
現
の

本
誓
有
り
。
豈
に
影
を
倒
し
て
降
臨
し
た
ま
わ
ざ
ら
ん
や
。
吾
が
大
教
典

王
(62)に

讃
歎
法
子

(63)の
金
言
有
り
。
胡な

ん

ぞ
吻

く
ち
び
るを

動
か
し
て
褒ほ

う
よ
う揚

し
た
ま
わ
ざ
ら

ん
や
。
然
れ
ば
則
ち
、
行
者
等
須
く
万
縁
衆
務
を
ち
て
六
字
の
佳
号
を
唱
う

べ
し
。
於あ

戯あ

天
月
隔
て
ざ
れ
ど
も
濁
水
に
現
ぜ
ず
、
大
聖
簡
ば
ざ
れ
ど
も
感

無
け
れ
ば
応
ぜ
ず
。
然
る
に
今
、
持
名
の
行
者
、
水
月
の
昇
降

(64)を
感
ず
る

こ
と
、
弋
い
ぐ
る
み
(65)の
天
鳥
を
下
す
に
も
超
え
た
り
。
玄
谷

(66)の
応
用
を
顕
す
こ
と
、

餌
の
淵
魚
を
出
だ
す
に
も
過
ぎ
た
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
誰
れ
か
持
念
せ
ざ
る

者
あ
ら
ん
や
。
已
上
、
持
名
妙
行
の
霊
徳
を
明
か
し
竟
ぬ
。

抑
そ
も
そ
も正
行
を
捨
て
て
雑
行
を
取
る
は
、
垣え

ん
し
ょ
う墻
を
鑿う

が

ち
て
蓬ほ

う
こ
う蒿
を
植
う
る
に
似

(60) 

三
密
大
教
︙
密
教
の
教
え
の
こ
と
。

(61) 

調
御
︙
調
御
丈
夫
の
略
で
、
仏
の
十
号
の
一
つ
。

(62) 

大
教
典
王
︙『
観
無
量
寿
経
』の
こ
と
を
指
す
か
。

(63) 

讃
歎
法
子
︙
『
観
無
量
寿
経
』
上
品
中
生
に
「
法

子
。汝
行
大
乘
解
第
一
義
。是
故
我
今
來
迎
接
汝
」

と
あ
り
、
上
品
下
生
に
「
法
子
。
汝
今
清
淨
發

無
上
道
心
。
我
來
迎
汝
」
と
あ
る
の
を
指
す
か
。

(64) 

水
月
之
昇
降
︙
法
然
『
選
択
集
』︵
昭
法
全

三
五
〇
︶
に
み
ら
れ
る
、
念
仏
相
続
の
行
者
と
阿

弥
陀
仏
は
親
し
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
た
と
え
。

(65) 

弋
︙
飛
ぶ
鳥
を
捕
ら
え
る
た
め
の
仕
掛
け
。

(66) 

玄
谷
︙
深
く
暗
い
谷
。



た
り

(67)。
助
業
を
閣
き
て
正
定
を
修
す
る
は
、
短
褐

(68)を
悪に

く

ん
で
金
襴

(69)を
愛
す

る
が
如
し
。
又
た
当
代
、
南
北
の
学
者
を
見
聞
す
る
に
、
浄
教
を
学
ば
ず
し

て
独
り
恣
に
願
意
を
測
量
す
。
猶
お
し
虎
穴
に
入
ら
ず
し
て
虎
の
子
を
求
む

る
が
如
し
。
豈
に
之
れ
を
得
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
然
れ
ば
則
ち
衆
賢
等
、
皆

な
挙こ
ぞ

り
て
念
仏
の
妙
行
を
勤
む
と
雖
も
、
或
い
は
万
行
随
一
の
解
了
に
住
し

て
之
れ
を
修
し
、
或
い
は
観
勝
称
劣
の
僻
執
に
住
し
て
之
れ
を
行
ず
。
故
に

求
む
る
者
千
万
な
れ
ど
も
、
得
る
者
は
一
二
な
ら
ん
。
静
か
に
他
人
心
行
の

相
を
案
ず
る
に
、
其
の
解
了
乖
越
す
る
こ
と
、
譬
え
ば
騏き

き驥
を
し
て
千
里

の
行
を
望
む

(70)が
如
く
、
猶
お
し
猿
猴
を
檻
し
て
の
能
を
求
む
る

(71)に
似
た
り
。

豈
に
果
遂
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
古
に
云
く
、「
蟪け
い
こ蛄

は
大だ

い
ち
ん椿

を
羨
ま
ず
し

て
欣
然
と
し
て
自
得
す
。
斥せ
き
あ
ん鴳
、
天
池
を
貴た

っ
と
び
ず
し
て
栄
願
以
て
足
ん
ぬ

(72)」

と
。
此
れ
は
自
力
修
行
の
人
の
今
時
難
証
の
嶮け
ん
あ
い隘
に
泥
滞
し
て
、
当
代
易
往

の
捷し
ょ
う
け
い径

に
入
ら
ざ
る
の
謂
い
か
。
又
た
意
み
れ
ば
、
資
糧
を
貯
え
て
曠
路
を

過
ぐ
る
は
是
れ
浄
土
の
行
人
な
り
。
財
産
に
乏
し
て
を
度
る
は
乃
ち
自
力
の

修
者
な
り
。
空
住

(73)と
豊
行

(74)と
其
の
安
否
如
何
ぞ
や
。
已
上
、
雑
助
を
修
し

て
正
定
を
勤
め
ず
、
難
行
を
執
し
て
易
行
を
取
ら
ざ
る
の
失
を
明
か
し
訖

(67) 

鑿
垣
墻
而
植
蓬
蒿
也
︙
『
荘
子
』「
庚
桑
楚
篇
」

に
示
さ
れ
る
。
垣
墻
は
垣
根
、
蓬
蒿
は
取
る
に

足
ら
な
い
雑
草
を
指
す
。
立
派
な
垣
根
を
取
り

払
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
雑
草
を
植
え
る
こ
と
。

(68) 

短
褐
︙
裾
の
短
い
粗
末
な
服
の
こ
と
。

(69) 

金
襴
︙
華
美
な
織
物
の
こ
と
。

(70) 

絆
騏
驥
而
望
千
里
之
行
︙
騏
驥
は
駿
馬
で
、
絆

は
両
足
を
縛
る
こ
と
。
足
を
縛
っ
た
駿
馬
で
千

里
を
駆
け
よ
う
と
す
る
こ
と
。

(71) 

檻
猿
猴
而
求
巧
捷
之
能
︙
檻
に
閉
じ
込
め
た
猿

に
素
早
い
動
き
を
求
め
る
こ
と
。

(72) 

郭
象
『
荘
子
注
』
に
あ
り
。
蟪
蛄
は
蝉
の
こ
と
。

大
椿
は
中
国
の
故
事
に
お
け
る
伝
説
の
大
樹
で
、

人
間
に
お
け
る
三
万
二
千
年
が
大
椿
に
と
っ
て

の
一
年
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
斥
鴳
は
小
さ
な

鳥
の
こ
と
。
天
池
は
大
き
な
池
、
ま
た
は
海
。

(73) 

空
住
︙
自
力
修
行
の
人
の
こ
と
。

(74) 

豊
行
︙
浄
土
の
行
人
の
こ
と
。



ぬ
。問

う
て
曰
く
、
念
仏
修
行
の
心
行
の
相
、
其
れ
何
如
ぞ
や
。

答
え
て
曰
く
、『
南
華
真
経
』
に
云
く

(75)、

翼
有
る
を
以
て
飛
ぶ
者
を
聞
く
。
未
だ
翼
無
き
を
以
て
飛
ぶ
者
を
聞
か

ず
。
知
有
る
を
以
て
知
る
者
を
聞
く
。
未
だ
知
無
き
を
以
て
知
る
者
を

聞
か
ず
と
。

之
れ
に
準
じ
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
三
心
の
知
無
き
者
は
、
全
く
覚
王
の
別

誓
を
知
る
べ
か
ら
ず
。
六
字
の
翅は
ね

無
き
者
は
、
宝
刹
の
大
虚
に
翔か

く
べ
か
ら

ず
。『
経
』
に
曰
く
、「
具
三
心
者
必
生
彼
国

(76)」
と
。『
釈
』
に
曰
く
、「
十
声

一
声
定
得
往
生

(77)」
と
。
行
者
、
心
を
留
め
三
心
を
発
得
し
、
六
字
を
持
念
す

べ
し
。

問
う
て
曰
く
、
安
養
往
生
心
行
の
相
貌
、
已
に
之
れ
を
聞
き
つ
。
但
だ
し

其
の
浅
深
厚
薄
の
分
斉
、
亦
復
た
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
六
字
持
念
の
行
人
は
、
設
い
河
水
を
飲
み
て
以
て

美び
ろ
う醪
と
思
い
、
黄
石
を
射
て
以
て
猛
虎
と
想
う
心
無
し
と
雖
も
、
若
し

不ふ
て
ん
ご
く

諂
曲

(78)の
心
有
り
て
内
外
相
い
感
ず
る
者
は
、
塵
沙
の
罪ざ

い
げ
つ軏
を
滅
し
て
金こ

ん

(75) 『
荘
子
』「
人
間
世
篇
」
に
あ
り
。『
南
華
真
経
』

は
『
荘
子
』
の
別
名
。

(76) 『
観
無
量
寿
経
』︵
浄
全
一
・
四
六
︶。

(77) 

善
導
『
往
生
礼
讃
』︵
浄
全
四
・
三
五
四
下
︶。

(78) 

不
諂
曲
︙
自
分
の
意
志
を
曲
げ
ず
、
他
人
に
媚

び
へ
つ
ら
わ
な
い
こ
と
。



縄じ
ょ
うの

浄
土
に
詣
で
て
、
衆
苦
の
大だ

い
が
く壑
(79)を

出
で
て
、
楽
邦
の
蓮
台
に
坐
せ
ん

こ
と
必
せ
り
。『
遊
心
安
楽
道
』
に
云
く

(80)、

罪
業
多
し
と
雖
も
、
鎖と
ざ

す
る
こ
と
朝
陽
の
暗
を
却し

り
ぞ

く
る
に
過
ぎ
た
り
。

界
趣
、
幽か
す

か
に
阻
つ
と
雖
も
、
通
ず
る
こ
と
王
印
の
塞
を
開
く
よ
り
も

逾こ

え
た
り
已上
。

夫
れ
真
修
体
顕
の
高
位
に
至
ら
ず
し
て
、
地
住
以
上
の
霊
徳
を
具
し
、
禅
那

修
行
の
方
便
を
修
せ
ず
し
て
、
無
生
法
忍
の
大
利
を
得
。
大
凡
そ
狂
酔
の
徒

を
覚
ま
し
、
長
眠
の
子
を
驚
か
す
こ
と
只
だ
り
て
尊
号
の
一
法
に
在
り
。
焉

ん
ぞ
思
議
す
べ
け
ん
、
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
け
ん
。

問
う
て
曰
く
、
名
号
殊
絶
な
り
と
雖
も
、
猶
お
是
れ
言
談
の
域い
き
な
い内

な
り
。

然
る
に
諸
法
は
本も
と

名
字
無
く
、
談
話
は
皆
な
妄
想
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
何

ぞ
虚
妄
の
名
号
を
唱
え
て
無
生
の
宝
国
に
生
ず
べ
け
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
絶
言
廃
詮

(81)は
猶
お
権
門
の
閫こ

ん
い
き域
(82)に
属
す
。
文
字
解
脱
は

正
し
く
是
れ
真
実
の
直
道
な
り
。『
浄
名
』
に
云
く
、「
言
説
文
字

(83)は
即
ち
是

れ
解
脱
な
り
。
文
字
を
離
れ
て
解
脱
を
説
く
こ
と
無
し

(84)」
已上
と
。
又
た
『
天

王
般
若
』
に
云
く
、「
総
持

(85)は
文
字
無
し
。
文
字
、
総
持
を
顕
す

(86)」
已上
。
又

(79) 

大
壑
︙
大
き
な
谷
、
ま
た
は
海
の
こ
と
。

(80) 

伝
元
暁
『
遊
心
安
楽
道
』︵
浄
全
六
・
六
二
四
上
︶。

(81) 

絶
言
廃
詮
︙
言
語
に
よ
る
表
現
を
超
え
た
と
こ

ろ
に
真
理
の
意
味
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
。

(82) 

権
門
閫
域
︙
方
便
門
の
教
え
の
境
地
に
過
ぎ
な

い
こ
と
。

(83) 

言
説
文
字
︙
言
葉
で
説
か
れ
た
法
と
そ
れ
を
文

字
に
し
た
も
の
。

(84) 『
維
摩
経
』︵
正
蔵
一
四
・
五
四
八
上
︶
に
は
「
言
説

文
字
皆
解
脱
相
。
所
以
者
何
。
解
脱
者
不
内
不

外
不 

在
両
間
。
文
字
亦
不
内
不
外
不
在
両
間
。

是
故 

舎
利
弗
。
無
離
文
字
説
解
脱
也
」
と
あ
る
。

(85) 

総
持
︙
陀
羅
尼
、
真
言
の
こ
と
。

(86) 『
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
経
』︵
正
蔵
八
・
七
二
〇
下
︶。



た
『
法
華
』
に
云
く
、「
仏
種

(87)縁
に
従
い
起
こ
る
。
是
の
故
に
一
乗
を
説
く
。

仏
慧
を
説
か
ん
が
為
の
故
に
。
今
正
し
く
是
れ
其
の
時
な
り

(88)」
已上
。

又
た
三
密
大
教

(89)の
意
は
、
専
ら
真
言
神
呪
を
誦
し
て
毘
盧
妙
覚

(90)を
証
得

す
る
者
を
や
。
抑
そ
も
そ
も

恭
し
く
諸
方
の
道
人
に
白
し
て
言
さ
く
、
夫
れ
三
界
は

悪
趣
な
り
。
五
蘊
は
無
常
な
り
。
九
品
は
善
処
な
り
。
三
輩
は
常
楽
な
り
。

孰た

れ
か
悪
趣
と
無
常
と
を
厭
わ
ざ
ら
ん
や
。
誰
れ
か
善
処
と
常
楽
と
を
欣
わ

ざ
ら
ん
や
。
智
人
、
省
察
せ
よ
。
智
人
、
省
察
せ
よ
。
因
論
生
論

(91)せ
ん
。

問
う
て
曰
く
、
本
願
の
妙
行
は
是
れ
口
業
の
語
声
に
し
て
、
意
身
の
二
業

に
非
ず
。
然
る
に
弥
陀
如
説
、
自み
ず
か

ら
本
願
所
被
の
根
機
を
定
む
と
し
て
、
八

方
上
下
無
央
数
の
塵
刹
世
界

(92)の
三
学
無
分
の
一
切
衆
生
と
言
い
た
ま
え
り
。

之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
言
え
ば
、
機
根
は
是
れ
十
方
法
界
の
善
悪
の
凡
夫
、

所
修
は
乃
ち
南
無
弥
陀
の
六
字
の
尊
号
、
分
明
な
る
者
な
り
。
斯
の
縡こ
と

、
甚

だ
未
審
し
。『
大
論
』
第
七
に
云
く

(93)、

衆
生
は
種
種
因
縁
あ
り
て
得
度
不
同
な
り
。
禅
定
得
度
の
者
有
り
。
光

明
身
に
触
れ
て
得
度
す
る
者
有
り
。
持
戒
、
説
法
得
度
す
る
者
有
り
。

譬
え
ば
城
に
多
門
有
り
て
入
処
各
各
な
れ
ど
も
、
至
処
異
な
ら
ざ
る
が

(87) 

仏
種
︙
仏
と
な
る
た
め
の
種
子
。

(88) 『
法
華
経
』︵
正
蔵
九
・
九
中
～
一
〇
上
︶。

(89) 

三
密
大
教
︙
密
教
の
教
え
の
こ
と
。

(90) 

妙
覚
︙
仏
の
不
可
思
議
絶
妙
な
無
上
の
さ
と
り
。

(91) 

因
論
生
論
︙
一
つ
の
議
論
と
関
連
し
て
さ
ら
に

別
の
問
題
が
生
じ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
る

場
合
を
い
う
。
そ
れ
で
は
た
ず
ね
る
が
、と
い
っ

た
意
で
、「
し
か
ら
ば
」
な
ど
と
訳
す
る
。

(92) 

塵
刹
世
界
︙
無
数
の
国
土
の
こ
と
。

(93) 『
大
智
度
論
』︵
正
蔵
二
五
・
一
一
四
中
︶。



如
し
。
人
の
光
明
を
身
に
触
れ
て
得
度
す
る
者
有
り
。
若
し
は
光
明
を

見
、
若
し
は
身
に
触
れ
ど
も
、
得
度
せ
ざ
る
者
有
り
と
。

又
た
『
大
論
』
三
十
四
に
云
く

(94)、

有
仏
は
衆
生
の
為
に
法
を
説
き
て
得
道
せ
し
む
る
者
あ
り
。
有
仏
は
無

量
の
光
明
を
放
ち
た
ま
う
、
衆
生
之
れ
に
遇
う
て
得
道
す
る
者
あ
り
。

有
仏
は
神
通
変
化
を
も
っ
て
其
の
心
を
指
示
し
て
得
道
す
る
者
あ
り
。

有
仏
は
但
だ
色
身
を
現
じ
て
得
道
の
者
あ
り
。
有
仏
は
遍
身
の
毛
孔
よ

り
衆
の
妙
香
を
出
で
た
ま
う
に
、
衆
生
之
れ
を
聞か

い
で
得
道
す
る
者
あ

り
。
有
仏
は
食
を
以
て
衆
生
に
与
え
て
得
道
せ
し
む
る
者
あ
り
。
有
仏

は
衆
生
但
だ
念
じ
て
得
道
す
る
者
あ
り
已上
。

若
し
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
寂じ
ゃ
く
ま
く
寞
香
飯

(95)等
の
諸
世
界
の
一
切

衆
生
等
は
全
く
別
願
称
名
の
妙
行
を
唱
念
す
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ず
。
何

如
。答

え
て
曰
く
、
有
人
解
し
て
曰
く
、
弥
陀
覚
王
の
称
名
引
業
の
本
願
を
立

て
た
ま
え
る
こ
と
は
、
且
く
此
の
忍
土

(96)の
如
く
に
声
、
仏
事
を
作
す
の
国

土
に
就
き
て
、
以
て
本
誓
を
立
て
た
ま
い
て
、
全
く
余
塵
得
道

(97)の
邦
に
は

(94) 『
大
智
度
論
』︵
正
蔵
二
五
・
三
一
三
下
︶。

(95) 

寂
寞
香
飯
︙
ひ
っ
そ
り
と
し
て
も
の
さ
び
し
い

食
事
。

(96) 

忍
土
︙
娑
婆
世
界
の
こ
と
。

(97) 

余
塵
得
道
︙
五
塵
の
中
、
声
以
外
の
四
塵
︵
色
・

香
・
味
・
触
︶
を
用
い
て
得
道
す
る
こ
と
。



通
ぜ
ず
云云
。

或
る
人
解
し
て
曰
く
、
語
業
称
名
の
義
、
広
く
身
口
意
の
三
業
に
通つ
う

亘ご
う

す
。

例
せ
ば
、
夫
の
青せ
い
き
ゅ
う丘

の
太
賢
師

(98)、
妄
語
戒
の
三
業
に
通
ず
る
こ
と
を
釈
し

て
(99)、

経
の
如
く
「
乃
至
見
ざ
る
を
見
た
と
言
い
」
か
ら
「
身
心
妄
語
」
に
至

り
て
、
声
聞
の
唯
だ
大
妄
語
を
簡
ば
ん
が
為
の
故
に
「
乃
至
」
と
言
う
。

或
い
は
見
聞
等
の
四
つ
の
言
説
の
中
に
余
の
三
つ
を
摂
す
。
故
に
身
の

妄
語
と
は
語
無
く
し
て
身
を
動
ず
。
心
の
妄
語
と
は
謂
く
想
倒

(100)等
、

不
見
に
於
て
見
想
を
起
こ
し
て
誑
た
ぶ
ら
かし

て
不
見
と
言
う
が
如
く
、
事
に
称

う
と
雖
も
、
所
知
を
覆
う
を
以
て
此
れ
即
ち
名
づ
け
て
以
て
心
の
妄
語

と
為
す
。
又
た
『
文
殊
問
経
』
出
世
戒
品
に
言
う
が
如
き
は
、「
若
し

妄
語
心
を
起
こ
さ
ば
波
羅
夷
を
犯
す
と
曰
う
が
如
し
」已上
と
云云
。

有
人
解
し
て
曰
く
、
密
教
の
所
談
に
依
り
て
之
れ
を
言
え
ば
、
夫
れ
念
誦

と
は
語
業
称
唱
の
義
に
名
づ
く
。
然
る
に
五
種
の
念
誦

(101)の
中
に
、
三
摩
地

念
誦
は
是
れ
舌
根
を
動
ぜ
ず
、
音
声
を
も
出
さ
ず
し
て
大
陀
羅
尼
を
持
念
す

る
な
り
。
又
た
胸
臍
の
中
に
在
り
て
未
だ
語
業
に
出
で
ざ
る
の
声
或あ

り
。
若

(98) 

太
賢
師
︙
新
羅
の
法
相
の
学
者
。
自
ら
青
丘
沙

門
と
号
し
て
、
南
山
の
茸じ
ち
ょ
う長
寺
に
住
し
、
唯
識

を
極
め
た
。

(99) 

太
賢
『
梵
網
経
古
迹
記
』︵
正
蔵
四
〇
・
七
〇
六
上
︶。

(100) 

想
倒
︙
対
象
に
対
す
る
誤
っ
た
理
解
、
受
け
取

り
方
。

(101) 

五
種
念
誦
︙
蓮
華
・
金
剛
・
三
摩
地
・
声
生
・

光
明
の
五
種
の
念
誦
の
こ
と
。
蓮
華
念
誦
と
は
、

自
己
の
耳
に
聞
こ
え
て
他
の
人
に
聞
こ
え
な
い

程
度
の
微
音
で
念
誦
す
る
こ
と
。
金
剛
念
誦
は

唇
歯
を
併
せ
て
動
か
さ
ず
、
舌
端
の
み
少
し
動

か
し
て
黙
誦
す
る
こ
と
。
三
摩
地
念
誦
と
は
、

舌
も
動
か
さ
ず
心
に
お
い
て
真
言
の
字
相
字
義

等
を
順
逆
に
観
ず
る
こ
と
。
声
生
念
誦
は
心
蓮

華
の
上
に
商
佉
︵
法
螺
の
こ
と
︶
を
案
じ
、
そ
の

商
佉
よ
り
鈴
を
振
る
よ
う
な
妙
な
る
音
声
を
出

す
と
観
想
し
て
念
誦
す
る
こ
と
。
光
明
念
誦
は

声
を
出
す
時
も
出
さ
な
い
時
も
常
に
口
よ
り
光

明
を
放
っ
て
法
界
を
照
ら
す
と
念
想
し
て
持
誦

す
る
こ
と
。



し
爾
ら
ば
、
彼
の
無
言
香
飯
等
の
諸
世
界
の
一
切
衆
生
の
念
仏
往
生
の
巨

益
、
猶
お
語
業
に
入
れ
て
以
て
摂
せ
ん
の
み
云云

。

或
る
人
解
し
て
曰
く
、
五
念
皆
な
弥
陀
本
願
の
妙
行
な
る
が
故
に
、
余
塵

得
生
の
人
も
悉
く
念
仏
往
生
の
本
誓
に
乗
ず
。
若
し
爾
ら
ば
、
従
上
の
難
勢

自
ら
遮
せ
ら
れ
な
ん
者
か
云云

。

或
る
人
解
し
て
曰
く
、
設
い
余
塵
得
道
の
人
と
雖
も
、
猶
お
乗
仏
本
願
往

生
浄
土
の
彙た
ぐ
い
と
名
づ
く
べ
し
。
所
以
は
何
ん
。
称
名
以
外
の
万
行
も
、
亦
た

是
れ
如
来
因
位
の
本
願
の
妙
行
な
る
が
故
な
り
云云
。
今
謂
く
此
れ
等
の
五
義
、

倶
に
胸
襟
の
浮
詞
を
宣
べ
て
、
未
だ
別
願
の
玄
旨
を
会
せ
ず
。

先
ず
第
一
の
義
を
挫
い
て
曰
く
、
夫
れ
吾
が
弥
陀
大
士
、
法
蔵
沙
門
の
昔
、

極
愛
一
子
の
高
位
に
住
し
て
、
大
悲
闡
提

(102)の
堅
誓
を
発
し
、
平
等
の
大
悲

に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
の
群
類
を
摂
し
た
ま
え
り
。
豈
に
選
捨
偏
頗
の
局

情
有
ら
ん
や
。
逞
た
く
ま

し
く
此
の
大
道
理
を
得
た
る
の
上
に
、
亦
た
了
義
大
乗

依
文
判
義
の
論
説
に
依
り
て
、「
十
方
衆
生
乃
至
十
念
」
の
願
文
を
詳
ら
か

に
す
る
に
、
全
く
能
別
の
詞
毋な

し
。
応
に
知
る
べ
し
、
周
く
一
切
六
合

(103)無

央
数

(104)の
仏
国
土
の
衆
生
を
指
し
て
、「
十
方
衆
生
称
我
名
号
」
と
言
え
る
こ

(102) 

大
悲
闡
提
︙
大
悲
の
心
に
よ
る
誓
い
を
立
て
、

す
べ
て
の
衆
生
を
成
仏
さ
せ
た
後
に
、
自
身
が

成
仏
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
永
久
に
衆
生
救
済

を
続
け
る
た
め
、
自
分
自
身
は
成
仏
で
き
な
い
。

(103) 

六
合
︙
天
地
四
方
。

(104) 

無
央
数
︙
数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
大

き
い
数
。



と
を
。
此
の
義
、
文
に
在
り
て
分
明
に
理
を
得
て
炳
焉

(105)な
る
者
な
り
。
若

し
爾
ら
ば
、
焉
ぞ
慈
父
覚
王

(106)、
不
平
局
分
の
小
願
を
発
起
し
て
、
声
仏
事

を
作
す
の
国
土
を
取
り
た
ま
う
と
云
わ
ん
や
。
若
し
爾な
ん
じ

が
言
う
所
の
如
く
な

ら
ば
、
忽
ち
に
大
悲
無
偏
の
如
来
に
不
平
狭
劣
の
小
心
有
り
と
い
う
に
為な

ん

ぬ
。
亦
た
平
等
撫
育
の
悲
母
を
辱
は
ず
か
しむ

る
に
為
ん
ぬ
。
又
た
如
来
、
若
し
五
塵

得
脱
の
諸
国
を
以
て
本
願
所
被
の
当
機
と
為
し
た
ま
わ
ず
ん
ば
、
夫
の
寿
命

無
量
の
願
に
「
除
其
本
願
修
短
自
在
」
と
云
い
、
必
至
補
処
の
誓
い
に
「
除

其
本
願
自
在
所
化
」
等
と
言
う
が
如
く
に
、
亦
た
応
に
第
十
八
の
願
に
「
唯

除
余
塵
得
道
之
国
」
と
曰
う
べ
き
な
り
。
然
る
に
本
願
に
既
に
「
唯
除
」
の

言
無
し
。
末
学
焉
ぞ
局
分
の
義
を
存
す
る
や
。
善
く
能
く
自
量
せ
よ
。

次
に
第
二
・
第
三
の
両
解
を
沮は
ば

ん
で
曰
く
、
夫
れ
衆
生
の
根
性
万
差
な
る

が
故
に
、
六
塵
の
得
道
、
区
に
別
れ
た
り
。
今
焉
ぞ
妄
り
に
余
塵
得
入
の
漢ひ
と

を
以
て
、
強
い
て
口
音
解
脱
の
類
と
為
ん
や
。
太は

な
は

だ
自
由
な
り
と
為
す
。

次
に
第
四
の
義
は
、
是
れ
三
論
宗
の
定
兼

(107)已
講
隠
遁
後
に
廻
心

上
人
と
名
づ
く
の
所
立
な
り
。

此
の
立
義
亦
た
過
失
有
り
。
夫
れ
五
念
本
願
の
義
は
、
文
に
背
き
義
に
違
す

る
が
故
な
り
。

(105) 

炳
焉
︙
あ
き
ら
か
な
さ
ま
。

(106) 

慈
父
覚
王
︙
慈
し
み
深
い
父
。
転
じ
て
仏
の
尊

称
。

(107) 

定
兼
︙
︵
一
一
〇
六
︱
一
一
八
四
︶。
平
安
後
期
の

真
言
宗
の
学
僧
。
高
野
山
で
多
い
に
学
徒
を
化

導
し
、
一
一
七
九
年
に
高
野
山
検
校
二
八
世
と

な
っ
た
。



次
に
第
五
の
義
は
、
九
品
寺
覚
明

(108)上
人
の
所
立
な
り
。
此
の
義
亦
た
衆

文
に
乖
角

(109)し
、
道
理
に
違
背
す
る
が
故
に
依
用
す
る
に
足
ら
ず
。
中
に
於

て
今
第
十
八
の
一
願
に
就
き
て
以
て
論
談
を
為
す
の
時
、
第
二
十
の
願
を
引

き
て
以
て
義
勢
を
成
ず
る
が
故
に
、
問
答
乖
越
し
て
其
の
義
更
に
成
立
せ

ず
。
譬
え
ば
白
鷺
の
色
を
証
せ
ん
と
欲
し
て
黒
鵶
を
引
き
、
玄
鳥

(110)の
体
を

証
せ
ん
と
欲
し
て
黄
鸝

(111)を
引
く
が
如
く
に
相
い
似
た
り
。
一
笑
比
興
、
一

笑
比
興

(112)。

問
う
て
曰
く
、
第
二
・
第
四
の
両
義
の
不
同
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
第
二
の
解
は
、
是
れ
三
輪

(113)の
修
行
を
皆
な
称
名
と
名
づ
く
。

第
四
の
義
は
、
乃
ち
三
業
の
所
修
を
通
じ
て
念
仏
と
号
す
。
是
れ
其
の
二
義

の
差
殊
の
み
。

問
う
て
曰
く
、
称
名
と
念
仏
と
異
語
一
致
な
り
。
如
何
が
其
の
異
を
成
ず

る
や
。

答
え
て
曰
く
、
第
二
の
義
は
、
三
業
の
所
修
を
以
て
束
ね
て
称
名
と
名
づ

く
。
第
四
の
義
は
、
称
名
は
口
念
仏
、
観
念
は
意
念
仏
等
に
し
て
、
更
に
其

の
名
を
革あ
ら
た
む
る
こ
と
莫
し
。
是
れ
其
の
第
二
・
第
四
の
不
同
な
り
。

(108) 

覚
明
︙
覚
明
房
長
西
︵
一
一
八
四
─
一
二
六
六
︶。

法
然
上
人
の
晩
年
の
弟
子
で
九
品
寺
流
諸
行
本

願
義
の
祖
。
称
名
念
仏
だ
け
で
は
な
く
諸
行
を

も
本
願
の
行
と
し
て
提
唱
し
た
。

(109) 

乖
角
︙
そ
む
き
た
が
う
。

(110) 

玄
鳥
︙
つ
ば
め
の
こ
と
。

(111) 

黄
鸝
︙
う
ぐ
い
す
の
こ
と
。
離
黄
も
う
ぐ
い
す

の
意
。

(112) 

一
笑
比
興
︙
一
つ
の
わ
ら
い
ぐ
さ
と
し
て
興
味

が
あ
る
こ
と
。

(113) 

三
輪
︙
身
・
口
・
意
の
三
業
の
働
き
を
転
輪
聖

王
の
輪
宝
に
た
と
え
た
も
の
。



問
う
て
曰
く
、
第
四
・
第
五
の
二
義
の
不
同
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
第
四
は
第
十
八
の
願
に
就
き
て
、
狭
く
五
念
本
願
の
義
を

立
て
て
以
て
其
の
義
を
成
ず
。
第
五
は
第
二
十
の
願
に
就
き
て
、
広
く
万
行

本
願
の
旨
を
存
し
て
以
て
会
通
を
致
す
の
み
。
倩
つ
ら
つ
ら

従
上
の
五
解
を
案
ず
る

に
、
進
退
両
難
有
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
以
て
耆
宿
長
老

(114)の
妙
義
と
名
づ
け

叵が
た

き
者
か
。

問
う
て
曰
く
、
上
来
の
五
義
、
実
に
未
だ
難
勢

(115)の
閫こ

ん
い
き域
を
出
で
ず
。
論

主
独
り
何
な
る
妙
義
を
存
す
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
一
箇
の
妙
解
有
り
。
若な
ん
じ来

れ
、
吾
れ
具
さ
に
語
ら
ん
。
夫

れ
六
塵
各
別
の
得
道
は
、
且
く
其
の
土
の
大
分
に
約
し
て
以
て
論
ず
る
こ
と

を
為
す
。
是
れ
即
ち
一
往
な
り
。
若
し
小
分
に
約
し
て
以
て
之
れ
を
論
ぜ

ば
、
傍
正
異
な
り
と
雖
も
、
各
各
の
土
に
皆
な
通
じ
て
六
塵
得
道
の
者
有
る

べ
し
。
例
せ
ば
、
忍
土
大
都
に
約
し
て
、
或
い
は
「
此
土
入
者
不
仮
余
塵

(116)」

と
判
じ
、
或
い
は
「
此
土
耳
根
利
故
偏
用
声
塵

(117)」
と
釈
す
と
雖
も
、
亦
た
此

れ
国
土
に
、兼
て
見
相
聞
香
等
の
得
益
有
る
が
如
し
。
所
謂
る
『
摩
訶
止
観
』

第
一
に
云
く

(118)、

(114) 

耆
宿
長
老
︙
修
行
の
経
歴
が
長
く
、
年
老
い
た

徳
の
高
い
者
。

(115) 

難
勢
︙
異
義
を
非
難
す
る
気
勢
の
こ
と
。

(116) 

湛
然
『
法
華
文
句
記
』︵
正
蔵
三
四
・
一
五
五
中
︶。

(117) 

智
顗
『
法
華
玄
義
』︵
正
蔵
三
三
・
七
五
五
中
︶。

(118) 

智
顗
『
摩
訶
止
観
』︵
正
蔵
四
六
・
六
中
～
下
︶。



仏
の
相
好
を
覩
て
発
心
す
と
い
う
は
、
若
し
如
来
の
父
母
の
生
身
を
見

る
、
身
相
昺へ
い
ち
ょ著
(119)に
し
て
、
明
了
に
処
を
得
た
り
。
輝き

れ
い
し
ゃ
く
し
ゃ
く

麗
灼
爍

(120)と
し
て
、

毘
首
羯
磨

(121)も
作
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
転
輪
王
に
勝
れ
て
、
相

好
纏て
ん
ら
く絡

し
、
世
間
に
希
有
な
り
。
天
上
天
下
に
、
仏
に
如し

く
は
無
か
れ
。

十
方
世
界
に
亦
た
比
い
無
し
。
我
れ
仏
を
得
て
聖
法
の
王
に
斉
し
く
我

れ
衆
生
を
度
す
る
こ
と
無
数
無
央
な
ら
ん
と
願
ず
。
是
れ
を
応
仏
の
相

好
を
見
て
、上
求
下
化
す
る
発
菩
提
心
と
為
す
。
若
し
は
如
来
を
見
て
、

如
来
は
如
来
無
し
と
知
り
、
若
し
は
相
好
を
見
て
、
相
好
は
相
好
に
非

ず
と
知
る
。
如
来
及
び
相
好
皆
な
虚
空
の
如
し
。
空
中
に
は
仏
無
し
。

況
や
復
た
相
好
を
や
。
如
来
は
如
来
に
非
ず
と
見
る
。
即
ち
如
来
を
見

る
な
り
。
相
、
相
に
非
ず
と
見
る
。
即
ち
諸
相
を
見
る
な
り
。
我
れ
仏

を
得
て
、
聖
法
の
王
に
斉
し
か
ら
ん
。
我
れ
衆
生
を
度
す
る
こ
と
、
無

数
無
央
な
ら
ん
と
願
ず
。
是
れ
を
勝
応

(122)の
相
好
を
見
て
、
上
求
下
化

す
る
発
菩
提
心
と
為
す
。
若
し
は
如
来
の
身
相
を
見
て
、
一
切
現
ぜ
ざ

る
所
靡な

し
。
明
浄
な
る
鏡
に
、
衆

も
ろ
も
ろの

色
像
を
覩
る
が
如
し
。
一
一
の
相

好
、
凡
聖
も
其
の
辺
を
得
ず
。
梵
天
も
其
の
頂
を
見
ず
。
目
連
も
其
の

(119) 

昺
著
︙
あ
き
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
。

(120) 

輝
麗
灼
爍
︙
美
し
く
光
り
輝
く
さ
ま
。

(121) 

毘
首
羯
磨
︙
三
十
三
天
に
住
し
、
帝
釈
天
の
命

に
よ
っ
て
建
築
彫
刻
な
ど
を
司
る
神
匠
。

(122) 

勝
応
︙
天
台
宗
で
は
、
応
身
仏
に
勝
劣
二
身
を

分
け
る
う
ち
、
す
ぐ
れ
た
機
根
の
者
が
見
る
仏

身
を
勝
応
身
と
い
う
。



声
を
窮
め
ず
。
論
に
云
く
、「
無
形
第
一
の
体
の
、
非
荘
厳
に
し
て
荘

厳
せ
り
」。
我
れ
仏
を
得
て
、
聖
法
の
王
に
斉
し
か
ら
ん
と
願
ず
。
是

れ
を
報
仏
の
相
好
を
見
て
、
上
求
下
化
す
る
発
菩
提
心
と
為
す
。
若
し

は
如
来
を
見
て
、
如
来
の
智
深
く
罪
福
の
相
に
達
し
、
徧
く
十
方
の
微

妙
の
浄
法
身
を
照
ら
す
に
、
相
を
具
し
た
ま
え
る
こ
と
三
十
二
、一
一

の
相
好
即
ち
是
れ
実
相
な
り
。
実
相
法
界
具
足
し
て
減
ず
る
こ
と
無
し

と
知
る
。
我
れ
仏
を
得
て
聖
法
の
王
に
斉
し
か
ら
ん
と
願
ず
。
是
れ
を

法
仏
の
相
好
を
見
て
、
上
求
下
化
す
る
発
菩
提
心
と
為
す
云云

。

又
た
同
第
一
に
十
種
発
心

(123)を
明
か
す
。
謂
く
其
の
文
に
云
く
「
諸
経
に

種
種
の
発
菩
提
心
を
明
か
せ
り
」。
或
い
は
言
く
、

種
種
の
理
を
推
し
て
菩
提
心
を
発
し
、
或
い
は
仏
の
種
種
の
相
を
覩
て

菩
提
心
を
発
し
、
或
い
は
種
々
の
神
通
を
覩
、
或
い
は
種
種
の
法
を
聞

き
、
或
い
は
種
種
の
土
に
遊
び
、
或
い
は
種
種
の
衆
を
覩
、
或
い
は
種

種
の
行
を
修
す
る
を
見
、
或
い
は
法
の
種
種
滅
す
る
を
見
、
或
い
は
種

種
の
過
を
見
、
或
い
は
他
の
種
種
の
苦
を
受
く
る
を
見
て
菩
提
心
を
発

す
。
略
し
て
十
種
を
挙
し
て
首は
じ

め
と
為
し
、
広
く
説
く
べ
し
云云
。 

(123) 

智
顗
『
摩
訶
止
観
』︵
正
蔵
四
六
・
六
上
︶。



文
広
き
が
故
に
是
こ
に
載
せ
ず
。
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
之ゆ

い
て
見
よ
。

又
た
『
浄
名
』
の
下
に
云
く

(124)、

上
方
の
界
分
、
四
十
恒
河
沙
の
仏
土
を
過
ぎ
て
国
有
り
。
衆
香
と
名
づ

く
。
仏
を
香
積
と
号
す
。
今
現
に
其
の
国
に
在
す
。
香
気
、
十
方
諸
仏

世
界
の
人
天
の
香
に
比
す
る
に
最
も
第
一
な
り
と
為
す
。
乃至 

仏
の
言
は

甚
だ
大
な
り
。
一
切
十
方
皆
な
化
を
し
て
往
か
し
め
、
仏
事
を
施
作
し

て
衆
生
を
饒
益
す
。
是
こ
に
於
い
て
香
積
如
来
、
衆
香
の
鉢
を
以
て
香

飯
を
盛
り
満
て
て
化
菩
薩
に
与
え
た
ま
う
。
乃至  

化
菩
薩
既
に
鉢
飯
を

受
け
て
、
彼
の
九
百
万
の
菩
薩
と
倶
に
仏
の
威
神
及
び
維
摩
詰
の
力
を

承
け
て
彼
の
世
界
に
於
い
て
忽
然
と
し
て
現
ぜ
ず
、
須
臾
の
間
に
維
摩

詰
の
舎
に
至
る
。
時
に
維
摩
詰
即
ち
九
百
万
の
獅
子
の
座
を
化
作
す
。

厳
好
な
る
こ
と
前
の
如
し
。
諸
菩
薩
皆
な
其
の
上
に
坐
す
。
化
菩
薩
鉢

に
満
つ
る
香
飯
を
以
て
維
摩
詰
に
与
う
。
飯
の
香
普
く
毘
耶
離
城
及
び

三
千
大
千
世
界
に
熏
ず
。
時
に
毘
耶
離
の
婆
羅
門
・
居
士
等
、
是
の
香

気
を
聞
き
て
身
意
快
然
と
し
て
未
曽
有
な
り
と
歎
ず
。
乃至 

維
摩
詰
、
舎

利
弗
等
の
諸
大
声
聞
に
語
る
、
仁な
ん
だ
ち者
、
如
来
甘
露
味
の
飯
を
食
す
べ
し
。

(124) 『
維
摩
経
』︵
正
蔵
一
四
・
五
五
二
上
︶。



大
悲
の
熏
ず
る
所
、以
て
限
る
意
無
し
と
。
乃至　

其
の
諸
菩
薩
・
声
聞
・

天
人
、
此
の
飯
を
食
す
る
者
は
身
安
快
楽
な
り
。
譬
え
ば
一
切
楽
荘
厳

国
の
諸
菩
薩
の
如
し
已上 

。

『
浄
名
疏
』
第
十
に
云
く
、「
但
だ
勝
る
者
に
従
い
て
正
と
為
す
。
其
の
余

は
是
れ
傍
な
り

(125)」已上 

。
同
『
妙
記
』
に
云
く
、「
此
土
、
尚
お
光
明
を
正
と

為
る
有
り
。
何
に
況
や
余
土
に
正
し
く
光
明
を
用
ゆ
る
を
や

(126)」巳上 

。『
私
志
記
』

の
中
に
、「
従
正
従
多

(127)」の
詳
判
有
る
は
是
の
意
な
り
。『
玄
文
』第
八
に
云
く
、

「
三
塵
を
経
と
為
し
、
六
塵
を
経
と
為
す

(128)」
云云
。 

又
た
円
宗
の
大
師

(129)、
雨
華

動
地

(130)の
時
に
種
熟
脱

(131)の
巨
益
有
り
と
判
ず
。

此
れ
等
の
経
釈
の
現
文
を
見
る
に
、
吾
が
堪
忍
世
界

(132)に
亦
た
余
塵
得
道

の
一
類
有
り
。
是
れ
即
ち
衆
生
の
根
性
万
差
な
れ
ば
、
諸
仏
の
化
儀
不
同
な

る
の
故
な
り
。
之
れ
に
準
じ
て
彼
を
思
う
に
、
余
土
に
も
亦
た
声
塵
得
入

(133)

の
一
類
有
ら
ん
こ
と
焉な

ん

の
不
可
か
有
ら
ん
や
。
此
土
は
音
声
に
仏
事
を
作

し
、
余
国
は
五
塵
設
化

(134)を
為
す
と
は
、
斯
れ
は
是
れ
、
土
、
俗
に
約
し
て

以
て
定
む
る
こ
と
を
為
す
。
其
の
実
は
六
塵
に
通
亘
す
。
其
の
異
只
だ
是
れ

多
少
と
傍
正
と
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
設
い
余
塵
得
道
の
国
な
り
と
雖
も
、

(125) 

智
顗
『
維
摩
経
略
疏
』︵
正
蔵
三
八
・
六
九
九
下
︶。

(126) 

智
円
『
維
摩
経
略
疏
垂
裕
記
』︵
正
蔵

三
八
・
八
四
六
中
︶
に
は
「
荊
渓
云
」
と
し
て
引

用
さ
れ
る
。

(127) 

智
雲
『
妙
経
文
句
私
志
記
』︵『
卍
蔵
』

二
九
・
一
六
四
中
︶。

(128) 

智
顗
『
法
華
玄
義
』︵
正
蔵
三
三
・
七
七
六
下
︶。

(129) 

円
宗
大
師
︙
智
顗
の
こ
と
か
。
た
だ
し
「
雨
華

動
地
」
な
ど
の
語
句
は
湛
然
の
著
書
に
み
ら
れ

る
。

(130) 

雨
華
動
地
︙
天
か
ら
華
が
雨
り
大
地
が
揺
る
ぐ

こ
と
。

(131) 

種
熟
脱
︙
下
種
、
調
熟
、
得
脱
を
い
う
。
衆
生

の
機
根
を
育
て
て
経
の
教
え
を
信
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、
心
を
調
え
、
機
を
熟
さ
せ
、
解
脱
を
得

さ
せ
る
こ
と
。

(132) 

堪
忍
世
界
︙
娑
婆
世
界
の
こ
と
。

(133) 

声
塵
得
入
︙
声
に
出
す
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
悟

り
の
境
地
に
入
る
こ
と
。

(134) 

五
塵
設
化
︙
口
に
よ
る
称
名
以
外
を
以
て
衆
生

を
教
化
す
る
こ
と
。



其
の
国
土
の
中
に
若
し
弥
陀
本
願
有
縁
の
一
類
有
ら
ば
、
其
の
土
の
化
主
、

必
ず
当
に
其
の
人
を
教
示
し
て
口
業
の
尊
号
を
唱
称
せ
し
む
べ
し
。
卓
抜
高

識
の
大
智
人
、
知
る
べ
し
。

有
人
、
此
の
義
を
潤
色
し
て
曰
く
、「
諸
仏
咨
嗟
の
本
誓
有
る
が
故
に
。

設
い
余
塵
得
道
の
国
土
と
雖
も
、
必
ず
持
名
即
往
の
法
要
を
説
く
べ
き
者
な

り
」
云云
。
又
た
解
す
ら
く
、「
設
い
余
塵
得
道
の
国
土
に
全
て
に
声
教
解
脱
の

巨
益
を
闕
く
と
雖
も
、
西
方
浄
土
の
一
種
の
教
行
に
於
て
は
、
其
の
教
主
も

能
く
口
音
を
以
て
名
句
文
身
を
陳
唱
す
。
厥
の
徒
弟
も
亦
た
耳
根
聴
聞
、
語

業
称
名

(135)す
べ
し
。
所
以
は
何
ん
。
衆
聖
称
揚
我
不
作
仏(136)

の
別
盟
に
召
ば
る

る
が
故
に
、
唱
念
我
名
不
取
正
覚(137)

の
別
願
に
催
さ
る
る
が
故
な
ら
ん
」。
此

れ
は
是
れ
其
の
国
土
の
習
俗
を
語
る
に
非
ず
。
只
だ
是
れ
厥
の
別
途
の
一
化

を
言
う
の
み
。
言
い
う
こ
こ
ろは
、
此
の
旨
、
定
力
願
力
唯
識
不
判(138)

の
別
論
に
例
し
て

之
れ
を
知
れ
。
又
た
残
業
延
命
非
是
通
漫(139)

の
詳
簡
に
準
じ
て
之
れ
を
思
え
。

因
み
に
問
う
て
曰
く
、
余
塵
得
道
の
国
土
に
諸
行
往
生
の
人
有
り
や
。

答
え
て
曰
く
、
之
れ
有
り
。
所
謂
る
披
読
経
典
、
持
誦
明
妃(140)

等
の
口
輪(141)

修
行
、
往
生
浄
土
の
義
無
し
と
雖
も
、
諸
余
万
行
往
生
の
彙た

ぐ
い有
ら
ん
こ
と
必

(135) 

耳
根
聴
聞
語
業
称
名
︙
耳
で
聴
き
、
言
葉
に
出

し
て
仏
の
名
を
称
え
る
こ
と
。

(136) 

衆
聖
称
揚
我
不
作
仏
︙
『
平
等
覚
経
』
誓
願
中

の
一
句
か
。

(137) 

唱
念
我
名
不
取
正
覚
︙
『
無
量
寿
経
』
第
十
八

願
の
主
意
か
。

(138) 

定
力
願
力
唯
識
不
判
︙
『
宗
鏡
録
』︵
正
蔵

四
八
・
七
〇
〇
中
︶
に
、「
有
五
力
唯
識
不
判
。
一

定
力
。
二
通
力
。
三
借
識
力
。
四
大
願
力
。
五

法
威
徳
力
。」
と
あ
り
、
唯
識
の
道
理
で
も
判
じ

き
れ
な
い
五
つ
の
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(139) 

残
業
延
命
非
是
通
漫
︙
詳
細
不
明
。

(140) 

明
妃
︙
真
言
陀
羅
尼
の
こ
と
。

(141) 

口
輪
︙
三
輪
︵
三
業
︶
の
一
つ
で
、口
業
の
こ
と
。



せ
り
。
然
る
所
以
は
、
既
に
見
相
触
光
、
入
聖
得
果
の
上
悉
有
り
。
豈
に
覩

相
触
光
、
即
往
安
楽
の
中
悉
無
か
ら
ん
や
。
故
に
曰
う
の
み
。
智
人
之
れ
知

る
べ
し
。
或
い
は
可
し
。
声
塵
得
道
の
国
の
人
は
、
全
く
余
塵
を
用
い
て
下

種
得
脱
の
良
因
と
為す

べ
か
ら
ず
。
亦
た
五
塵
得
脱
の
国
の
人
は
、
更
に
声
塵

を
用
い
て
下
種
得
脱
の
勝
因
と
為
べ
か
ら
ず
。
但
だ
し
若
し
余
塵
得
道
の
国

土
の
中
に
、
弥
陀
繋
属
の
人
有
り
て
、
応ま

さ当
に
尊
号
を
持
ち
て
往
生
を
得
べ

き
の
一
類
に
有
ら
ば
、
須
ら
く
娑
婆
世
界
の
音
声
を
借
り
て
以
て
、
弥
陀
本

願
の
名
号
を
唱
う
べ
し
。
例
せ
ば
夫
の
汎
借
起
が
三
識

(142)の
如
し
。
智
人
知

る
べ
し
。

問
う
て
曰
く
、
已
に
寂じ
ゃ
く
ま
く寞
香
飯
等
の
一
切
衆
生
、
皆
な
称
名
往
生
の
本
願

に
乗
じ
て
西
方
往
生
の
巨
益
を
得
と
い
う
こ
と
を
聞
く
。
又
た
毘
曇
性
相
に

依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
二
禅
已
上
に
尋じ
ん
し伺
(143)無
き
が
故
に
言
語
無
し
。
四

空
処

(144)に
は
四
蘊
の
み
有
り
て
色
蘊
無
し
と
。
若
し
爾
ら
ば
色
界
十
四
五
天

(145)、

無
色
四
空
処
の
衆
生
は
皆
な
称
名
往
生
の
当
機
に
非
ざ
る
か
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
忍
土
の
三
界
の
群
類
皆
な
是
れ
称
名
往
生
の
当
機
な
り
。

但
だ
し
毘
曇
性
相
に
至
り
て
は
是
れ
小
乗
一
途
の
所
談
に
し
て
未
だ
必
ず
し

(142) 

汎
借
起
是
三
識
︙
『
倶
舎
論
記
』
の
中
で
は
、

借
起
を
下
の
三
識
で
あ
る
眼
・
耳
・
身
と
し
て

い
る
。

(143) 

尋
伺
︙
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
、
不
定
法
の
う

ち
の
二
つ
の
心
所
の
こ
と
。
尋
は
対
象
を
粗
く

考
え
る
こ
と
で
、
伺
は
対
象
を
微
細
に
考
察
す

る
こ
と
。

(144) 

四
空
処
︙
無
色
界
に
あ
る
非
想
非
非
想
処
・
無

所
有
処
・
識
無
辺
処
・
空
無
辺
処
の
四
つ
の
世

界
の
こ
と
。

(145) 

色
界
十
四
五
天
︙
こ
こ
で
は
色
界
の
二
禅
以
上

の
天
を
指
す
。
部
派
に
よ
っ
て
天
の
数
が
違
う

た
め
、十
四
天
・
十
五
天
を
併
せ
た
表
記
を
行
う
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%83%B3%E9%9D%9E%E9%9D%9E%E6%83%B3%E5%87%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%89%80%E6%9C%89%E5%87%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%89%80%E6%9C%89%E5%87%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%98%E7%84%A1%E8%BE%BA%E5%87%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E7%84%A1%E8%BE%BA%E5%87%A6


も
衍
門

(146)通
同
の
妙
判
に
あ
ら
ず
。
請
い
問
う
。
曰
く
、
夫
れ
無
色
有
身
と

言
う
は
涅
槃
妙
典
の
直
説
、
小
門
一
師
の
定
判
な
り
。
矧い
わ
ん
や
又
た
定
果
所
変

の
色
無
き
に
非
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。
二
禅
已
上
、
言
語
有
り
と
言
う
は
且
く

し
て
『
法
華
』
第
一
に
云
く
、「
娑
婆
世
界
主
梵
天
王
尸
棄
大
梵
光
明
等

(147)」
已上 

と
。
天
台
大
師
、
等
の
字
を
釈
し
て
曰
く
、「
三
四
禅
を
等
取
す

(148)云云
」 

と
。『
仁

王
』
の
上
に
云
く
、「
第
四
禅
の
大
静
天
王
と
作
る

(149)」已上 

と
。『
了
義
灯
』
に

云
く

(150)、又
た
解
す
ら
く
上
に
通
ず
。
若
し
上
に
し
て
下
地
の
善
業
を
作
る
こ
と

を
得
ざ
れ
ば
、
四
静
慮

(151)の
王
、
倶
に
別
脱
を
受
け
た
り
。
豈
に
無
記

心
に
し
て
戒
を
得
と
許
さ
ん
や
。
既
に
善
心
に
方
に
始
め
て
戒
を
得
と

許
す
。
故
に
上
地
に
於
い
て
語
業
有
る
を
得
。
多
く
は
尋
伺
に
由
り
て

い
う
。
未
だ
必
ず
し
も
一
切
皆
な
尋
伺
を
起
こ
す
に
は
あ
ら
ず
已上 

。

若
し
爾
ら
ば
、
上
二
界
の
諸
天
等
、
皆
な
仏
名
を
持
ち
て
安
養
に
詣
ぜ
ん

に
何
の
相
違
か
有
ら
ん
。
学
者
知
る
べ
し
。

已
上
、
一
切
六
合
の
無
量
の
衆
生
等
、
皆
な
六
字
の
尊
号
を
持
ち
て
九
品

の
浄
刹
に
詣
ず
る
こ
と
を
明
か
し
竟
ん
ぬ
。

(146) 

衍
門
︙
大
乗
の
こ
と
。

(147) 『
法
華
経
』︵
正
蔵
九
・
二
上
︶。

(148) 

出
典
不
明
。

(149) 『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』︵
正
蔵
八
・
八
二
七

上
︶。

(150) 

恵
沼
『
成
唯
識
論
了
義
灯
』︵
正
蔵
四
三
・
六
六
八

上
︶。

(151) 

四
静
慮
︙
色
界
の
第
四
禅
の
こ
と
。



又
た
問
う
て
曰
く
、
康
存
帰
嚮

(152)の
人
は
無
量
の
遍
数
を
持
ち
、
鶴
林
廻

心
(153)の
彙
は
十
念
の
仏
名
を
唱
う
。
此
等
の
行
者
に
就
て
、
如
何
が
引
満
二

業
(154)の
相
貌
を
勘
定
す
べ
き
や
。

答
え
て
曰
く
、
若
し
毘
曇
・
性
相
に
五
逆
感
果
の
相
を
判
じ
て
「
初
是
引

業
、
後
是
満
業

(155)」
と
言
う
に
依
り
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
最
初
の
一
称
を
以
て
、

以
て
引
業
と
為
し
、
二
念
已
去
を
以
て
、
以
て
満
業
と
為
す
べ
し
。
若
し
他

部
の
論
説
に
、
引
満
二
業
の
義
を
詳
ら
か
に
し
て
「
多
業
引
一
生
、
一
業
通

引
満

(156)」
と
云
う
に
依
り
て
之
れ
を
論
せ
ば
、
最
初
一
唱
自
り
無
後
の
念
仏
に

至
る
ま
で
皆
な
引
業
と
成
り
、
悉
く
満
業
と
成
る
べ
し
。

問
う
て
曰
く
、
二
解
の
中
に
は
何
を
以
て
正
と
為
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
願
文
に
甄け
ん
べ
つ別
(157)の
言
莫
し
。
故
に
且
く
論
文
に
依
り
て
両

解
を
致
す
の
み
。
其
の
実
は
知
り
叵
し
。

問
う
て
曰
く
、
斯
の
事
、
寔
に
一
決
し
難
し
。
但
し
論
主
の
密
意
、
其
れ

如
何
。

答
え
て
曰
く
、
小
子
が
愚
存
は
後
義
を
以
て
正
と
為
す
。

問
う
て
曰
く
、
其
の
意
、
奈
何
。

(152) 

康
存
帰
嚮
︙
常
日
ご
ろ
か
ら
心
を
寄
せ
る
こ
と
。

(153) 

鶴
林
廻
心
︙
臨
終
の
際
に
な
っ
て
か
ら
心
を
寄

せ
る
こ
と
。

(154) 

引
満
二
業
︙
引
業
と
満
業
の
二
業
の
こ
と
。
引

業
と
は
果
報
の
主
な
部
分
を
感
得
す
る
業
。
満

業
と
は
副
次
的
な
業
で
、
貧
富
貴
賤
な
ど
差
別

の
あ
る
す
が
た
の
果
報
を
引
く
業
。

(155) 

普
光
『
倶
舎
論
記
』︵
正
蔵
四
一
・
二
七
七
下
︶。

(156) 

出
典
不
明
。

(157) 

甄
別
︙
は
っ
き
り
見
分
け
る
こ
と
。



答
え
て
曰
く
、
是
れ
即
ち
経
教
解
釈
の
文
相
に
順
ず
る
所
以
な
り
。
如
何

が
順
ず
と
な
ら
ば
、
弥
陀
の
本
願
に
は
「
称
我
名
号
乃
至
十
念

(158)」
と
誓
い
、

釈
尊
の
説
教
に
は
「
具
足
十
念
即
得
往
生

(159)」
と
宣
べ
、宗
師

(160)の
解
釈
に
は
「
存

終
念
仏
定
得
往
生
」
と
判
ぜ
り
。
静
か
に
三
祖

(161)倶
に
具
足
十
念
即
得
往
生
と

説
き
降
し
た
ま
え
る
文
相
起
尽
を
案
ず
る
に
、
正
し
く
最
初
の
一
称
自
り
終

焉
の
唱
念
に
至
る
ま
で
、
皆
な
悉
く
引
業
と
成
る
と
見
え
た
り
。
然
る
所
以

は
、
三
聖
の
言
、
一
轍
に
し
て
能
別
の
説
無
き
が
故
な
り
。
亦
た
初
め
従
り

終
り
に
至
る
ま
で
の
妙
行
、
九
品
の
増
進
二
転
の
資
糧
と
成
る
べ
き
者
か
。

此
れ
等
の
詳
評
、「
多
業
引
一
生
、
一
業
通
引
満
」
の
論
文
に
依
り
て
之
れ

を
勘
定
す
る
の
み
。
来
賢
、
眼
を
三
祖
の
直
語
に
著
け
て
、
之
れ
を
看
取
せ

よ
。
黒
谷
祖
師
、
亦
た
此
の
義
を
存
す
。
学
者
自
ら
知
れ
。
於あ
あ

、
観
る
に
夫

れ
、
金き
ん
こ
く谷
(162)に
遊
ぶ
者
は
驕
佚

(163)を
縡こ

と

と
し
て
空
し
く
晩く

ら

し
、
甕お

う
ゆ
う牖
(164)に
仄せ

ま

る
者

は
窮
困
を
慼う
れ

い
て
徒
ら
に
明
か
す
。
若
し
仏
名
を
持
た
ず
ん
ば
、
出
要
焉
ん

ぞ
貯
え
ん
。
黒
業

(165)は
日
に
随
い
て
累か

さ
な

り
、
黄こ

う
せ
ん泉

は
時
と
競
う
。
六り

く
ご
う合

の
善

逝
、
之
れ
が
為
に
哀
涙
を
冥
空
に
灑
ぎ
、
護
法
の
諸
天
、
所こ
の
ゆ
え以

に
憫
色
を
幽

巷
に
示
す
。
誰
れ
の
道
人
か
之
を
惶こ
う
ふ怖
せ
ざ
ら
ん
や
。
孰
れ
の
学
者
か
之
れ

(158) 『
無
量
寿
経
』
第
十
八
願
の
取
意
か
。

(159) 『
観
無
量
寿
経
』
の
「
不
能
念
者
応
称
無
量
寿
仏

如
是
至
心
令
声
不
絶
具
足
十
念
称
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
取
意
。

(160) 

宗
師
︙
不
明
。

(161) 

三
祖
︙
先
に
述
べ
ら
れ
た
、
弥
陀
・
釈
尊
・
宗

師
の
こ
と
。

(162) 

金
谷
︙
晋
の
石
崇
が
洛
陽
に
設
け
た
別
荘
の
こ

と
。

(163) 

驕
佚
︙
お
ご
り
高
ぶ
っ
て
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る

こ
と
。

(164) 

甕
牖
︙
貧
し
く
粗
末
な
家
の
さ
ま
。

(165) 

黒
業
︙
悪
い
行
い
の
こ
と
。



を
慙ざ

ん
ち恥
せ
ざ
ら
ん
や
。
行
者
須
く
分
に
随
い
て
之
れ
を
勤
む
る
に
曁お

よ

び
、
己

を
励
し
て
之
れ
を
行
ず
る
に
曁
ぶ
べ
き
の
み
。

問
う
て
曰
く
、
廻
心
持
念
の
最
初
の
一
声
を
以
て
往
生
の
引
業
を
決
定
し

成
熟
し
て
、
必
ず
生
死
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
行
人
、
終
焉
の
時
に

何
ぞ
如
入
禅
定

(166)の
相
も
無
く
、
雨
華
光
明
の
瑞
も
没な

き
や
。
若
し
奇
瑞
顕

現
せ
ず
ん
ば
、
何
を
以
て
か
決
定
往
生
と
知
ら
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
或
る
先
達
は
云
わ
く
、
念
仏
の
行
者
は
設
い
身
壊
命
終
の

時
に
至
り
て
狂
妄
顚
倒
す
と
雖
も
、
必
ず
応ま

当さ

に
決
定
往
生
の
巨
益
を
得
べ

し
云云
。
或
る
先
達
は
云
わ
く
、
設
い
持
名
の
行
人
な
り
と
雖
も
、
若
し
鶴
林

命
終
の
期
に
曼お
よ

ん
で
苦
受
来
迫
し
て
身
心
安
恬
な
ら
ず
ん
ば
、
決
定
即
詣
の

人
と
は
把
定
し
叵
か
る
べ
し
云云
。
今
謂
く
、
此
の
両
解
倶
に
宜
し
か
ら
ず
。

子な
ん
じ
ら等
、
早
く
往
ね
。
夫
れ
若
し
初
解
の
如
く
ん
ば
、
身
心
無
苦
・
身
心
快

楽
(167)の
義
を
忘
れ
た
る
に
似
た
る
が
故
に
太
過
の
失
に
堕
せ
り
。
若
し
次
解

の
如
く
ん
ば
、
死
病
の
二
苦
・
墜
堕
三
途
の
相
を
分
か
た
ざ
る
が
故
に
太
減

の
過
を
招
く
な
り
。
今
、
中
様
の
道
理
を
勘
判
し
て
、
以
て
学
者
の
泥
滞
を

撥
却
せ
ん
。
所
謂
る
若
し
西
方
の
行
者
等
有
り
て
、直
ち
に
尊
号
を
持
ち
て
、

(166) 

如
入
禅
定
︙
善
導
『
往
生
礼
讃
』︵
浄
全
四
・

三
六
〇
上
︶。
一
般
的
に
は
善
導
「
発
願
文
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
往
生
人
の
臨
終
の
心
構
え

が
説
か
れ
て
い
る
。

(167) 

身
心
無
苦
身
心
快
楽
︙
善
導
『
往
生
礼
讃
』︵
浄

全
四
・
三
六
〇
上
︶。



願
行
相
資
し
て
終
焉
の
時
に
至
る
ま
で
等
起

(168)変
ぜ
ず
。
得
縄

(169)断
え
ず
ん
ば
、

必
ず
感
降
有
り
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
べ
き
な
り
。

問
う
て
曰
く
、
若
し
爾
ら
ば
盍な
ん

ぞ
甚
深
楞
厳
の
三
昧

(170)に
入
る
が
如
く
な

ら
ざ
る
や
。
亦
た
焉
い
ず
く
んぞ
雨
華
音
楽
の
兆
瑞
無
き
や
。

答
え
て
曰
く
、
必
ず
有
り
。
抑
そ
も
そ
も

君
は
経
説
の
指
帰
を
知
ら
ず
し
て
、
僻

謬
の
邪
難
を
致
せ
り
。
今
、正
し
く
君
に
問
わ
ん
。
夫
れ
経
釈
の
文
に
、聖
衆
、

蓬
室
の
窓

(171)に
臨
み
、
奇
雲
、
禅
房
の
軒
に
縈め
ぐ

り
、
音
楽
、
蒼
天
の
上
に
奏
し
、

妙
華
、
松
門
の
庭
に
積
み
、
光
明
、
室
に
満
ち
、
金
台
、
趺あ
し

を
承
く
る
等
の

諸
の
奇
瑞
を
挙
ぐ
る
こ
と
、
是
れ
傍
人
の
所
見
を
説
く
と
や
為
ん
、
将
た
行

者
の
独
感
を
明
か
す
と
や
為
ん
。

時
に
問
う
者
、緘か
ん
く口
(172)し
て
而
に
言
わ
ず
。
小
子
、勝
ち
に
乗
じ
て
曰
く
、君
、

上
に
問
う
て
如
住
三
昧
の
相
は
十
に
之
れ
一
二
だ
も
無
く
、
雨
華
音
楽
の
瑞

は
百
に
之
れ
三
五
だ
も
無
し
。
若
し
爾
ら
ば
、
決
定
往
生
の
人
と
は
把
定
し

叵
し
と
曰
う
を
以
て
、
而
も
之
れ
を
推
す
れ
ば
、
方
に
経
に
之
れ
挙
ぐ
る
所

の
諸
の
兆
瑞
等
は
、
皆
な
傍
人
の
所
見
に
約
し
て
、
以
て
之
れ
を
明
か
す
こ

と
を
得
と
聞
こ
え
た
り
。
此
れ
は
是
れ
経
文
の
裏
を
見
て
、
道
理
の
左

(173)を

(168) 

等
起
︙
あ
る
心
作
用
や
行
為
に
相
応
し
、
そ
れ

に
等
し
く
生
起
す
る
業
、。

(169) 

得
縄
︙
継
続
的
行
為
の
比
喩
表
現
か
。

(170) 

甚
深
楞
厳
之
三
昧
︙
首
楞
厳
三
昧
の
こ
と
。
け

が
れ
を
摧
破
す
る
勇
猛
な
仏
の
三
昧
の
一
種
。

(171) 

蓬
室
之
窓
︙
蓬
の
生
い
茂
っ
た
窓
の
こ
と
。
転

じ
て
粗
末
な
家
を
意
味
す
る
。 

(172) 

緘
口
︙
口
を
閉
じ
て
何
も
言
わ
な
い
こ
と
。 

(173) 

道
理
之
左
︙
証
左
と
な
る
道
理
の
こ
と
。 



見
る
者
な
り
。
是
れ
盗と
う
せ
き跖
(174)が
再
び
来
れ
る
か
、
達
多

(175)が
重
ね
て
生
ぜ
る
か
。

抑
そ
も
そ
も

未い
ぶ
か審
し
。
今
、
正
し
く
秦
鑑

(176)を
取
り
て
、
以
て
君
が
迷
闇
を
照
ら
さ
ん
。

夫
れ
経
論
解
釈
等
の
中
に
往
生
の
先
兆
を
明
か
す
こ
と
は
、
正
し
く
是
れ
行

者
の
所
見
に
約
し
て
、
以
て
之
れ
を
挙
勧
し
て
余
に
は
非
ざ
る
な
り
。
若
し

爾
ら
ば
、
何
ぞ
看
病
人
・
善
知
識
等
の
諸
の
傍
人
の
所
見
の
有
無
に
就
い
て
、

以
て
行
者
の
往
生
の
得
不
を
論
ず
る
や
。
宛
も
轅な
が
え
を
北
に
し
て
楚
に
適ゆ
か

ん
と

す
る(177)

が
如
く
、
猶
お
後
に
歩
ん
で
前
に
進
ま
ん
と
す
る
に
似
た
り
。
相
い

背
け
る
こ
と
万
万
な
り
。
若
し
如
住
三
摩
地
・
雨
曼
荼
羅
華
等
の
諸
の
勝
縁

勝
境
は
、
只
だ
是
れ
行
者
の
密
証
・
内
感
に
し
て
、
余
類
の
外
見
・
通
感
に

非
ず
と
言
は
ば
、
何
ぞ
応
に
他
人
の
未
見
を
以
て
行
者
の
生
不
を
定
む
べ
き

や
。『

法
華
』
に
曰
く
「
唯
だ
独
り
自
ら
明
了
に
し
て
余
人
の
所
を
見
ず
云云
」(178)

と
。

抑
そ
も
そ
も

又
た
止た

だ
聖
衆
現
前
、
蓮
台
来
迎
の
義
の
み
に
し
て
、
行
者
の
独
見
に

約
し
て
以
て
之
れ
を
説
く
に
匪
ず
。
又
た
獄
苦
来
逼
、
火
車
相
現
等
の
事
も

皆
な
是
れ
悪
人
所
見
の
辺
を
宣
べ
て
余
に
は
非
ず
。

時
に
彼
の
人
云
く
、
此
の
事
寔ま
こ
とに
然
ら
ん
か
。
但
し
諸
の
和を

り裏
(179)・
大
漢
の

(174) 

盗
跖
︙
『
荘
子
』
や
『
韓
非
子
』
に
も
登
場
す

る
中
国
の
春
秋
時
代
の
盗
賊
の
首
領
。
中
国
の

古
代
を
代
表
す
る
盗
賊
の
頭
。 

(175) 

達
多
︙
提
婆
達
多
の
こ
と
。 

(176) 

秦
鑑
︙
秦
の
始
皇
帝
が
人
の
心
の
善
悪
や
病
気

の
有
無
を
照
ら
し
て
見
た
と
い
わ
れ
る
鏡
の
こ

と
。 

(177) 

北
轅
適
楚
︙
轅な
が
え︵
車
の
か
じ
︶
を
北
に
し
て
、
南

に
あ
る
楚
に
適ゆ

く
こ
と
で
、
言
動
と
行
動
が
相

反
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

(178)
『
妙
法
蓮
華
経
』︵
正
蔵
九
・
五
〇
上
︶。 

(179) 

和
裏
︙
日
本
の
こ
と
。 



往
生
伝
等
の
中
に
、
正
し
く
傍
人
所
見
の
霊
瑞
を
出
だ
せ
り
。
又
た
当
時

八は
っ
こ
う
し
と
く

荒
四
涜

(180)を
見
聞
す
る
に
、
現
に
傍
人
有
り
て
、
或
は
万
種
の
音
楽
を
尽

虚
空
界
に
聞
き
、
或
は
五
色
の
瑞
雲
を
西
山
の
嶺
峯
に
見
る
。
斯
の
事
奈い

か如

ん
。答

え
て
曰
く
、
此
れ
は
是
れ
別
途
感
応
に
し
て
経
論
の
意
に
あ
ら
ず
。
有

縁
の
者
は
之
れ
を
見
聞
し
、
無
縁
の
者
は
之
れ
を
知
ら
ず
。
若
し
応
に
見
て

宜
し
か
る
べ
き
の
人
の
為
に
は
之
れ
を
見
聞
せ
し
め
、
若
し
応
に
聞
て
宜
し

か
ら
ざ
る
の
類
の
為
に
は
之
れ
を
隠
密
せ
し
む
べ
し
。
見
と
不
見
と
、
聞
と

不
聞
と
、
皆
な
是
れ
冥
衆
の
善
巧
な
り
。
例
せ
ば
夫
の
双
林
涅
槃
の
時
会
の

衆(181)

の
如
し
。
学
者
怪
し
む
こ
と
勿
れ
。

問
う
て
曰
く
、
傍
人
の
見
聞
す
る
所
の
奇
雲
音
楽
と
は
、
孰た
れ

人
の
所
作
を

視
聴
す
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
此
れ
は
是
れ
欲
色
諸
天

(182)の
所
作
に
し
て
、
西
方
聖
衆
の

奏
す
る
所
の
楽
音
に
は
あ
ら
ず
。

言
い
う
こ
こ
ろ

は
、
行
者
等
応
に
争い

か
で

か
凡
身
有
漏

の
六
根
を
以
て
、
浄
刹
無
漏
の
境
界
を
見
聞
す
べ
け
ん
や
。
夫
れ
十
号
没

陀
(183)の
進
止
往
来
し
た
ま
う
と
き
は
、
則
ち
必
ず
梵
天
、
宝
蓋
を
捧
げ
て
後

(180) 

八
荒
四
涜
︙
八
荒
は
八
方
・
国
の
隅
々
、
四
涜

は
中
国
の
四
大
河
川
︵
長
江
・
黄
河
・
淮
水
・
斉
水
︶

の
意
で
、
世
の
隅
々
と
い
う
意
。 

(181) 

双
林
涅
槃
時
会
之
衆
︙
『
大
般
涅
槃
経
』「
寿
命

品
」︵
正
蔵
一
二
・
三
六
五
下
～
︶
に
説
か
れ
る
釈

迦
涅
槃
の
際
に
種
々
の
供
養
を
し
よ
う
と
次
か

ら
次
へ
と
や
っ
て
く
る
者
達
の
こ
と
。
多
く
は

釈
尊
が
こ
れ
を
断
る
が
、
純チ
ュ
ン
ダ陀
の
施
し
は
受
け

た
。縁
あ
る
者
と
縁
な
き
も
の
を
例
え
た
も
の
。 

(182) 

欲
色
諸
天
︙
欲
界
色
界
の
諸
天
。 



ろ
に
陪
し
、
帝
釈
、
玉
履
を
資と

り
て
前
に
蹲

う
ず
く
まる
。
梵
衆
、
梵
輔
は
大
梵
天
王

に
翼
従
し
、
四
天
四
部
は
釈
提
桓
因

(184)に
輔
伏
す
。
此
れ
等
の
諸
天
は
遍
身

に
常
に
奇
香
を
手
口
に
発
し
、
恒
に
妙
楽が
く

を
作
す
。
傍
人
見
聞
す
る
所
の
事

は
皆
な
是
れ
諸
天
の
所
作
な
ら
ん
。
復
た
次
に
欲
令
す
ら
く
、
設
い
傍
人
な

り
と
雖
も
、
他
力
加
被
す
る
に
依
て
界
外
無
漏
の
境
界
を
見
聞
す
る
に
何
の

不
可
か
有
ら
ん
や
云云
。 
曰
く
敢
て
之
れ
を
問
う
。
曰
く
、
傍
人
の
所
見
二
義

有
り
と
雖
も
、
行
者
の
所
感
に
於
て
は
応
当
に
二
つ
倶
に
之
れ
を
見
聞
す
べ

き
者
な
り
。
往
生
の
当
機
な
る
が
故
に
。
彼
此
界
内
な
る
が
故
に
。

問
て
曰
く
、
設
い
所
感
の
境
界
は
正
し
く
行
者
の
密
感
を
宣
べ
て
余
に
非

ず
と
雖
も
、
行
人
往
生
の
時
に
は
必
ず
当
に
心
の
憂
い
も
悉
く
除
き
、
身
の

苦
も
皆
な
去
り
て
、
身
心
倶
に
恬て
ん
ぱ
く怕
(185)に
し
て
往
生
を
得
べ
し
。
然
る
に
今

諸
方
を
見
聞
す
る
に
、
設
い
名
号
の
持
者
と
雖
も
偃え
ん
が臥
(186)定
ら
ず
、
手
に
虚

空
を
把と

り
、
舌
其
の
唇
を
舐ね
ぶ

り
、
遍
身
に
汗
を
流
す
。
然
る
に
『
守
護
経

(187)』

に
依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
此
れ
は
是
れ
堕
在
三
途
の
悪
相
な
り
。
若
し
爾

ら
ば
、
焉
ぞ
「
必
生
彼
国
の
人
」
と
治
定

(188)せ
ん
や
。

答
て
曰
く
、
大
聖
世
尊
を
除
き
て
以
外
は
、
皆
な
疾
病
苦
及
以
び
断
末
摩

(183) 

十
号
没
陀
︙
仏
の
十
号
、
没
陀
はB

uddha

の
音

写
。 

(184) 

釈
提
桓
因
︙
音
写
語
。
帝
釈
天
の
異
名
。 

(185) 

恬
怕
︙
静
か
に
安
ら
い
で
い
る
さ
ま
。 

(186) 

偃
臥
︙
う
つ
伏
し
て
心
地
よ
く
寝
る
こ
と
。 

(187) 

般
若
訳
『
守
護
國
界
主
陀
羅
尼
経
』
巻
一
〇
︵
正

蔵
一
九
・
五
七
四
上
～
中
︶。
本
経
で
は
釈
尊
が
阿

闍
世
王
に
対
し
て
、
地
獄
に
堕
す
と
き
の
臨
終

の
相
と
し
て
一
五
種
、
餓
鬼
に
生
ず
る
と
き
の

臨
終
の
相
と
し
て
八
種
、
畜
生
に
生
ず
る
と
き

の
臨
終
の
相
と
し
て
五
種
を
説
い
て
い
る
。 

(188) 

治
定
︙
決
定
す
る
こ
と
。 



水
等

(189)の
重
苦
有
り
。
何
に
況
ん
や
底て
い
ご
く
し
げ

極
厮
下

(190)の
凡
夫
、
臨
終
の
時
、
豈
に

此
の
二
苦
無
か
ら
ん
や
。
若
し
此
の
二
苦
を
受
く
る
者
は
偃
臥
定
ま
ら
ず
、

白
汗(191)

流
れ
出
て
、
愁
歎
の
苦
声(192)

、
室
に
満
て
ん
も
の
か
。
然
り
と
雖
も
往

生
の
定
業
を
最
初
の
一
念
に
定
め
、
得
縄
・
等
起(193)

を
末
後
の
意
心
に
改
め

ざ
る
の
行
者
に
於
て
は
、
決
定
し
て
当
に
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
べ

し
。
若
し
往
生
を
得
れ
ば
、
三
途
の
苦
相
、
豈
に
現
前
す
べ
け
ん
や
。
之
れ

に
依
り
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
念
仏
行
者
の
終
焉
の
苦
悩
は
只
だ
是
れ
死
病
二

苦
に
し
て
獄
苦
来
逼
に
は
非
ざ
る
の
み
。

問
て
曰
く
、
古
今
の
明
哲
、
皆
な
曰
く
「
誰
か
曰
う
、
念
仏
の
行
者
は
定

ん
で
死
病
の
二
苦
無
し
」
と
。
設
い
定
生
の
人
と
雖
も
必
ず
此
の
二
苦
に
依

り
て
身
壊
命
終
す
る
な
り
。
但
し
若
し
正
し
く
命
終
の
期
に
近
づ
か
ば
、
二

苦
倶
に
去
り
て
身
心
同
じ
く
安
か
ら
ん
か
。
若
し
苦
と
倶
に
終
ら
ば
、
尤
も

之
れ
を
怪
し
む
べ
き
も
の
を
や
、
如
何
。

答
う
、
此
の
問
、
非
な
り
。
夫
れ
人
の
命
終
に
就
い
て
頓
・
漸
の
二
相
有

り
。
若
し
頓
の
命
終
の
人
な
ら
ば
、
苦
と
声
と
倶
に
終
ら
ん
に
何
の
相
違
か

有
ら
ん
や
。

(189) 

断
末
摩
水
等
︙
「
末
摩
」
はm

arm
an

の
音
写
で
、

身
中
の
部
位
の
中
、
こ
こ
を
損
傷
す
る
と
死
ぬ

と
さ
れ
、
臨
終
の
苦
し
み
を
形
容
し
、「
水
等
」

は
水
火
風
の
三
大
の
こ
と
。 

(190) 

底
極
厮
下
︙
劣
悪
な
境
遇
の
こ
と
。 

(191) 

白
汗
︙
失
訳
『
五
王
経
』
に
は
人
が
死
ぬ
時
に

白
汗
を
流
す
と
あ
り
、『
守
護
國
界
主
陀
羅
尼
経
』

に
は
畜
生
に
生
ず
る
と
き
の
五
種
の
臨
終
の
相

の
一
つ
と
し
て
「
遍
体
流
汗
」
と
あ
る
。 

(192) 

愁
歎
苦
声
︙
歎
き
苦
し
む
声
の
こ
と
。 

(193) 

注
（168）
・

（169）
参
考
。 



問
て
曰
く
、
往
生
の
人
は
必
ず
聖
迎
を
感
ず
る
こ
と
大
・
中
・
小
の
三
典

の
文
、
分
明
な
り
。『
経
』　

に
来
迎
の
勝
用
を
説
き
て
云
く
「
慈
悲
加
祐
令

心
不
乱

(194)」
と
。
又
た
説
か
く
「
以
見
我
故
離
諸
障
礙

(195)」
と
。
若
し
爾
ら
ば
、

豈
に
正
念
に
住
し
て
身
心
安
泰
な
ら
ざ
ら
ん
や
。

答
て
曰
く
、
此
の
事
、
已
に
上
に
之
れ
を
明
か
せ
り
。
何
ぞ
重
ね
て
之

れ
を
問
う
や
。『
経
』
は
行
者
の
内
心
を
宣
べ
、
苦
は
病
人
の
外
相
を
明
か

す
。
正
念
と
苦
相
と
其
の
義
、
霄
し
ょ
う
じ
ょ
う
け
ん
か
く

壌
懸
隔

(196)な
り
。
雷
同
す
べ
か
ら
ず
。
康

存
の
日

(197)も
、
苦
と
正
念
と
其
の
相
、
大
い
に
各
別
な
り
。
学
者
自
ら
知
れ
。

設
い
又
た
苦
念
と
倶
に
終
る
と
も
、
等
起
変
ぜ
ず
ん
ば
定
ん
で
往
生
を
得
べ

し
。
是
れ
則
ち
往
生
は
行
業
に
依
り
て
苦
念
に
は
由
ら
ざ
る
所
以
に
由
り
て

な
り
。

問
て
曰
く
、
比
日
、
多
く
見
る
に
、
六
識
分
明
の
人
、
終
日
に
及
び
て
念

仏
せ
ず
し
て
、
或
い
は
二
時
三
時
を
経
て
、
或
い
は
一
日
一
夜
を
隔
つ
る
有

り
。
此
れ
は
是
れ
何
に
由
り
て
か
爾
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
設
い
意
念
正
し
く
存
す
と
雖
も
風
大
早
く
去
る
に
依
り
て

爾
る
か
。

(194) 

玄
奘
訳
『
称
讃
浄
土
経
』︵
浄
全
一
・
一
八
八
上
︶。 

(195) 

曇
無
讖
訳
『
悲
華
経
』︵
正
蔵
三
・
一
八
四
中
︶。 

(196) 

霄
壌
懸
隔
︙
天
と
地
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
こ

と
。 

(197) 

康
存
之
日
︙
存
命
中
の
日
々
。 



問
て
曰
く
、
豈
に
性
相
に
云
わ
ざ
る
や
。
悪
人
は
風
大
、
先
ず
去
る
故
に

大
苦
有
り
。
善
人
は
地
水
、
先
ず
去
る
が
故
に
苦
患
無
し
。
持
名
の
人
、
豈

に
善
人
に
非
ず
や
。
若
し
爾
ら
ば
、
所
答
、
文
理
を
失
せ
り
、
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
性
相
は
自
ら
是
れ
一
途
に
し
て
一
切
に
は
関
る
べ
か
ら

ず
。
矧い
わ

ん
や
又
た
念
仏
の
行
者
は
、多
く
は
是
れ
下
輩
下
行
下
根
の
人
な
り
。

風
大
、
先
ず
去
ら
ん
に
何
の
不
可
か
有
ら
ん
や
。
抑
そ
も
そ
も
五
眼
・
六
神
通
・
十

力
・
四
無
畏
・
大
悲
三
念
住
・
十
八
不
共
法
等
は
是
れ
大
聖
所
具
の
別
徳
な

り
。
若
し
五
眼
の
中
の
天
眼
、
六
通
の
中
の
天
眼
通
、
及
以
び
十
力
の
中
の

第
九
の
死
生
智
力
等
を
具
せ
ず
ん
ば
、
争
か
衆
生
の
此
の
死
生
、
彼
の
相
を

知
ら
ん
や
。
然
る
に
今
、
凡
情
の
邪
念
に
住
し
て
、
忝
け
な
く
も
得
縄
不
断

の
行
者
、
往
生
得
不
の
相
を
評
判
す
る
こ
と
、
尤
も
応
ぜ
ざ
る
所
な
り
。
応

に
早
く
自
由
の
邪
判
を
翻
じ
て
以
て
、
応
法
の
正
信
を
生
ず
べ
き
者
な
り
。

大お
お
む
ね都

、
諸
方
の
学
者
の
談
話
を
見
聞
す
る
に
、
康
存
廻
心
の
人
に
於
て
、
或

い
は
往
生
を
臨
終
の
微
苦
に
判
じ
、
或
い
は
出
離
を
鶴
林
の
外
瑞
に
定
め
、

又
た
即
詣
を
身
壊
の
十
念
に
取
り
、
又
た
定
生
を
最
後
の
端
坐
に
知
る
。
是

の
如
き
の
解
を
生
ず
る
の
人
は
、
是
れ
年
長
な
り
と
雖
も
学
少
な
し
。
是
れ



学
久
し
と
雖
も
解
短
か
き
庸
輩
な
り
。
夫
れ
康
存
所
唱
の
称
名
と
終
焉
持
誦

の
念
仏
と
は
、
其
の
所
行
の
体
斉
し
く
し
て
無
二
な
り
。
若
し
鶴
林
称
名
は

決
定
往
生
の
正
因
な
ら
ば
、
平
常
の
念
仏
も
亦
た
定
得
即
詣
の
直
業
な
ら

ん
。
若
し
平
生
の
念
仏
不
定
な
ら
ば
、
没
期
の
持
念
も
亦
た
出
離
未
定
な
ら

ん
。
若
し
爾
ら
ば
、
同
一
の
称
名
に
於
て
平
生
の
持
念
を
以
て
、
以
て
不
定

と
為
し
、
末
後
の
称
名
を
以
て
、
以
て
治
定
と
為
す
る
の
辺
見
を
起
こ
す
こ

と
勿
れ
。

按
ず
る
に
平
生
不
定
・
臨
終
決
定
と
は
、
此
れ
は
是
れ
庸
輩
の
浮
詞
に
し

て
、
全
く
釈
典
の
明
文
に
関
か
ら
ず
。
慮
い
を
静
め
て
深
玄
を
案
ぜ
ば
、
定

ん
で
教
意
を
知
ら
ん
か
。

祖
師
上
人
曰
く

(198)、

平
生
の
念
仏
、
臨
終
の
念
仏
、
全
く
同
じ
に
し
て
異
な
り
無
し
。
設
い

平
生
念
仏
の
想
い
を
作
す
と
雖
も
頓
か
に
死
す
れ
ば
、
即
ち
是
れ
臨
終

の
念
仏
な
り
。
設
い
臨
終
称
名
の
思
い
を
作
す
と
雖
も
、
命
延
ぶ
れ
ば

即
ち
平
生
の
持
念
と
為
る
な
り
已
上
『
要

義
鈔
』 

 

。

所
判
分
明
な
り
。
行
者
、
平
生
念
仏
は
是
れ
不
定
往
生
、
終
焉
称
名
は
乃
ち

(198) 

法
然
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』︵
昭
法
全
六
八
六
頁
︶。

た
だ
し
文
言
が
異
な
る
。 



決
定
即
詣
と
謂
う
こ
と
莫
れ
。

彼
の
人
反
難
し
て
曰
く
、
我
も
凡
夫
に
し
て
十
力
を
具
せ
ず
。
君
も
異
生

に
し
て
死
生
智
無
し
。
若
し
爾
ら
ば
、
何
ぞ
人
を
沮お
ど

し
て
我
を
存
せ
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
我
れ
は
或
い
は
聖
教
量
に
依
り
て
語
を
為
し
、
或
い
は
大

道
理
に
依
り
て
判
を
為
す
。
其
の
道
理
と
言
わ
ば
、
等
起
不
変
・
得
縄
不
断

の
大
道
理
な
り
。
其
の
聖
教
量
と
言
う
は
、「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
の
聖

教
量
な
り
。

彼
の
人
云
く
、
我
れ
も
亦
た
二
義
に
依
り
て
、
以
て
義
を
立
せ
ん
と
な
り
。

小
子
尋
ね
て
曰
く
、
今
正
し
く
之
れ
を
見
聞
せ
ん
。
彼
の
人
面
に
陸
梁(199)

の
気
の
み
有
り
て
、
語
に
一
の
文
理
無
し
。
夫
れ
所
詮
、
従
上
の
義
に
成
立

す
る
人
は
、
最
初
の
廻
心
の
一
念
の
妙
業
を
褊さ
み

し
、
妄
り
に
臨
終
仰
頼
の
一

文
の
み
を
執
し
、
等
起
得
縄
の
性
相
に
迷
い
て
、
当
代
所
修
の
念
仏
の
み
を

知
る
。
此
れ
等
の
人
は
皆
な
、
大
乗
修
妬
路

(200)の
達
士
に
も
非
ず
。
亦
た
小

大
性
相
の
学
者
に
も
非
ず
。
更
に
名
づ
く
る
所
無
か
ら
ん
。
唯
だ
雀
を
捕
る

に
目
を
掩お
お

い
、
鈴
を
盗
む
に
耳
を
掩
う
。
庸
愚
な
り
。
若
し
爾
の
如
く
云
わ

ば
、
後
念
の
徳
を
の
み
賞
し
て
、
前
念
の
功
を
忘
れ
た
る
者
な
り
。
若
し
爾

(199) 

陸
梁
︙
勝
手
気
ま
ま
に
あ
ば
れ
ま
わ
る
こ
と
。 

(200) 

修
妬
路
︙
ス
ー
ト
ラ
の
音
写
。 



ら
ば
百
二
十
年
中
の
日
日
時
時
の
所
作
皆
な
徒
ら
に
施
し
、
更
に
得
る
所
無

け
ん
。
黒
谷
上
人
、
空
阿
大
徳

(201)に
書
き
与
え
た
ま
え
る
法
語
に
云
く

(202)、

正
念
の
時
、
称
名
の
功
を
積
め
れ
ば
、
設
い
臨
終
に
称
名
念
仏
せ
ず
と

雖
も
、
決
定
往
生
す
る
の
由ゆ
え

、『
群
疑
論
』
に
見
え
た
り

此
れ
は
是
れ
、
予
め
終
焉
の
時
に
及
ん
で
念
仏
せ
ざ
る
者
は
、
往
生
を
得

ず
と
い
う
の
邪
執
を
折く
じ

く
の
み
正
平
九
年
十
二
月
六
日
、
天
王
寺
瓦
堂
に
於
て
、
予
正
し
く
上
人
御
自
筆

の
書
を
得
て
、
随
喜
渇
仰
極
ま
り
無
し
。
所
以
に
後
進
の
為
に
之
れ
を
此

こ
に
続
く
。
学
者
、

思
察
せ
よ
思
察
せ
よ
。

大
凡
そ
如
来
本
願
の
意
を
案
ず
る
に
、
初
念
後
念
倶
に
之
れ
を
摂
し
、
有

苦
無
苦
同
じ
く
之
れ
を
迎
う
。
若
し
爾
ら
ば
行
者
等
、
最
初
引
業
の
決
心
を

堅
め
、
得
縄
不
断
の
性
相
を
信
じ
て
以
て
多
載
の
漆し
っ
つ
う桶
(203)を
破
り
、
累
年
の

痴
迷
を
散
ぜ
よ
と
。
執
者
、
之
れ
を
聞
き
て
服ふ
く
よ
う膺
(204)し
て
去
り
ぬ
。
曰
く(205)

、

敢
え
て
之
れ
を
問
う
。

曰
く
、
父
師
光
公
和
尚

(206)、
一
類
の
執
者
の
病
苦
と
死
苦
と
及
以
び
獄

苦
の
来
逼
す
る
こ
と
を
分
か
た
ず
し
て
、
直
爾
に
狂
妄
往
生
の
義
を
建

立
す
る
こ
と
を
挫
か
ん
が
為
に
、
且
く
別
意
を
以
て
是
の
如
く
の
説
を

作
す
。
其
の
実
は
全
く
病
死
二
苦
と
倶
に
終
ら
ん
人
、
定
ん
で
往
生
を

(201)  

空
阿
大
徳
︙
空
阿
は
蓮
華
谷
明
遍
と
空
阿
弥
陀

仏
の
二
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
法
語

を
書
き
与
え
た
」
と
あ
る
た
め
、
空
阿
弥
陀
仏

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(202) 

出
典
不
明
。 

(203)  

漆
桶
︙
無
明
、
ま
た
は
妄
想
や
執
着
の
こ
と
。

(204) 

服
膺
︙
常
に
心
に
と
ど
め
て
忘
れ
な
い
こ
と
。 

(205) 

出
典
不
明
。 

(206)  

父
子
光
公
和
尚
︙
聖
光
の
こ
と
。



得
る
こ
と
を
遮
せ
ず
。

此
れ
は
是
れ
文
外
の
口
授
な
り
。
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
来
学
せ
よ
。
抑
そ
も
そ
も
倭

漢
九
師

(207)の
霊
誥
を
蒙
り
て
、
従
上
一
科
の
法
門
を
立
て
て
以
て
、
中
華
辺

夷
の
学
者
に
示
す
。
無
縄
自
縛
の
執
者
は
未
だ
曽
て
服
膺
せ
ず
。
過
而
能
攻

の
智
人
は
舌
を
鳴
ら
し
て
感
歎
す
。
篇
成
り
て
世
に
行
う
こ
と
已
に
両
三
祀

な
り
。

或
る
時
、
祖
師
然
公
和
尚
の
遺
典
を
得
て
以
て
始
め
て
諸
聖
の
霊
誥
の
上

人
の
定
判
に
符
契
せ
る
こ
と
を
知
れ
り
。
如
何
が
符
合
す
る
。
曰
く

(208)、

或
る
人
問
う
て
曰
く
、
我
れ
常
に
終
焉
安
楽
・
少
病
少
悩
・
起
居
軽
利
・

正
念
現
前
の
事
を
祈
念
す
。
此
の
義
如
何
と
。

上
人
答
え
て
曰
く
、
設
い
祈
願
成
就
し
て
鶴
林
に
風
瘂
無
し
と
雖
も
、

一
切
の
衆
生
等
は
未
だ
必
ず
し
も
大
聖
世
尊
に
も
あ
ら
ず
、
三
界
の
特

尊
に
も
非
ざ
る
が
故
に
、
必
ず
断
末
摩
の
大
苦
悩
を
受
く
。
其
の
苦
悩

の
体
、
為
す
る
こ
と
百
千
の
剣
矛
の
骨
を
砕
く
に
も
過
ぎ
、
無
量
の
毒

箭
の
体
に
入
る
に
も
起こ

え
た
り
。
眼
目
有
り
と
雖
も
色
を
見
る
こ
と
能

わ
ず
。
舌
根
有
り
と
雖
も
言
語
も
及
ば
ず
。
麤
く
出
て
、
喉
舌
乾
き
燋

(207)  

倭
漢
九
師
︙
浄
土
五
祖
と
法
然
・
聖
光
・
良
忠
・

良
暁
を
指
す
か
。

(208)  

出
典
不
明



が
れ
て
、
水
を
下
す
こ
と
能
わ
ず
。
筋
脈
断
絶
し
て
刀
風
形
を
解
き
、

支
節
舒じ
ょ
か
ん緩
し
機
関
止
廃
し
て
動
転
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
挙
体
酸さ
ん
つ
う痛
す
。

是
の
如
き
の
大
苦
受
説
き
尽
く
す
べ
か
ら
ず
。
八
苦
の
中
に
於
て
自
余

の
七
苦
は
設
い
遁
れ
免
れ
る
こ
と
有
り
と
雖
も
、
断
末
摩
の
一
苦
に
至

り
て
は
更
に
免
脱
す
る
こ
と
無
し
。
所
以
に
設
い
穢
土
を
厭
い
て
浄
土

を
欣
い
、
別
願
を
信
じ
て
名
号
を
唱
う
る
行
者
な
り
と
雖
も
、
必
ず
応

に
此
の
苦
患
に
値
う
べ
し
。
設
い
大
苦
忍
び
難
き
が
故
に
悶
絶
し
て
呼

吸
永
く
通
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
弥
陀
覚
王
の
護
念
救
済
に
依
り
て
必
ず
正
念

に
住
し
て
浄
土
に
往
生
す
べ
し
。
夫
れ
魂
識
、
冥
界
に
去
る
こ
と
は
疾

き
こ
と
糸
髪
を
斬
る
の
頃あ
い
だ
に
過
ぎ
た
り
。
凡
夫
の
外
見
、
其
の
相
を
定

め
難
し
。
唯
だ
如
来
と
行
者
と
の
み
乃
ち
能
く
之
れ
を
知
る
の
み
。

加し
か
の
み
な
ら
ず
以
、
終
焉
の
時
に
は
三
種
の
愛
心
発
現
す
。
四
種
の
魔
障
競
い
来

り
て
行
者
を
し
て
正
念
を
失
せ
し
む
。
此
れ
等
の
諸
障
、
唯
だ
善
知
識

の
力ち
か
ら

の
み
に
し
て
之
れ
を
撥
却
し
叵
き
が
故
に
、
阿
弥
陀
如
来
本
願
を

捨
て
ず
し
て
衆
と
与と
も

に
来
現
し
て
能
く
諸
障
を
調
伏
し
て
西
方
に
引
導

し
た
ま
え
り
。
憑
む
べ
き
は
「
以
見
我
故
離
諸
障
礙
即
便
捨
身
来
生
我



界
(209)」

の
金
言
な
り
。
仰
ぐ
べ
き
は
「
仏
恐
四
魔

(210)」「
仏
陀
迎
来
諸
邪
業

繫
無
能
礙
者

(211)」の
高
判
な
り
。
已
上
。
和
を
以

て
漢
と
為
す
。

夫
れ
今
此
の
縑
け
ん
し
ょ
う緗
(212)を
見
る
に
随
喜
の
涙
、
下
る
こ
と
是
れ
数
行
、
亦
た

渇
仰
の
志
、
動
く
こ
と
乃
ち
且し
ゃ
せ
ん千
(213)な
り
。
寔
に
是
れ
即
詣
の
券
契

(214)、
亦
た

是
れ
直
往
の
印
信

(215)な
り
。
謹
ん
で
静
か
に
書
意
を
按
ず
る
に
、
既
に
死
苦

と
与と
も

に
し
て
悶
絶
命
終
す
と
曰
う
。
豈
に
命
終
以
前
に
死
苦
止
息
す
る
こ
と

有
ら
ん
や
。
又
た
「
仏
と
行
者
と
の
み
乃
ち
能
く
之
れ
を
知
る
の
み
」
と
曰

う
。
寧
ろ
外
人
の
知
る
所
な
ら
ん
や
。
此
の
両
条
は
行
人
の
心
鏡
、
長
夜
の

巨
灯
な
り
。
仰
ぐ
べ
し
、
頼
む
べ
し
。

然
る
に
世
人
皆
な
終
者
の
相
貌
を
見
て
往
生
の
得
不
を
断
ず
る
の
み
。
学

者
未
だ
仏
に
あ
ら
ず
。
若
し
仏
に
非
ず
ん
ば
全
く
十
力
・
五
眼
・
六
神
通
等

を
得
べ
か
ら
ず
。
若
し
死
生
智
力
・
天
眼
智
通
無
く
ん
ば
ん
ぞ
衆
生
の
此
死

生
彼
の
相
を
知
見
せ
ん
。
若
し
之
れ
を
以
て
之
れ
を
語い

え
ば
、
世
人
の
評
判

は
正
し
く
是
れ
衆
盲
の
象
体
を
弁
じ
、
諸
瞽
の
乳
色
を
陳
ぶ
る
の
謂
い
な

り
。
然
れ
ば
則
ち
是
れ
無
利
語
、
是
れ
無
益
語
、
是
れ
無
義
語
、
是
れ
無
記

語
な
る
の
み
。
慎
し
む
べ
し
、
慎
し
む
べ
し
。

(209)   『
悲
華
経
』︵
正
蔵
三
・
一
八
四
中
︶。

(210) 

善
導
『
法
事
讃
』︵
浄
全
四
・
二
下
︶。 

(211) 

善
導
『
観
経
疏
』︵
浄
全
二
・
四
九
上
︶。 

(212) 

縑
緗
︙
書
物
の
こ
と
。 

(213) 

且
千
︙
甚
だ
多
い
さ
ま
。 

(214) 

券
契
︙
証
文
の
こ
と
。 

(215) 

印
信
︙
印
可
証
明
の
こ
と
。 



請
い
問
う
。
曰
く
、
従
上
所
引
の
上
人
の
法
語
は
、
人
皆
な
之
れ
を
知
れ

り
。
汝
胡
ぞ
見
ざ
る
や
。
啻
だ
小
子
独
り
之
れ
を
得
た
る
の
み
に
匪
ず
。
亦

た
知
恩
院
の
別
当
法
印
大
和
尚
位
舜し
ゅ
ん
じ
ょ
う昌
(216)、
之
を
得
て
祖
師
行
状
画
図
の

詞
と
為
り
。

問
う
て
曰
く
、
上
人
の
法
語
を
得
て
以
て
所
立
の
義
を
潤
色

(217)
す
る
の

丹た
ん
せ
い青
(218)と
為
さ
ば
、
吾
れ
も
又
た
上
人
の
遺
典
を
得
た
り
。
之
れ
を
挙
出
し

て
以
て
君
が
立
義
を
挫
折
せ
ん
。
所
謂
る
吾
が
祖
上
人
の
書
す
る
所
の
『
浄

土
宗
略
鈔
』
に
云
く

(219)、

夫
れ
真ま
め
や
か実

に
往
生
西
方
の
志
有
る
の
人
、
深
く
阿
弥
陀
如
来
の
本
誓
を

憑た
の

み
て
穢
土
を
厭
う
て
名
号
を
唱
え
ば
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
全
く
悪

相
を
現
ず
べ
か
ら
ず
。
其
の
上
如
来
来
迎
し
た
ま
う
。
正
し
く
是
れ
行

者
を
し
て
正
念
に
住
せ
し
め
ん
が
為
な
り
。
人
皆
な
此
の
意
を
会
せ
ず

し
て
妄
り
に
計
し
て
曰
く
、
行
者
自
ら
正
念
に
安
住
し
て
尊
号
を
唱
念

す
る
の
時
、
弥
陀
覚
王
始
め
て
降
臨
影
現
し
た
ま
う
べ
き
云云
と
。

　

此
の
如
き
の
人
は
、
弥
陀
如
来
の
別
意
弘
願
の
大
利
を
信
ぜ
ず
し

て
、
牟
尼
薄
伽
の
三
部
洪
典
の
明
文
に
致
背
す
る
庸
愚

(220)の
邪
類
な
り
。

(216) 

舜
昌
︙
一
二
五
五
︱
一
三
三
五
。
知
恩
院
第
九

世
。
後
伏
見
上
皇
の
命
に
よ
り
『
法
然
上
人
行

状
絵
図
』
四
十
八
巻
を
十
余
年
か
け
て
完
成
さ

せ
、
そ
の
功
に
よ
り
知
恩
院
別
当
と
な
る
。 

(217) 

潤
色
︙
文
に
彩
り
を
加
え
る
こ
と
。 

(218) 

丹
青
︙
は
っ
き
り
と
し
て
疑
う
余
地
の
無
い
こ

と
。 

(219) 

法
然
『
浄
土
宗
略
鈔
』︵
昭
法
全
五
九
六
︱

五
九
七
︶。
但
し
文
言
が
異
な
る
。 

(220) 

庸
愚
︙
平
凡
で
愚
か
な
人
の
こ
と
。 



所
以
は
何い
か

ん
。
夫
れ
行
者
の
平
日
念
仏
の
功
力
に
応
じ
て
弥
陀
聖
衆
必

ず
来
迎
し
た
ま
う
者
な
り
。
九
品
の
教
主
を
拝
し
、
恒
沙
の
聖
衆
を
見

た
て
ま
つ
る
の
時
、
即
ち
心
顚
倒
せ
ず
正
念
に
安
住
す
。
所
以
に
『
称

讃
浄
土
経
』
に
は
慈
悲
加
祐
令
心
不
乱
と
説
き
た
ま
え
り
。
乃至 

「
凡
そ

本
自
り
浄
土
を
欣
求
し
名
号
を
称
念
す
る
の
人
は
、
未
だ
必
ず
し
も
臨

終
善
悪
の
沙
汰
有
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
若
し
聖
衆
の
来
迎
一
定
な

ら
ば
、
臨
終
の
正
念
も
決
定
な
る
べ
し
。
一
切
の
西
方
の
行
者
等
、
深

く
此
の
心
に
住
し
て
、
猶
予
を
懐
く
こ
と
勿
れ
。」
云云

此
の
語
処
処
に
散
ぜ
り
。
縷
説
す
る
に
遑い
と
ま

あ
ら
ず
。
矧
ん
や
亦
た
君
が
引

証
す
る
所
の
法
語
の
中
に
、「
正
し
く
如
来
護
持
の
力
に
依
り
て
安
住
正
念

の
益
を
得

(221)」
と
宣
べ
た
り
云云
。 

之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
君
が
所
立
の

苦
切
狂
妄
決
定
往
生
の
義
、
更
に
成
立
せ
ざ
る
者
な
り
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
於あ
あ

、
子な
ん
じ
何
ぞ
拙
き
や
。
於あ
あ

、
子な
ん
じ
何
ぞ
拙
き
や
。
而な
ん
じ
若
し

師
曠

(222)が
聡
耳
を
擡も
た

げ
て
以
て
此
の
説
を
聞
き
、
顔が
ん
え
ん淵
(223)が
び
ん
し
ん心

を
借
り
て
以

て
此
の
義
を
領
し
、
離り
ろ
う婁
(224)が

明
眼
を
開
き
て
以
て
此
の
論
を
看
れ
ば
、
茲

の
如
き
の
左
道

(225)の
繆
び
ゅ
う
な
ん難
を
致
さ
ず
。
吾
れ
豈
に
上
来
往
往
に
云
わ
ざ
る
や
。

(221) 

法
然
『
浄
土
宗
略
鈔
』
の
一
節
と
思
わ
れ
る
が
、

該
当
箇
所
不
明
。 

(222) 

師
曠
︙
中
国
春
秋
時
代
の
晋
の
平
公
に
仕
え
た

楽
人
で
琴
の
名
手
。
盲
目
で
あ
っ
た
が
非
常
に

優
れ
た
耳
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

(223) 

顔
淵
︙
孔
子
の
弟
子
。
中
国
春
秋
時
代
の
魯
の

人
。
一
を
十
を
知
る
人
の
聰
明
な
人
物
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。 

(224)  

離
婁
︙
中
国
の
伝
説
上
の
人
物
。
黄
帝
時
代
の

人
と
さ
れ
、
視
力
が
す
ぐ
れ
、
百
歩
離
れ
た
所

か
ら
で
も
毛
の
先
が
よ
く
見
え
た
と
い
う
。
離

朱
と
も
い
う
。 

(225) 

左
道
︙
正
し
く
な
い
道
。
邪
道
。 



苦
受
逼
迫
は
是
れ
終
者
の
外
相
、
正
念
現
前
は
廼
ち
行
人
の
内
心
な
り
と
。

若
し
爾
ら
ば
而な
ん
じ
が
引
き
備
う
る
所
の
文
証
は
、
正
し
く
是
れ
小
子
所
立
の
行

者
、
命
終
の
内
心
正
念
の
義
を
潤
色
す
る
の
み
。
然
る
に
今
、
此
の
文
を
出

し
て
以
て
論
主
の
立
義
を
沮は
ば

ま
ん
と
欲
す
る
こ
と
、
譬
え
ば
天
を
以
て
地
と

為
し
、
夏
を
以
て
冬
と
為
る
が
如
し
。
学
者
自
量
せ
よ
、
学
者
自
量
せ
よ
。

抑
そ
も
そ
も

当
章
の
起
り
は
、
元
是
れ
世
人
等
、
死
生
智
力
・
天
眼
智
通
無
く
し

て
病
人
終
焉
の
外
相
を
見
て
、
以
て
其
の
往
生
の
得
不
を
勘
判
す
る
こ
と
を

折く
じ

か
ん
が
為
な
り
。
卓
抜
高
識
の
智
人
、
此
の
玄
妙
を
会
得
し
て
茲
の
論
文

を
学
知
せ
よ
。
若
し
読
み
得
て
透
徹
せ
ば
、
自
ら
無
窮
の
滋
味
有
ら
ん
か
。

若
し
愚ぐ
ど
ん芚
の
彙
い
に
有
り
て
古
執
を
堅
せ
ば
此
れ
は
是
れ
十
万
八
千
の
み
。

問
う
て
曰
く
、
夫
れ
「
現
其
人
前

(226)」
は
是
れ
慈
父
弥
陀
氏
の
本
誓
な
り
。

「
離
諸
障
礙

(227)」
は
乃
ち
悲
母
能
仁
氏
の
誠
言
な
り
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を
観

れ
ば
、
決
定
往
生
の
人
の
身
壊
命
終
の
時
は
全
く
苦
受
逼
迫
有
る
べ
か
ら
ざ

ら
ん
や
。
若
し
爾
ら
ば
所
立
の
趣
、
何
如
。

答
え
て
曰
く
、
欣
求
西
方
の
行
者
未
だ
必
ず
し
も
大
聖
世
尊
に
も
あ
ら

ず
。
豈
に
断
末
摩
の
大
苦
無
き
こ
と
を
得
ん
や
。
但
し
「
以
見
我
故
離
諸
障

(226) 『
無
量
寿
経
』︵
浄
全
一
・
七
～
八
頁
︶。 

(227)  『
悲
華
経
』︵
正
蔵
三
・
一
八
四
中
︶。  



礙
(228)」

の
文
に
至
り
て
は
、
夫
れ
に
憂
苦
二
受
と
留
難
障
礙
と
其
の
相
、
已
に

各
別
な
り
。
焉
い
ず
く
んぞ
彼
を
引
き
て
之
れ
を
折く
じ

か
ん
や
。
如
何
が
各
別
な
る
。
謂

く
憂
苦
は
是
れ
病
死
二
苦
な
り
。
障
礙
乃
ち
四
魔
三
愛
等
な
り
。
学
者
混
淆

す
る
こ
と
莫
れ
。
又
た
、
設
い
二
苦
を
以
て
諸
障
礙
に
摂
し
て
以
て
、
其
の

義
を
詳
判
す
と
雖
も
何
の
違
越
か
有
ら
ん
。

問
う
て
曰
く
、
其
の
義
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
行
者
の
見
仏
に
早
晩
有
る
に
由
り
て
爾
な
り
。

問
う
て
曰
く
、
何
な
る
が
是
れ
、
見
仏
聖
衆
の
遅
疾
に
依
り
て
有
障
無
障

の
不
同
有
る
の
義
な
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
将
命
終
の
位
に
至
り
て
即
ち
其
の
二
有
り
。
一
に
は
明
了

位
、
二
に
は
自
体
愛
位
。
初
め
の
明
了
位
に
亦
た
其
の
二
有
り
。
初
め
に
は

六
識
、
倶
に
現
前
す
。
次
に
唯
だ
意
識
に
し
て
境
を
縁
ず
。
初
め
の
六
識
、

明
了
の
位
に
於
て
、
三
尊
の
来
迎
を
拝
し
、
九
品
聖
衆
を
覩
た
て
ま
つ
る
の

人
は
、
此
の
位
中
に
於
て
「
以
見
我
故
離
諸
障
礙
」
の
巨
益
を
蒙
る
な
り
。

夫
の
懐
玉
禅
師

(229)十
指
を
合
わ
せ
、
道
生
法
師

(230)四
句
を
頌
せ
し
が
如
き
は
是

れ
其
の
類
な
ら
ん
。
此
れ
等
の
人
は
二
苦
微
薄
に
し
て
四
魔
、
跡
を
削
り
、

(228)  『
悲
華
経
』︵
正
蔵
三
・
一
八
四
中
︶。 

(229) 

懐
玉
禅
師
︙
中
国
唐
代
の
僧
。『
宋
高
僧
伝
』
に

よ
れ
ば
一
日
に
五
万
遍
弥
陀
を
念
じ
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
は
『
阿
弥
陀
経
』
を
三
十
万
巻
読
誦

し
て
お
り
、
阿
弥
陀
三
尊
を
見
仏
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。 

(230) 

道
生
法
師
︙
三
五
五
︱
四
三
四
。
中
国
南
北
朝

時
代
の
僧
。
初
め
は
廬
山
の
慧
遠
、
後
に
鳩
摩

羅
什
に
師
事
す
る
。
法
顕
訳
の
『
泥
洹
経
』
に

注
目
し
、
闡
提
成
仏
を
説
い
た
。 



終
焉
無
苦
に
し
て
正
念
に
安
住
せ
し
こ
と
左
右
に
能
わ
ず
。
次
に
自
体
愛
の

位
に
於
て
聖
衆
の
来
現
を
拝
す
る
人
は
、
此
れ
は
是
れ
微
細
意
識
の
意
見
な

る
が
故
に
、
傍
人
其
の
心
中
を
知
ら
ず
。
唯
だ
仏
と
行
者
と
の
み
其
の
正
念

見
仏
を
知
る
の
み
。
又
た
一
類
有
り
て
、
応
に
将
正
二
命
終
の
位
を
過
ぎ
て

往
生
中
有
の
初
め
に
至
り
て
「
見
仏
色
身
衆
相
具
足

(231)」す
る
こ
と
有
る
べ
し
。

此
の
人
は
二
苦
と
も
に
し
て
命
終
す
べ
し
。
然
る
所
以
は
将
正
の
位
に
於
て

未
だ
見
仏
せ
ざ
る
が
故
の
み
。
設
い
二
苦
と
与
に
し
て
悶
絶
命
終
す
と
雖
も

決
定
往
生
す
べ
し
。
何
を
以
て
か
知
る
こ
と
を
得
る
。
三
心
成
就
す
る
が
故

に
、
得
縄
絶
え
ざ
る
が
故
に
、
等
起
不
変
の
故
な
り
。

問
う
て
曰
く
、
君
は
行
者
の
眼
見
、
及
以
び
意
見
に
約
し
て
以
て
見
仏
得

益
の
義
を
成
立
す
。
吾
れ
は
に
反
し
て
以
て
義
を
取
ら
ん
。
何
な
る
か
是
れ

自
他
背
反
の
義
な
る
。
謂
く
、
夫
れ
聖
衆
来
迎
は
正
し
く
是
れ
将
命
終
の
位

自
り
す
。
若
し
爾
ら
ば
、
或
い
は
行
者
の
眼
意
の
二
見
に
も
あ
れ
、
或
い
は

二
見
倶
に
無
き
に
も
あ
れ
、
応
に
同
じ
く
見
仏
と
名
づ
く
べ
し
。
所
以
は
何

ん
。
応
当
に
来
迎
を
以
て
見
仏
と
名
づ
く
べ
き
が
故
な
り
。
何
ん
が
聖
衆
の

来
現
を
以
て
行
者
の
見
仏
と
名
づ
く
と
な
ら
ば
、其
の
例
一
に
非
ず
。
且ま
た『
法

(231) 『
観
無
量
寿
経
』︵
浄
全
一
・
四
七
︶。 



華
』
第
二
に
長
者
窮
子
の
見
、
不
見
の
相
を
説
き
て
曰
く

(232)、

爾そ
の

時
窮
子
、
傭
賃

(233)展
転
し
て
、
遇
た
ま
た
ま

父
の
舎
に
到
る
。
門
の
側
に
住
立

し
て
、
遥
に
其
の
父
を
見
れ
ば
、
獅
子
の
牀
に
踞
し
て

(234)、
乃至

窮
子
、
父

の
大
力
勢
有
る
を
見
る
已上
と
。

円
宗
の
大
師

(235)之
れ
を
受
け
て
曰
く
、「
機
中
に
潜ひ
そ

密か

に
冥
に
此
の
事
有
り
。

是
れ
顕
に
対
し
て
勝
応
身

(236)を
見
る
に
非
ず

(237)」
已上

。
此
れ
は
是
れ
眼
見
に
も
非

ず
、
意
見
に
も
非
ず
と
雖
も
経
文
に
、
或
い
は
如
来
、
長
者
の
見
に
約
し
、

或
い
は
冥
有
此
事
の
義
に
約
し
て
、
以
て
「
遥
見
其
父
窮
子
見
父
」
と
説
け

り
。
彼
に
凖
じ
て
之
れ
を
思
え
ば
、今「
以
見
我
故
離
諸
障
礙
」と
言
え
る
は
、

未
だ
必
ず
し
も
行
者
の
眼
意
の
二
見
を
指
す
に
は
あ
ら
ず
。
只
だ
是
れ
聖
衆

の
来
現
を
指
し
て
以
て
見
仏
相
好
と
謂
う
か
。
若
し
爾
ら
ば
か
苦
な
が
ら
死

す
る
の
人
有
ら
ん
や
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
君
、
多
言
す
と
雖
も
文
に
非
ず
、
義
に
非
ず
。
既
に

「
以
見
我
故
」
と
曰
え
り
。
若
し
眼
意
の
二
見
に
非
ず
ん
ば
何
ぞ
此
の
如
く

云
わ
ん
や
。
君
、
会
し
て
行
者
の
二
見
に
非
ず
と
雖
も
海
会
の
聖
衆
、
松
門

の
戸

(238)に
臨
み
て
行
人
を
護
持
し
、
六
八
の
願
王
、
蓬
室

(239)の
中
に
入
り
て
行

(232) 『
妙
法
蓮
華
経
』︵
正
蔵
九
・
一
六
下
︶。 

(233) 

傭
賃
︙
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
こ

と
。
こ
こ
で
は
転
じ
て
生
活
の
糧
を
得
る
の
に

働
く
た
め
の
場
所
。 

(234) 

獅
子
牀
︙
獅
子
の
毛
皮
を
敷
い
た
長
椅
子
。 

(235) 

円
宗
大
師
︙
天
台
大
師
智
顗
の
こ
と
。 

(236) 

勝
応
身
︙
応
身
を
勝
劣
二
身
に
分
け
た
う
ち
、

す
ぐ
れ
た
機
根
の
者
が
見
る
仏
身
。 

(237) 

智
顗
『
法
華
文
句
』︵
正
蔵
三
四
・
八
三
上
︶。 

(238) 

松
門
戸
︙
松
門
は
虚
し
い
の
意
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
娑
婆
世
界
の
こ
と
。 

(239) 

蓬
室
︙
蓬
は
乱
れ
る
の
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

娑
婆
世
界
の
こ
と
。 



者
を
加
被
し
た
ま
う
が
故
に
、
正
命
終
爾
前
に
二
苦
早
く
除
き
、
五
内

(240)速

穏
な
る
べ
し
と
言
う
は
此
の
義
然
ら
ず
。
或
い
は
「
無
量
寿
仏
化
身
無
数
常

来
至
此
行
人
之
所

(241)」
と
宣
べ
、
或
い
は
「
衆
生
念
仏
仏
念
衆
生
彼
此
三
業
不

相
捨
離

(242)」
と
判
ず
。
是
れ
行
者
の
平
生
感
応

(243)の
相
を
明
か
せ
る
な
り
。
然

り
と
雖
も
二
魔

(244)猶
お
侵
し
、
六
苦
老
病
求

愛
怨
五
常
に
逼
む
。
之
れ
を
以
て
知
る
に
、

行
者
の
終
焉
、
聖
衆
来
迎
す
と
雖
も
、
若
し
眼
意
の
二
見
無
く
ば
「
離
諸
障

礙
」の
巨
益
に
預
る
べ
か
ら
ざ
る
者
か
。「
以
見
我
故
」の
因
有
る
が
故
な
り
。

此
の
義
、
因
明
学
者
に
問
う
て
其
の
義
趣
を
知
れ
。
抑
そ
も
そ
も又

た
而な
ん
じ

が
引
き
来

た
す
所
の
『
法
華
』
の
一
文
に
就
き
て
之
れ
を
思
う
に
、
二
乗
未
だ
長
者
の

尊
特
を
見
ざ
る
が
故
に
、
未
だ
聞
法
修
習
・
入
聖
得
果
の
益
有
ら
ず
。
彼
に

準
じ
て
知
る
に
、
今
、
設
い
聖
衆
来
現
し
た
ま
う
と
雖
も
、
若
し
行
者
等
未

だ
之
れ
を
覩
見
せ
ず
ば
、
豈
に
二
苦
諸
障
を
除
く
こ
と
有
ら
ん
や
。

諸
も
ろ
も
ろ 

請
い
問
う
。
曰
く
、
彼
に
擬
宜

(245)の
益
有
る
等
に
準
じ
て
之
れ
を
え
ば
、

今
も
亦
た
微
微
の
益
有
ら
ん
か
。

今
「
以
見
我
故
離
諸
障
礙
」
と
言
う
は
、
四
魔
短
を
伺
わ
ず
、
三
愛
悉
く

除
却
し
、
二
苦
消
滅
し
、
業
障
礙
え
ざ
る
等
の
一
切
の
大
利
益
に
約
し
て
、

(240) 

五
内
︙
肝
、
心
、
脾
、
肺
、
腎
の
五
臓
の
こ
と
。 

(241) 

善
導
『
観
念
法
門
』︵
浄
全
四
・
二
二
八
下
︶。 

(242) 

善
導
『
観
経
疏
』︵
浄
全
二
・
四
九
上
︶。 

(243)  

平
生
感
応
︙
衆
生
に
機
根
が
あ
れ
ば
仏
の
力
が

お
の
ず
か
ら
応
じ
、
衆
生
の
感
と
仏
の
応
と
が

平
生
に
お
い
て
互
い
に
交
じ
り
合
う
こ
と
。

(244) 

二
魔
︙
四
魔
を
分
類
し
た
内
魔
と
外
魔
の
こ
と
。 

(245) 

擬
宜
︙
試
み
に
説
く
こ
と
。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D_(%E4%BA%94%E8%87%93)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83_(%E4%BA%94%E8%87%93)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%BA_(%E4%BA%94%E8%87%93)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%85%8E_(%E4%BA%94%E8%87%93)


以
て
言
を
為
す
な
り
。
学
者
、
彼
此
混
一
し
て
以
て
義
を
取
る
こ
と
莫
れ
。

問
う
て
曰
く
、
上
に
「
中
有
見
仏
」
と
言
う
は
、
其
の
義
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
一
切
衆
生
生
じ
て
中
有
に
在
る
の
時
、
諸
仏
如
来
、

其
の
中
有
の
人
の
前
に
現
じ
て
、
種
種
安
慰
し
て
、
為
に
妙
法
を
演
説
し
、

教
え
て
修
習
せ
し
め
て
諸
有
を
出
離
せ
し
む
。
止た

だ
総
じ
て
他
仏
の
教
化
を

蒙
り
て
、
以
て
禀
教
入
聖
す
る
の
み
に
匪
ず
。
又
た
別
の
西
方
の
白
業

(246)を

修
習
し
て
、
以
て
往
生
極
楽
の
人
有
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
爾
前
心
行
具
足
の

行
人
、
中
有
の
位
に
於
い
て
、
始
め
て
願
王
の
聖
容
を
拝
せ
ん
に
、
何
の
不

応
が
有
ら
ん
や
。

難
じ
て
曰
く
、
若
し
は
中
有
一
七
、
中
有
七
七
の
義

(247)に
も
あ
れ
。
若
し

は
又
た
生
縁
未
合
、
中
有
恒
存
の
義

(248)に
も
あ
れ
。
其
の
時
分
長
き
が
故
に
、

諸
仏
教
化
し
衆
生
得
脱
せ
ん
こ
と
、
義
に
於
い
て
相
違
無
し
。
然
る
に
今
行

者
往
生
の
捷
疾
頓
速
な
る
こ
と
、
或
い
は
念
頃
の
如
く
、
或
い
は
弾
指
の
如

し
。
豈
に
此
の
頃
に
於
い
て
、
聖
衆
を
覩
見
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
見
仏
聞
法
の
利
益
、
広
く
長
短
の
時
分
に
通
ず
。
若
し
爾

ら
ば
、「
低
頭
礼
仏
在
此
国
挙
頭
已
入
弥
陀
界

(249)」
の
中
間
に
於
い
て
、
弥
陀

(246) 

白
業
︙
善
い
行
い
。
黒
業
に
対
し
て
言
う
。 

(247) 『
倶
舎
論
』︵
正
蔵
二
九
・
四
六
中
～
下
︶
参
照
。 

(248) 『
倶
舎
論
』︵
正
蔵
二
九
・
四
六
下
︶
参
照
。 

(249) 

善
導
『
往
生
礼
讃
』︵
浄
全
四
・
五
四
四
上
︶。 



の
尊
容
を
拝
し
て
、
西
方
の
宝
刹
に
詣
で
ん
こ
と
、
何
の
疑
に
怪
が
有
ら
ん

や
。問

う
て
曰
く
、
本
有
見
仏
行
人
と
中
有
見
仏
の
行
者
と
に
於
い
て
、
其
の

乗
宝
蓮
台
の
先
後
を
論
ぜ
ば
、
其
の
義
相
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
二
人
の
乗
台
同
じ
く
是
れ
本
有
の
身
を
捨
て
て
、
中
有
の

生
に
至
る
。
初
刹
那
な
ら
ん
や
。
何
の
言
ぞ
や
。
謂
く
『
観
経
』
に
曰
く

(250)、

爾
の
時
彼
の
仏
、
即
ち
化
仏
・
化
観
世
音
・
化
大
勢
至
を
遣
わ
し
て
行

者
の
前
に
至
ら
し
め
、
讃
じ
て
言
く
、
善
男
子
、
汝
仏
名
を
称
す
る
が

故
に
諸
罪
消
滅
せ
り
。
我
れ
来
り
て
汝
を
迎
う
と
。
是
の
語
を
作
し
已

り
た
も
う
に
、
行
者
即
ち
化
仏
の
光
明
、
其
の
室
に
遍
満
す
る
を
見
る
。

見
已
り
て
歓
喜
し
て
即す
な
わ便

ち
命
終
し
宝
蓮
華
に
乗
じ
、
化
仏
の
後
に
随

い
て
宝
池
の
中
に
生
ず
已上
。　

慈
氏
所
説
の
瑜
伽
第
一
に
云
く
、「
死
と
生
と
は
同
時
な
り
。
称は
か
り
の
両
頭
の

低
昂
、
時
等
し
き
が
如
し

(251)」已上
。

夫
れ
経
を
以
て
論
に
合
し
、
其
の
義
趣
を
詳
勘
す
る
に
、
二
人
倶
に
捨
本

至
中
の
時
に
於
い
て
、
始
め
て
金
台
に
乗
ず
る
の
み
。

(250) 『
観
無
量
寿
経
』︵
浄
全
一
・
四
九
︶。 

(251) 

弥
勒
『
瑜
伽
師
持
論
』︵
正
蔵
三
〇
・
二
八
二
上
︶。 



問
う
て
曰
く
、既
に
見
仏
に
早
晩
有
り
。
豈
に
乗
台
に
先
後
無
か
ら
ん
や
。

如
何
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
問
不
類
な
り
。
経
に
「
行
者
即
見
化
仏
光
明
」
と
説

け
る
は
、
是
れ
即
ち
将
命
終
位
の
、
明
了
位
と
自
体
愛
と
の
二
位
に
見
仏
来

迎
あ
る
こ
と
を
顕
す
な
り
。
次
に
「
即
便
命
終
」
と
言
う
は
、
即
ち
正
命
終

の
一
刹
那
を
指
す
な
り
。「
乗
宝
蓮
華
」
と
言
う
は
、
亦
た
捨
本
至
中
の
坐

宝
金
台
の
位
を
指
す
な
り
。
三
句
相
生
し
て
以
て
別
別
の
位
を
示
す
な
り
。

智
人
看
得
せ
よ
。
次
に
論
文
に
「
死
生
同
時
」
と
言
う
は
、
言
う
所
の
死
と

は
、
是
れ
死
有
の
一
刹
那
な
り
。
言
う
所
の
生
と
は
、
乃
ち
中
有
の
初
刹
那

な
り
。
経
に
既
に
命
終
の
乗
台
の
文
有
り
。
応
に
知
る
べ
し
、
命
終
刹
那
の

後
に
、
必
ず
観
音
所
持
の
宝
台
に
端
座
す
。
此
の
義
、
文
に
載
す
る
こ
と
分

明
に
理
を
得
て
掲け
ち
え
ん焉
(252)な
る
者
な
り
。

若
し
爾
ら
ば
而
し
て
見
仏
に
遅
疾
有
る
者
は
亦
た
乗
台
先
後
有
り
と
謂
う

こ
と
勿
れ
。
卓
抜
の
智
者
自
量
せ
よ
。
卓
抜
の
智
者
自
量
せ
よ
。

問
う
て
曰
く
、
或
い
は
本
有
将
命
終
の
時
身
を
金
台
に
寄
す
と
曰
い
、
或

い
は
死
有
一
刹
那
の
頃
に
趺
を
宝
蓮
に
託
す
と
曰
う
に
、
何
の
違
越
有
り
て

(252) 

掲
焉
︙
著
し
い
さ
ま
。
目
立
つ
さ
ま
。 



而
も
頻
り
に
訇

の
の
し
って
中
有
乗
台
の
義
を
存
す
る
や
。

　

答
え
て
曰
く
、
若
し
は
本
有
に
も
あ
れ
、
若
し
は
死
有
に
も
あ
れ
、
二
有

殊
な
り
と
雖
も
猶
お
是
れ
流
転
の
穢
身
な
り
。
豈
に
汚
穢
の
脚
跟
を
以
て
清

浄
の
華
台
を
践
む
こ
と
を
得
る
こ
と
有
る
べ
け
ん
や
。
道
理
必
然
た
り
。
智

人
省
察
せ
よ
。

請
い
問
う
。
曰
く
性
相
既
に
「
此
一
業
因
故
如
当
本
有
形

(253)」
と
曰
え
り
。

一
業
引
の
故
に
は
白
業
成
就
の
人
な
り
。
如
当
形
の
故
に
は
五
蘊
清
浄
の
輩

な
り
。
若
し
爾
ら
ば
足
、
直
爾
ち
に
宝
台
を
践
み
、
身
、
疾
速
に
聖
掌
に
託

せ
ん
こ
と
、
尤
も
其
の
義
を
得
た
り
。
学
者
自
量
せ
よ
。

請
い
問
う
。
曰
く
『
群
疑
論
』
第
二
に
云
く

(254)、

彼
の
浄
土
に
生
ず
る
福
徳
は
力
ら
勝
れ
た
り
。
是
れ
中
陰
と
雖
も
華
に

乗
じ
て
往
生
す
れ
ば
、
穢
土
の
中
陰
の
華
無
き
に
は
同
じ
か
ら
ず
已上
。

学
者
見
つ
べ
し
。

今
、
一
切
の
往
生
人
に
白
し
て
言
く
、
夫
れ
値
い
が
た
く
し
て
値
い
、
聆き

き
難
く
し
て
聆
け
り
。
是
の
行た
び

や
、
若
し
修
せ
ず
ん
ば
、
血
に
泣
け
ど
も
我

れ
独
り
胡な
ん

の
益
か
あ
ら
ん
。
祀と
し

我
れ
と
与と

も

な
ら
ず
、
時
、
邁ゆ

き
て
歯

よ
わ
い

耆お

い
た

(253) 

出
典
不
明
。 

(254)  

懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』︵
浄
全
六
・
二
八
上
︶。



り
。
詎
れ
か
意
を
一
旦
に
快
よ
く
せ
ん
。
将
に
苦
を
永
劫
に
受
け
ん
と
す
。

聖
墳ふ
ん

八
万
、一
言
以
て
蔽
う
。
善
く
之
れ
を
行
え
。
法
は
有
縁
を
以
て
最
と

為
し
、
行
は
進
趣
を
以
て
義
と
為
す
と
曰
え
り
。
速
や
か
に
此
の
聖
言
に
順

じ
て
専
ら
其
の
愚
胆
を
轔も

め
。『
老
子
』
に
曰
く
「
善
く
行
う
者
は
、
轍
跡

な
し

(255)」
と
。『
河
上
公
章
句
』
に
曰
く
「
善
く
道
を
行
す
者
は
、
之
れ
を
身

に
求
め
て
堂
よ
り
下
ら
ず
、
門
よ
り
出
で
ず
、
故
に
轍
跡
無
き
な
り

(256)」。
道

士
の
身
を
治
む
る
す
ら
其
の
勤
め
之
の
如
し
。
仏
法
の
内
人
、
豈
に
恥
じ
ざ

ら
ん
や
。
若
し
為
す
こ
と
無
く
し
て
空
し
く
過
ぎ
な
ば
、
定
ん
で
悔
い
有
ら

ん
。
設
い
悲
悔
す
と
雖
も
、
則
ち
臍ほ
ぞ

を
噬く

ら

う
と
も
曼の

び
叵
し
。
之
れ
を
勉
め

よ
や
。抑そ

も
そ
も
小
子
、「
与
苦
悶
絶
狂
荒
往
生
中
有
見
仏
蓮
華
化
生

(257)」
等
の
義
趣
を

誌
す
と
き
、
或
る
味
道
の
君
子
、
一
人
来
謁
す
。
先
ず
従
上
の
草
藁
の
本(258)

を
相み

せ
し
か
ば
、
時
に
披
覧
す
る
こ
と
再
び
に
し
、
三み

た
び

に
し
、
即
ち
其
の
真

味
を
節
用
の
処
に
翫
び
、
之
れ
が
為
に
掌
を
撫
し
節
を
繫
け
て
感
服
す
。

問
う
て
曰
く
、
若
し
初
念
に
決
定
の
引
業
を
成
熟
し
、
中
後
に
等
起
得
縄

を
変
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
決
定
往
生
の
巨
益
に
預
か
る
と
言
わ
ば
、
設
い
廻
心

(255) 『
老
子
道
徳
経
』
に
あ
り
。 

(256) 『
河
上
公
章
句
』
巧
用
篇
に
あ
り
。 

(257) 

出
典
不
明
。 

(258)  

草
藁
本
︙
草
稿
本
の
こ
と
。



念
仏
以
後
、
四
重
八
重
五
無
間
等
の
大
罪
業
を
造
作
す
と
雖
も
、
前
念
の
大

利
全
く
存
し
、
必
ず
往
生
を
得
る
か
。
将
た
又
た
後
の
重
罪
に
由
り
て
前
念

の
功
徳
を
消
滅
し
て
往
生
の
大
利
を
失
す
る
か
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
或
が
曰
く

(259)、

諸
余
の
行
業
は
滅
不
不
定
な
り
。
念
仏
の
一
善
は
曽
て
大
小
の
後
悪
の

為
に
滅
せ
ら
れ
ず
。
功
徳
存
生
す
る
が
故
に
決
定
往
生
す
。『
観
仏
経
』

の
泥
団
浮
金
の
譬
え
に
説
く
。
以
て
誠
証
と
為
る
に
足
れ
り
云云 

。

或
が
曰
く

(260)、

設
い
本
願
名
号
の
功
徳
と
雖
も
必
ず
後
の
五
無
間
等
の
重
罪
の
為
に
は

消
除
せ
ら
る
。
大
善
已
に
消
除
す
る
が
故
に
、
順
次
の
往
生
を
得
ず
。

但
し
汎
爾
の
十
悪
等
の
諸
罪
は
全
く
前
念
の
大
利
を
滅
せ
ず
云云
と
。

今
謂
く
二
倶
に
然
ら
ず
。
初
解
の
如
き
は
大
い
に
『
華
厳
』『
遺
教
』『
大

智
度
論
』
等
の
衆
典
の
現
文
に
背
く
の
み
に
非
ず
。
又
た
抑
止
門
の
意
を
存

ぜ
ざ
る
が
故
に
、
尤
も
大
過
の
過
を
招
く
者
な
り
。
次
解
の
如
き
は
或
い
は

三
昧
法
王
大
利
無
上
の
誠
説
に
背
き
是一
、 

或
い
は
若
不
生
者
不
取
正
覚
の
本

誓
に
乖
き
是二
、
或
い
は
又
た
具
足
三
心
の
念
仏
の
行
者
に
不
生
の
一
類
有
る

(259) 

出
典
不
明
。 

(260) 

出
典
不
明
。 



と
云
う
に
為な

り
ぬ
是三
、
又
た
摂
取
門
の
意
を
忘
れ
た
る
に
似
た
る
が
故
に
是四
、

専
ら
大
減
の
失
に
堕
す
る
者
な
り
。

難
じ
て
曰
く
、
宗
家
の
高
判
に
云
く

(261)、

二
河
と
は
、
即
ち
衆
生
の
貪
愛
は
水
の
如
く
、
瞋
憎
は
火
の
如
く
な
る

に
喩
う
。
中
間
の
白
道
四
五
寸
と
言
う
は
、
即
ち
衆
生
の
貪
瞋
煩
悩
の

中
に
、
能
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
る
に
喩
う
。
乃
ち
貪
瞋
強
き
に

由
る
が
故
に
、
即
ち
喩
う
る
に
水
火
の
如
し
。
善
心
微
な
る
が
故
に
、

喩
う
る
に
白
道
の
如
し
。
又
た
水
波
常
に
道
を
湿
す
と
は
、
即
ち
愛
心

常
に
起
き
て
能
く
善
心
を
染
汚
す
る
に
喩
う
。
又
た
火
焰
常
に
道
を
焼

く
と
は
、
即
ち
瞋
嫌
の
心
の
能
く
功
徳
の
宝
財
を
焼
く
に
喩
う
。
人
、

道
の
上
に
行
き
て
直
ち
に
西
に
向
か
う
と
言
う
は
、
即
ち
諸
の
行
業
を

廻
し
て
直
ち
に
西
方
に
向
か
う
る
に
喩
う
。
乃至 
今
二
尊
の
意
を
信
順
し

て
、
水
火
の
二
河
を
顧
み
ず
し
て
、
念
念
遺わ
す

る
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
彼

の
願
力
の
道
に
乗
じ
て
、
捨
命
已
後
、
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
得
て
、

仏
と
相
い
見ま
み
え

て
、
慶
喜
何
ぞ
極
ま
ら
ん
や
已上
と
。

又
た
四
祖
感
大
師
、
詳
判
し
て
曰
く

(262)、

(261) 

善
導
『
観
経
疏
』︵
浄
全
二
・
六
〇
上
～
下
︶。 

(262) 

懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』︵
浄
全
六
・
九
四
上
～

九
九
上
︶。 



経
に
曰
く
「
一
念
の
瞋
心
は
百
千
の
法
門
を
障
う
」と
。
又
た
言
く
「
瞋

恚
の
害
は
諸
の
善
法
を
破
る
。
功
徳
を
却し
り
ぞ

け
る
賊
は
瞋
恚
に
過
ぎ
た
る

は
無
し
」
と
。
其
の
人
、
已
前
の
観
行
念
仏
等
の
善
有
り
と
雖
も
、
皆

な
瞋
恚
の
為
に
損
ぜ
ら
れ
て
、
往
生
を
得
ず
。
乃至 

故
に
知
ん
ぬ
、
善
悪

相
違
し
て
更た

が互
い
に
相
滅
す
と
い
う
こ
と
を
。
一
生
善
を
修
し
て
能
く

善
趣
を
感
ず
べ
き
も
の
、
垂
終
に
失
念
し
て
諸
の
悪
業
を
起
こ
す
が
如

き
は
、
遂
に
生
ま
れ
て
よ
り
来こ
の
か
た
の
一
切
善
品
を
滅
し
て
、
此
の
後
、

悪
に
乗よ

り
て
即
ち
三
途
に
落
つ
已上
と
。

文
相
炳へ
い
え
ん焉
(263)な

れ
ば
挍
難
す
る
に
能
わ
ず
。
然
る
に
今
焉
ん
ぞ
三
昧
証
者
の

両
判
に
背
い
て
、
以
て
末
学
不
肖
の
一
義
を
立
つ
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
仁
者
但
だ
両
師
解
釈
の
文
の
み
を
誦
し
て
、
未
だ
二
哲
詳

勘
の
玄
邃

(264)を
窺
わ
ず
。
先
ず
疏
の
第
四
の
詳
判
に
就
い
て
自
他
酬し

ゅ
う
さ
く酢
(265)す
べ

し
。
夫
れ
中
路
の
白
道
と
言
う
は
、
是
れ
即
詣
の
心
行
な
り
。
其
の
広
さ

四
五
寸
に
し
て
、
東
岸
よ
り
西
岸
に
至
り
て
断
え
ざ
る
は
、
是
れ
等
起
変
ぜ

ず
、
得
縄
斬
れ
ざ
る
の
相
貌
な
り
。「
火
能
焼
水
常
湿
」
と
言
う
は
、
伝
説

す
ら
く
此
れ
は
三
毒
五
蓋
等
の
諸
の
煩
悩
、
乃
至
一
切
の
重
重
罪
悪
等
、
無

(263) 

炳
焉
︙
あ
き
ら
か
な
さ
ま
。 

(264) 

玄
邃
︙
学
問
や
道
理
が
奥
深
い
こ
と
。 

(265) 

酬
酢
︙
対
応
す
る
こ
と
。 



上
大
利
の
功
徳
を
し
て
、
少
分
減
少
せ
し
む
る
に
喩
う
る
な
り
。
豈
に
減
少

を
以
て
悉
滅
と
為
し
、
夷
路
を
以
て
絶
道
と
為
す
べ
け
ん
や
。
眼
を
著つ

け
て

文
意
を
看
取
せ
よ
。「
能
焼
法
財
」と
は
功
徳
少
減
の
意
な
り
。「
白
道
不
絶
」

と
は
心
行
不
失
の
義
な
り
。
若
し
読
み
得
て
透
徹
せ
ば
、
自お
の

ず
か
ら
無
窮
の

滋
味
有
ら
ん
か
。
設
い
念
仏
以
後
、
四
重
五
逆
等
の
巨
業
を
造
る
と
雖
も
、

若
し
退
者
に
非
ず
ん
ば
、
定
ん
で
白
道
に
乗
じ
て
当
に
往
生
を
得
べ
き
者
な

り
。
若
し
三
心
義
の
所
判
を
以
て
功
徳
永
滅
し
て
、
往
生
の
大
益
を
失
す
る

の
援
拠
と
為
さ
ば
、
文
と
義
と
乖
角
す
る
こ
と
枘ぜ
い
さ
く鑿
(266)の
如
く
、
似
ざ
る
こ

と
弓
と
弦
と
の
如
く
な
ら
ん
。
学
者
自
量
せ
よ
。

次
に
四
祖
感
公
の
所
判
に
至
り
て
は
、
或
い
は
是
れ
師
資
違
反
の
一
失

か
。
或
い
は
又
た
寄
在
性
相
の
密
説
か
。
或
る
人
の
曰
く

(267)、

余
行
は
悪
業
の
為
に
滅
せ
ら
れ
、
念
仏
は
罪
障
の
為
に
除
か
れ
ざ
る
な

り
。
但
し
疏
の
第
四
に
至
り
て
は
、解
釈
の
文
相
を
詳
ら
か
に
す
る
に
、

人
、
道
の
上
を
行
き
て
直
ち
に
西
に
向
か
う
と
言
う
は
、
諸
の
行
業
を

廻
し
て
直
ち
に
西
方
に
向
か
う
に
喩
う
る
な
り
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を

観
る
に
、「
能
焼
法
財
」
と
言
う
は
、
且
く
諸
行
の
辺
に
約
し
て
以
て

(266) 

枘
鑿
︙
互
い
に
食
い
違
っ
て
合
わ
な
い
こ
と
。 

(267) 

出
典
不
明
。 



語
を
為
す
。
念
仏
の
大
善
に
関あ

ず
か
る
に
は
非
ざ
る
の
み
云云
。

此
の
解
然
ら
ず
。
文
に
甄け
ん
べ
つ別
(268)無
く
し
て
、
直た

だ爾
ち
に
湿
焼
と
言
う
。
然
る

に
今
何
ぞ
二
行
の
強
耎

(269)・
滅
不
・
差
別
の
義
を
成
立
せ
ん
や
。
豈
に
論
蔵
に

云
わ
ざ
る
や
。
義
異
な
り
有
れ
ば
皆
な
別
説
す
。
豈
に
別
説
無
く
ん
ば
、
定

ん
で
彼
と
同
じ
か
ら
ん
と
。
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
所
立
の
義
、

忽
ち
胸
襟
の
浮
詞
と
為
ん
ぬ
。

問
う
て
曰
く
、
念
仏
不
滅
の
義
を
以
て
、
重
逆
巨
悪

(270)に
翻
じ
て
之
れ
を

言
わ
ば
、
応
に
巨
重
の
悪
業
亦
た
念
仏
の
為
に
除
滅
せ
ら
れ
ず
と
言
う
べ

し
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
難
不
類
な
り
。
夫
れ
「
念
仏
誦
経
業
障
消
除

(271)」
と
言

う
は
、
総
じ
て
は
一
代
の
通
判
、
別
し
て
は
三
部
の
誠
言
な
り
。
学
者
怪
し

む
こ
と
勿
れ
。
何
故
ぞ
爾
る
や
。
謂
く
、
功
徳
は
真
実
な
り
、
罪
障
は
虚
妄

な
る
に
依
り
て
爾
り
。
且
つ
註
集
二
家

(272)倶
に
曰
く

(273)、

云
何
が
在
心
な
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
自
ら
虚
妄
顛
倒
の
見
に
依
止
し

て
生
じ
、
此
の
十
念
は
善
知
識
の
方
便
を
も
っ
て
安
慰
し
て
実
相
の
法

を
聞
か
し
む
る
に
依
り
て
生
ず
。
一
は
実
、
一
は
虚
。
豈
に
相
い
比
す

(268) 

甄
別
︙
は
っ
き
り
と
見
分
け
る
こ
と
。 

(269) 

強
耎
︙
強
弱
の
こ
と
。 

(270) 

重
逆
巨
悪
︙
五
逆
と
十
悪
。 

(271) 

出
典
不
明
。
類
似
文
と
し
て
、善
導『
法
事
讃
』︵
浄

全
四
・
二
四
下
︶に「
念
仏
誦
経
除
罪
障
」と
あ
る
。 

(272) 

註
集
二
家
︙
曇
鸞
『
往
生
論
註
』、
道
綽
『
安
楽

集
』
の
こ
と
。 

(273) 

曇
鸞
『
往
生
論
註
』︵
浄
全
一
・
二
三
六
下
︶、
道
綽

『
安
楽
集
』︵
浄
全
一
・
六
八
七
上
︶。 



る
こ
と
を
得
ん
や
。
云
何
が
在
縁
な
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
自
ら
妄
想

の
心
に
依
止
し
て
、
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
依
り
て
生
じ
、
此
の

十
念
は
無
上
信
心
に
依
止
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄

の
無
量
の
功
徳
名
号
に
依
り
て
生
ず
。
三
義
を
挍
量
す
る
に
十
念
は
重

し
。
重
き
者
先
づ
牽
き
て
能
く
三
有
を
出
だ
す 

云云
。

夫
れ
前
後
殊
な
り
と
雖
も
、
真
妄
重
軽
の
義
、
惟
れ
同
じ
。
智
人
準
知
せ
よ
。

請
い
問
う
。
曰
く
、
設
い
「
軽
重
若
等
先
作
先
受

(274)」
の
義
に
依
り
て
之
れ

を
判
ず
と
雖
も
、
念
仏
の
修
善
は
先
に
在
り
て
之
れ
を
勤
め
、
犯
重
の
諸
罪

は
後
に
在
り
て
之
れ
を
造
れ
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
豈
に
前
念
の
功
力
に
由
り

て
浄
刹
の
往
生
を
得
ざ
る
べ
け
ん
や 

是一
。

又
た
、
設
い
「
業
道
如
秤
重
者
先
牽

(275)」
の
文
に
依
り
て
之
れ
を
許
す
と
雖

も
、
悪
業
惟
れ
軽
く
、
念
仏
惟
れ
重
し
。
豈
に
念
仏
の
重
業
、
順
次
往
生
の

引
業
と
成
ら
ざ
ら
ん
や 

是二
。

又
た
、
設
い
「
軽
重
若
等
後
作
後
受

(276)」
の
説
に
依
り
て
之
れ
を
許
す
と
雖

も
、
此
れ
は
是
れ
、
等
業
に
約
し
て
以
て
語
を
為
す
。
念
仏
は
是
れ
重
善
、

悪
業
は
乃
ち
軽
障
、
相
い
比
し
て
以
て
受
業
の
先
後
を
判
断
す
べ
か
ら
ざ
る

(274) 

懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』︵
浄
全
六
・
九
四
上
︶。 

(275) 

曇
鸞
『
往
生
論
註
』︵
浄
全
一
・
二
三
六
上
︶。 

(276) 

出
典
不
明
。
注 

（275） 

の
対
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。 



者
な
り 

是三
。

抑そ
も
そ
も

五
逆
重
し
と
雖
も
、
無
間
一
中
劫
の
異
熟
果

(277)を
感
ず
。
設
い
又
た

五
劫
を
具
足
し
、
或
い
は
又
た
八
万
大
劫
を
経
歴
す
と
雖
も
、
終
に
業
尽
の

期
有
り
。
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
縦
い
後
悪
滅
善
の
義
を
論
ず
と

雖
も
、
八
万
大
劫
受
苦
の
悪
業
と
為
得
大
利
無
上
功
徳
と
に
比
対
し
て
、
以

て
其
の
滅
善
の
分
斉
を
論
ぜ
ば
、
残
る
所
の
功
徳
勝
利
は
無
量
の
恒
沙
も
更

に
喩
え
と
す
る
に
非
ず
。
十
方
の
微
塵
も
全
く
類
す
る
に
非
ざ
る
者
を
や
。

学
者
後
悪
に
依
り
て
永
く
前
念
の
功
力
を
失
し
て
、
順
生
の
巨
益
を
得
ず
と

謂
う
こ
と
莫
れ
。

又
た
示
し
て
曰
く
、
偏
小
権
大
と
無
く
、
円
乗
密
実
と
無
く
、
一
切
の
善

業
等
は
全
く
後
悪
の
為
に
消
除
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
を
。
若
し
後
悪
、
先
善
を

滅
す
と
言
わ
ば
、「
一
切
智
願
猶
在
不
失

(278)」
の
明
文
、「
麤
心
妙
果
・
毫
善
不

亡
(279)」
の
誠
談
、
如
何
が
之
れ
を
会
す
べ
き
や
。
但
し
華
厳
遺
教
等
の
説
に
至

り
て
は
、
只
だ
是
れ
順
次
順
後
等
の
善
果
を
遮
抑
し
て
、
後
後
永
永
に
至
ら

し
む
る
に
約
し
て
、
以
て
語
を
為
す
。
全
く
頼
耶
納
収
の
善
因
を
滅
す
と
謂

う
に
は
非
ず
。

(277) 

異
熟
果
︙
異
熟
因
か
ら
生
ず
る
果
。
未
来
世
に

果
報
を
生
ず
る
際
、
過
去
世
や
現
世
に
お
け
る

因
と
異
な
る
形
で
熟
す
る
こ
と
を
異
熟
と
い
う
。

異
熟
の
因
を
異
熟
因
、
果
を
異
熟
果
と
い
う
。 

(278) 『
法
華
経
』︵
正
蔵
九
・
二
九
上
︶。 

(279) 

前
半
は
源
信
『
往
生
要
集
』︵
浄
全
一
五
・
一
四
六

下
︶、
後
半
は
湛
然
『
法
華
文
句
記
』︵
正
蔵

三
四
・
二
四
四
下
︶
か
ら
の
引
用
か
。 



問
う
て
曰
く
、
善
悪
は
是
れ
一
双
の
法
な
り
。
若
し
善
に
翻
し
て
之
れ
を

言
わ
ば
、
悪
も
亦
た
然
な
ら
ん
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
難
、
不
類
な
り
。
相
い
比
す
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
一
切

の
善
根
、
真
実
の
地
自
り
生
じ
、
一
切
の
悪
因
は
虚
妄
の
心
従
り
出
ず
。
真
、

妄
に
勝
つ
は
是
れ
順
理
な
り
。
妄
、
真
に
負
け
る
は
亦
た
順
義
な
り
。
一
虚

一
実
、
比
論
す
る
に
足
ら
ず
。
故
に
始
終
倶
に
悪
業
は
善
に
勝
た
ず
。
初
後

同
じ
く
善
事
は
悪
を
寃ゆ
る

す
の
み
。
論
家
に
所
謂
る
感
果
の
用
は
地
前
に
之
れ

を
滅
し
、
悪
業
の
体
は
初
地
に
之
れ
を
断
ず
と
い
う
者
な
り
。
学
者
、
善
悪

の
二
業
相
翻
し
て
以
て
更た

が互
い
に
消
滅
の
義
を
論
ず
る
こ
と
勿
れ
。

難
じ
て
曰
く
、
前
難
、
猶
お
未
だ
遮
せ
ず
。
夫
れ
善
悪
の
二
業
は
是
れ
相

翻
の
法
な
り
。
然
る
に
「
滅
罪
生
善
即
得
菩
提
」
と
言
う
は
是
れ
一
代
の
衆

典
通
同
の
所
説
な
り
。
之
れ
を
反
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
必
ず
応
に
「
滅
善

生
悪
堕
在
三
途
」
の
義
有
る
べ
し
。
若
し
唯
だ
善
に
は
滅
悪
の
功
能
の
み
有

り
、
悪
に
は
滅
善
の
勢
用
無
し
と
言
わ
ば
、
豈
に
善
悪
不
斉
の
過
を
招
か
ざ

る
べ
け
ん
や
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
今
先
ず
君
に
問
わ
ん
。
君
、
堅
執
し
て
善
悪
相
翻
の
義
趣



を
成
せ
ば
、
生
得
聞
思
の
慧
力
を
以
て
は
悪
業
感
果
の
勢
用
を
断
じ
、
修
慧

最
上
の
徳
能
を
以
て
は
諸
不
善
業
の
体
性
を
断
ず
と
い
う
が
如
し
。

又
た
後
の
悪
業
を
以
て
善
根
感
報
の
功
能
、
及お

よ以
び
衆
善
の
体
性
を
徐
滅

す
る
こ
と
有
り
や
、
不
や
。

答
え
て
曰
く
、
我
れ
聞
く
、
善
根
は
悪
業
の
勢
力
を
滅
し
、
及
以
び
不
善

の
体
性
を
尽
く
す
こ
と
有
れ
ど
も
、
悪
業
は
唯
だ
善
趣
感
報
の
功
能
を
滅
す

る
の
み
。
未
だ
善
根
の
体
性
を
消
除
す
る
こ
と
有
ら
ず
。
是
れ
則
ち
真
妄
の

不
同
有
る
所
以
な
り
。

又
た
四
慧
の
有
無
に
由
り
て
爾
り
。

反
詰
し
て
曰
く
、
君
、
自
ら
「
善
悪
二
業
感
果
参し
ん
し差
(280)」
の
旨
を
存
す
。
若

し
爾
ら
ば
、
何
ぞ
小
子
が
善
悪
不
斉
の
義
を
立
つ
る
こ
と
を
沮は
ば

む
や
と
。
時

に
執
者
緘か
ん
し
ん脣
(281)し

て
言
わ
ず
。

小
子
、
勝
に
乗
じ
て
云
く
、
君
、
善
根
は
悪
の
体
用
を
断
じ
、
罪
業
は
善

の
功
用
を
除
く
と
成
立
す
る
は
、
我
れ
は
一
向
に
善
根
に
は
並
び
に
悪
業
の

二
を
滅
す
る
の
勝
徳
有
り
。
悪
業
に
は
唯
だ
善
根
の
順
次
順
後
の
感
報
の
功

力
を
遮
抑
し
て
、
後
後
未
来
、
永
永
来
際
に
至
ら
し
む
る
の
功
能
の
み
有
り

(280) 

出
典
不
明
。 

(281)  

緘
唇
︙
口
を
閉
ざ
す
こ
と
。



て
、
更
に
互
為
消
滅
の
義
無
し
と
存
せ
り
。

問
う
て
曰
く
、
衆
典
に
皆
な
、
断
善
闡
提
初
め
て
悪
願
を
発
す
時
、
一
切

の
善
根
皆
な
永
く
断
滅
す
と
云
え
り
。
豈
に
是
れ
滅
善
生
悪
の
義
に
非
ず

や
。答

え
て
曰
く
、
闡
提
、
一
切
の
善
根
を
断
除
す
と
は
此
こ
に
過
未
の
不
同

有
り
。
所
謂
る
若
し
過
去
の
善
に
約
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
闡
提
已
後
に
善

趣
感
果
の
勝
用
を
遮
障
す
る
。
之
れ
を
滅
善
と
名
づ
く
。
若
し
未
来
に
約
し

て
之
れ
を
言
わ
ば
、
悪
願
以
後
曽
て
善
根
を
修
せ
ず
。
之
れ
を
断
善
と
名
づ

く
る
な
り
。「
闡
提
断
修
善
但
有
性
善
在
」
の
高
断
、
之
れ
を
思
う
べ
し
。

又
た
闡
提
続
善
と
言
え
り
。
若
し
都
て
先
修
の
善
業
無
く
ん
ば
、
何
ぞ
続
善

と
云
わ
ん
や
。
続
善
の
語
の
顕
す
所
、
身
中
に
猶
お
曽
修
の
善
根
有
り
と
聞

き
た
り
。
抑
そ
も
そ
も

闡
提
断
善
と
言
う
は
、
譬
え
ば
破
戒
の
者
、
未
来
の
止
持
作

持
(282)の

二
相
を
廃
し
て
、
過
去
運
運
の
功
徳
を
失
せ
ざ
る
が
如
し
。
智
人
思

察
せ
よ
。 

云云

難
じ
て
曰
く
、
夫
れ
善
悪
の
二
法
は
是
れ
表
裏
相
翻
の
法
な
り
。
若
し
爾

ら
ば
、
尤
も
互
為
滅
除
の
義
有
る
べ
し
。
然
る
に
今
頻
り
に
訇
っ
て
、
善
悪

(282) 

止
持
作
持
︙
止
持
と
は
、
受
け
た
戒
体
を
保
持

し
て
悪
業
を
止
め
る
こ
と
。
作
持
と
は
、
受
け

た
戒
に
従
っ
て
積
極
的
に
善
業
を
修
め
る
こ
と
。 



二
法
・
滅
不
参
差
の
旨
を
成
立
す
る
こ
と
、
太は

な
は

だ
以
て
未
審
し
。
此
れ
は
是

れ
自
由
胸
襟
の
浮
詞
を
吐
け
る
か
。
将
た
明
鑑
の
道
理
文
証
有
り
や
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
三
五
七
九
等
の
諸
乗
は
皆
な
真
如
実
相
の
大
地
従
り
生
じ

て
、
還
り
て
真
如
実
相
の
大
地
に
帰
す
。
七
攴ぼ
く
(283)五
逆
等
の
衆
悪
は
悉
く
妄

想
顚
倒
の
因
縁
自
り
生
じ
て
、
清
浄
法
界
の
玉
台
に
登
ら
ず
。
虚
妄
は
真
善

に
勝
た
ず
、
功
徳
は
悪
業
を
撥
却
す
。
是
れ
則
ち
一
虚
一
実
・
体
用
各
別
の

意
な
り
。
所
以
に
更た

互が

い
に
消
滅
の
浅
談
を
抛
っ
て
、
一
向
不
滅
の
深
玄
を

存
す
る
な
り
。

難
じ
て
曰
く
、
縡こ
と

を
無
相
不
相
の
一
法
よ
り
一
切
功
徳
の
妙
法
を
出
生
す

る
の
義
に
寄
せ
て
、
善
根
不
朽
の
旨
を
存
立
す
る
こ
と
大
い
に
然
る
べ
か
ら

ず
。
夫
れ
『
浄
名
』に
は
「
従
無
住
来
立
一
切
法

(284)」と
説
き
、『
仁
王
』に
は
「
生

得
善
生
得
悪

(285)」
と
宣
ぶ
。
大お

お
む
ね都

真
如
随
縁
す
と
は
、
総
じ
て
は
一
代
洪
経
の

誠
説
、
別
し
て
は
法
華
円
宗
の
良
談
な
り
。
若
し
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
言

わ
ば
、
善
悪
の
諸
法
皆
な
真
如
の
大
地
自
り
出
で
て
、
亦
た
実
相
の
陰
坤
に

帰
す
る
者
を
や
。
若
し
爾
ら
ば
、尤
も
相
翻
互
滅
の
義
を
存
す
べ
し
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
難
不
類
な
り
。
夫
れ
善
悪
の
二
法
は
皆
な
真
如
一
味

(283) 

七
攴
︙
聖
道
を
妨
げ
る
七
遮
の
こ
と
か
。 

(284) 

支
謙
訳
『
維
摩
詰
経
』︵
正
蔵
一
四
・
五
二
八
中
︶。 

(285) 

鳩
摩
羅
什
訳
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』︵
正
蔵
八
・

八
二
八
下
︶。 



の
広
海
自
り
流
出
す
と
雖
も
、其
の
体
用
悉
く
各
別
な
り
。
故
に
十
界
依
正
、

宛
宛
然

(286)た
り
。
四
諦
の
善
悪
、
歴
歴
然
た
り
。
善
に
清
昇
相
資
の
徳
有
り
、

悪
に
滅
離
俯
墜
の
能
有
り
と
言
う
は
、
大
蔵
衆
典
の
通
談
、
南
北
群
英
の

定
判
な
り
。
夫
れ
達
池

(287)の
四
河
を
出
だ
す
や
、
四
河
豈
に
八
徳
有
ら
ん
や
。

猛
虎
の
豹
猫
を
産
す
る
や
、
豹
猫
全
く
虎
威
無
か
ら
ん
や
。
此
れ
は
是
れ
本

支
不
似
・
親
子
不
肖
の
謂
い
な
り
。
又
た
黄こ
う
り鸝

雛
巣
の
中
に
一
箇
の
郭か

っ
こ
う公

を

見
、
赤
帝
竜
子
の
種
よ
り
十
善
の
漢
高
を
生
ず

(288)。
是
れ
亦
た
親
子
相
い
似

ざ
る
の
義
な
り
。
三
才
未
だ
分
か
れ
ざ
る
則と
き
ん
ば
、
万
物
混
然
と
し
て
一
体
な

り
。
万
物
初
め
て
離
す
る
則
ば
、
軽
く
清
め
る
は
昇
り
て
天
と
為
り
、
重
く

濁
れ
る
は
降
り
て
地
と
為
る
。
是
れ
亦
た
本
末
不
同
の
意
な
り
。
此
の
例
一

に
非
ざ
れ
ば
、
是
こ
に
於
て
尽
し
難
し
。
学
者
自
ら
知
れ
。
此
れ
等
の
文
理

に
依
り
て
、
堅
く
真
妄
殊
異
・
滅
不
参
差
の
義
趣
を
存
す
る
な
り
。
高
識
の

智
人
、
商
察
せ
よ
。

抑そ
も
そ
も

今
、
白
道
恒
存
の
明
文
に
依
り
て
、
等
起
不
変
の
道
理
に
任
せ
て
之

れ
を
推
す
る
に
、
後
悪
前
念
を
滅
し
て
永
く
往
生
の
大
利
を
失
す
と
い
う
こ

と
甚
だ
穏
便
な
ら
ず
。
今
二
師
増
減
の
過
失
を
挫
折
し
て
、
以
て
持
名
功
徳

(286) 

宛
宛
然
︙
宛
然
と
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で

あ
る
さ
ま
。
宛
を
重
ね
る
こ
と
で
強
調
の
意
を

示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
続
の
「
歴
歴
然
」

も
同
じ
用
法
。 

(287) 

達
池
︙
阿
耨
達
池
の
こ
と
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の

北
に
あ
る
と
す
る
想
像
上
の
池
で
、
金
銀
や
宝

石
が
岸
を
形
成
し
、
竜
王
が
住
む
。
そ
の
池
か

ら
流
れ
る
水
は
澄
ん
で
冷
た
く
、
ガ
ン
ジ
ス
川

な
ど
の
四
大
河
と
な
っ
て
世
界
を
潤
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。 

(288) 

赤
帝
竜
子
～
十
善
漢
高
︙
劉
邦
の
出
生
の
逸
話
。 



の
勝
用
を
顕
示
せ
り
。
伏
し
て
請
う
、
有
眼
の
士
、
眼
を
此
こ
に
著
け
よ
。

仰
ぎ
願
わ
く
は
高
識
の
人
、
指
を
此
こ
に
染
め
よ
。
曰
く
敢
え
て
之
れ
を
問

う
。
曰
く
、
父
師
光
公
大
徳
高
論
の
意
の
云
く

(289)、

或
る
人
欲
す
ら
く
、
前
念
の
功
力
曽
て
後
悪
の
為
に
消
除
せ
ら
れ
ず 

云云
。
行
者
等
若
し
深
く
此
の
一
解
に
住
せ
ば
、
定
ん
で
悪
無
礙
の
邪
念

を
生
ぜ
ん
。
若
し
爾
ら
ば
、
大
い
に
七
仏
の
通
誡
に
違
反
し
、
尤
も
一

代
の
衆
典
に
乖け
か
く角
す
る
者
な
り
。
所
以
に
彼
の
偏
執
の
一
見
を
制
伏
せ

ん
が
為
に
、
且
く
抑
止
諸
罪
門
の
意
に
就
き
て
、
以
て
不
得
往
生
の
判

を
為
す
。
其
の
実
は
大
い
に
夫
の
一
類
学
者
の
永
滅
不
生
の
義
に
異
な

り 

云云
。

若
し
学
者
等
、
深
く
韓か
ん
ろ獹
(290)の
痴
念
を
起
こ
さ
ば
、
定
ん
で
管
見
小
量
の
執

弊
を
破
り
て
、
以
て
光
公
大
智
の
破
文
を
信
ぜ
ん
の
み
。

問
う
て
曰
く
、
已
に
等
起
不
変
・
得
縄
不
断
、
万
に
一
失
無
し
と
い
う
こ

と
を
聞
く
。
此
れ
は
是
れ
連
持
修
行
の
人
に
就
い
て
、
以
て
語
を
為
す
か
。

但
だ
し
発
得
す
る
所
の
三
心
に
於
て
傾
動
退
失
の
義
有
ら
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
黒
谷
一
流
分
か
れ
て
両
派

(291)と
為
る
。

(289) 

出
典
不
明
。
聖
光
の
意
を
ま
と
め
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。 

(290)  

韓
獹
︙
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
、
韓
の
国
に
い

た
と
さ
れ
る
俊
足
の
賢
い
犬
の
名
。
名
犬
の
代

名
詞
。

(291)  

派
︙
原
文
で
は
泒
だ
が
、
派
に
訂
正
し
た
。



所
謂
る
一
伝
に
曰
く
、
三
心
一
た
び
発
れ
ば
永
く
退
失
無
し
。
何
故
ぞ
爾

か
存
す
る
や
。
謂
く
、五
箇
の
文
理
有
り
。
故
に
爾し
か

く
云
う
の
み
。
曰
く
、「
若

不
生
者
」
の
願
力
に
執
持
せ
ら
る
る
が
故
に 

是一
。
仏
力
加
被
し
て
衆
聖
護
念

す
る
が
故
に 
是二
。「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
説
く
が
故
に 

是三
。「
蒙
光
触
者

心
不
退
」
と
判
ず
る
が
故
に 

是四
。
天
魔
に
擾

じ
ょ
う
ら
ん乱
(292)せ

ら
れ
ざ
る
が
故
に 

是五
。
此

れ
等
の
文
理
を
援
拠
と
し
て
以
て
三
心
不
退
の
義
を
成
立
す　
云云
。

一
伝
に
曰
く
、
三
心
発
得
の
行
人
、
万
進
一
退
す
と
。
其
の
義
、
上
の
文

理
の
如
し
。

請
い
問
う
。
曰
く
。
夫
れ
十
信
・
十
住
・
名
字
・
観
行

(293)、
猶
お
所
得
を
退

失
す
。
何
に
矧い
わ
ん
や
底て

い
ご
く
し

極
厮
下
の
凡
夫
の
心
行
に
於
て
を
や
。
但
だ
し
自
力
の

難
行
は
十
進
九
退
な
り
。
他
力
の
修
念
は
千
進
一
退
な
り
。
如
何
が
一
退
な

る
。
所
謂
る
邪
地
異
生

(294)の
修
行
な
る
が
故
に
。
恡り

ん
し
ゃ
く
し
ん
ざ
い

惜
身
財
退
、憍
慢
貢
高
退
、

異
学
異
見
退
、
自
造
大
罪
退
、
自
然
緩
漫
退
、
造
次
世
務
退
、
長
病
贏る
い
そ
う痩

退
、

悪
境
妨
礙
退
等
の
種
種
の
退
失
有
り
。
故
に
万
進
一
退
と
曰
う 
云云

。
夫
れ
従

上
の
二
義
、
上
古
に
も
之
れ
を
確
執
し
、
今
来
も
之
れ
を
諍
論
し
て
、
是
非

決
し
叵
し
。
但
だ
雞
足
狼
跡

(295)の
霊
崛
に
入
り
て
、
正
し
く
竜
華
慈
尊

(296)の
高

(292)  

擾
乱
︙
入
り
乱
れ
騒
ぐ
こ
と
。

(293)  

十
信
・
十
住
・
名
字
・
観
行
︙
十
信
と
十
住
は
、

菩
薩
修
道
に
お
け
る
五
十
二
の
階
梯
の
う
ち
初

期
の
二
十
位
ま
で
を
指
す
。
名
字
と
観
行
は
、

天
台
宗
所
説
の
修
行
の
階
位
で
あ
る
六
即
の
う

ち
の
第
二
と
第
三
の
名
前
で
あ
る
。
ち
な
み
に

名
字
即
と
は
、
経
典
や
論
書
に
依
っ
て
一
切
は

み
な
仏
で
あ
り
、
自
身
も
本
来
は
仏
で
あ
る
こ

と
を
言
葉
の
上
で
了
解
す
る
位
。
観
行
即
と
は
、

円
頓
の
教
え
を
受
け
て
教
え
通
り
に
正
し
く
修

行
す
る
位
。

(294) 

邪
地
異
生
︙
五
濁
悪
世
の
娑
婆
世
界
に
住
む
凡

夫
の
意
。

(295)  

雞
足
狼
跡
︙
マ
ガ
ダ
国
に
あ
る
山
の
こ
と
で
、

鶏
足
洞
が
あ
る
。。
狼
跡
山
と
も
い
う
。
釈
尊
の

下
で
悟
り
を
開
き
、
衆
生
の
た
め
に
行
う
三
度

の
法
会
の
こ
と
。

(296)  

竜
華
慈
尊
︙
弥
勒
が
下
生
し
、
竜
華
樹
の
下
で

悟
り
を
開
き
、
衆
生
の
た
め
に
行
う
三
度
の
法

会
の
こ
と
。



断
を
俟
つ
の
み
。

尋
ね
て
曰
く
、
善
峯
の
上
人

(297)は
三
心
不
退
の
義
を
立
て
、
鎮
西
の
大
徳

(298)

は
万
進
一
退
の
旨
を
存
す
。
抑

そ
も
そ
も

此
れ
等
の
二
哲
は
、
祖
師
上
人
の
双
眼
、

然
公
和
尚
の
両
足
な
り
。
善
公
も
聖
大
徳
の
上
に
居
り
難
き
か
。
聖
公
も
善

大
徳
の
下
に
立
ち
叵
き
か
。
原
流
弁
じ
叵
き
こ
と
池
水
の
湛
え
た
る
に
似
た

り
。
嗣
傍
決
し
難
き
こ
と
、
環
の
端
無
き
が
如
し
。
然
る
に
今
、
胡
ぞ
両
賢

の
所
存
大
い
に
鉾
楯
乖
角
す
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
義
、
今
に
適は
じ
め
た
る
に
非
ず
。
夫
れ
毱き

く

多た

五
人
の
門

葉
(299)、
律
蔵
を
五
部
に
諍
い
、
玄
奘
八
九
の
神
弟
、
法
義
を
多
端
に
論
ず
る

の
み
。

且
く
従
義

(300)の
『
補
註
』
に
云
く

(301)、

毱
多
の
五
弟
子
等
と
は
具
に
は
優
波
毱
多
と
云
う
。『
西
域
記
』
に
云

く
「
烏
波
毱
多
」、
此
こ
に
は
近
護
と
翻
ず
。
毱
は
渠
竹
の
切
な
り
。

五
弟
子
と
は
、
仏
滅
度
後
一
百
余
年
に
育
王
、
会
を
設
く
。
上
座
、

他た

び

ら
鞞
羅

(302)義
を
立
つ
。
摩
訶
僧
祇
・
大
衆
、
不
同
に
し
て
分
か
れ
て
二

部
と
為
る
。
後
に
上
座
部
よ
り
更
に
二
部
を
生
ず
。
謂
く
雪
山
と
薩
婆

(297) 

善
峯
上
人
︙
西
山
善
峯
寺
に
住
し
た
証
空
上
人

の
こ
と
。

(298) 

鎮
西
大
徳
︙
九
州
鎮
西
で
活
動
し
た
聖
光
上
人

の
こ
と
。 

(299) 

毱
多
五
人
門
葉
︙
釈
尊
滅
後
に
仏
法
を
伝
え
た

五
人
の
師
。
迦
葉
・
阿
難
・
末
田
地
・
商
那
和
修
・

優
婆
毱
多
の
こ
と
。

(300) 

従
義
︙
一
〇
四
二
～
一
〇
九
一
年
。
中
国
宋
代

の
天
台
山
外
派
僧
侶
。 

(301)  

従
義
『
法
華
三
大
部
補
注
』︵
卍
続
蔵

二
八
・
一
九
〇
上
︶。

(302) 

他
鞞
羅
︙sthaviravāda

の
音
写
。
上
座
部
仏
教

の
こ
と
。 



多
と
な
り
。
雪
山
絶
え
て
後
、
薩
婆
多
、
更
に
僧
祇
を
習
う
て
三
部
を

生
ず
。
謂
く
弥
沙
塞
と
曇
無
徳
と
迦
葉
遺
と
及
び
薩
婆
多
と
僧
祇
と
を

五
部
と
為
す
。『
大
集
経
』
の
中
に
預
め
五
部
を
指
し
、『
宗
輪
論
』
の

中
に
広
く
分
別
し
て
説
け
り 

已上
。

又
た
五
大
院

(303)の
『
教
時
諍
論
』
に
云
く

(304)、

大
唐
の
貞
観
に
玄
奘
法
師
天
竺
国
に
往
き
て
、
正
法
蔵
に
詣
ず
る
こ
と

一
十
七
年
、
彼
に
在
り
て
学
習
す
る
こ
と
一
十
六
年
、
此
に
於
て
翻
訳

の
門
人
三
千
、
入
室
四
人
あ
り
。
玄
奘
、
十
師
の
檀
越
玄
感
居
士
に
相

い
逢
い
て
百
巻
の
釈
を
得
た
り
。
基
、
其
の
百
巻
を
糅
し
て
折
り
て
十

巻
を
得
た
り
。
十
支
の
大
論
、
以
て
扶
疎
と
為
す
。
基
の
子
慧
沼
、
沼

の
子
智
周
、
其
の
門
に
相
伝
し
て
、
先
ず
其
の
道
を
揚
ぐ
。
三
蔵
の
門

人
、義
寂
法
師
は
『
義
林
章
』
一
十
二
巻
を
作
り
て
、以
て
基
師
の
『
法

苑
林
章
』
を
破
す
。
遁
倫
法
師
は
『
瑜
伽
疏
』
を
作
り
て
所
立
の
義
理

多
く
基
の
義
に
違
せ
り
。
玄
隆
、
円
弘
、
神
肪
、
泰
賢
、
並
び
に
章
疏

を
作
り
て
、
共
に
三
蔵
の
旨
を
受
け
た
り
と
称
す
れ
ど
も
、
而
も
多
く

基
師
の
義
に
違
背
せ
り
已上
。 

(303) 

五
大
院
︙
五
大
院
安
然
︵
八
四
一
～
九
一
五
年
︶。

比
叡
山
で
活
躍
し
た
天
台
の
僧
。 

(304) 

安
然
『
教
時
諍
論
』︵
正
蔵
七
五
・
三
六
五
下
︶。 



又
た
法
宝
、『
倶
舎
』
を
解
す
る
に
多
く
は
普
光
を
破
し
、
慈
恩
、『
唯
識
』

を
判
ず
る
に
、
多
く
西
明
を
挫
く
等
、
此
れ
其
の
例
な
り
。
彼
に
準
じ
て
之

れ
を
思
う
に
何
の
不
可
か
有
ら
ん
。
夫
れ
以
お
も
ん
みれ
ば
聖
善
両
哲
且
く
退
不
の
義

を
諍
論
す
と
雖
も
、
津
梁

(305)は
一
揆
に
し
て
、
大
道
は
爽た

が

う
こ
と
無
し
。
是

れ
則
ち
金
杖
を
折
る
に
金
体
殊
な
る
こ
と
無
く
、
皮
衣
を
争
い
て
衣
体
破
れ

ざ
る
の
謂
い
な
り
。
行
者
等
、
指
を
忘
れ
て
月
を
見
、
筏
を
捨
て
て
岸
に
著

き
、
以
て
尊
号
を
持
念
し
て
浄
刹
に
往
生
せ
よ
。

問
う
て
曰
く
、
且
く
一
義
に
就
い
て
問
う
て
曰
く
、
三
心
退
失
の
行
者
は

幾い
く
ばく
の
生
を
経
て
か
還
発
往
生
の
巨
益
を
得
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
普
賢
の
行
人
禅
法
の
修
者
に
準
擬
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、

三
生
を
出
で
ず
し
て
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
。
或
は
過
ぐ
る
者
も
有
り

云云
。 又

た
問
う
て
曰
く
、
三
心
退
堕
の
過
失
に
由
り
て
、
一
生
雑
染
世
界
に
住

す
と
言
う
は
、
生
じ
て
何
処
に
か
在
る
。

答
え
て
曰
く
、
古
来
の
碩
徳
皆
な
曰
く

(306)、

三
心
連
持
の
行
者
は
、
設
い
客
塵
業
障
有
り
と
雖
も
、
他
力
の
加
持
を

(305) 

津
梁
︙
橋
渡
し
。
転
じ
て
仏
教
の
こ
と
。 

(306) 

出
典
不
明
。 



被
り
て
必
ず
西
方
に
往
く
。
若
し
心
行
を
退
失
す
れ
ば
、
則
ち
只
だ
先

業
の
善
悪
に
随
い
て
六
道
の
巷こ
う
く衢

に
昇
沈
す
。
但
し
善
趣
の
生
を
受
く

る
こ
と
は
爪
上
の
土
の
如
く
、
人
間
の
報
を
得
る
こ
と
は
海
針
を
貫
く

に
似
た
り
。
故
に
人
天
に
受
生
す
る
の
類
は
麟
角
よ
り
も
稀
に
し
て
、

三
途
に
堕
在
す
る
の
輩
は
牛
毛
よ
り
も
多
か
ら
ん
云云
。

今
謂
く
、
此
の
解
、
然
ら
ず
。
原た
ず

ぬ
る
に
夫
れ
持
念
名
号
の
行
者
は
、
其

の
罪
障
を
論
ず
れ
ば
鵝が
お
う鴨

の
表
毛
よ
り
も
軽
く
、
厥そ

の
善
根
を
謂
え
ば
恒
沙

塵
数
よ
り
も
多
し
。
然
る
所
以
は
『
大
般
涅
槃
』
及
以
び
『
大
集
方
等
』
に

依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
念
仏
の
行
人
は
無
量
僧
祇
の
善
根
を
具
し
、
爾そ
こ
ば
く許

恒
沙
の
功
徳
を
備
え
た
り
。
夫
れ
惟お
も
ん度
み
れ
ば
、
阿
頼
耶
蔵
識
の
中
に
善
悪

の
二
業
を
含
収
せ
り
。
然
る
に
人
天
有
漏
の
小
果
を
感
ず
る
こ
と
は
、
僅
か

に
是
れ
五
戒
十
善
、
分
座
聴
経
等
の
微
善
の
感
ず
る
所
な
り
。
且
く
「
業
道

経
業
道
如
秤
重
者
先
牽
」
の
説
に
依
り
て
子
細
に
点
撿
す
る
に
、
当
に
是
れ

頼
耶
蔵
内
の
罪
業
は
五
戒
十
善
の
小
功
を
も
妨
障
せ
ざ
る
軽
薄
の
微
悪
な
る

べ
し
。
只
だ
過
去
汎
爾
の
善
悪
に
約
し
て
以
て
、
其
の
感
果
の
優
劣
を
詳
判

す
る
す
ら
、
猶
お
以
て
横
に
四
悪
趣
を
截
り
、
悪
趣
自
然
に
閉
じ
て
、
人
天



の
善
門
任
運
に
之
れ
開
く
べ
き
道
理
必
然
な
り
。
何
に
矧
ん
や
現
世
に
於

て
、
一
念
弥
陀
仏
即
滅
無
量
罪
の
大
善
を
勤
む
る
に
、
豈
に
蔵
識
所
収
の
微

悪
を
滅
却
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
持
名
の
行
人

は
是
れ
一
向
清
浄
の
善
人
に
し
て
、
全
く
毫
芒
の
悪
業
も
有
る
べ
か
ら
ざ
る

者
な
り
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を
言
え
ば
、
設
い
心
行
の
退
失
に
由
り
て
上
生

せ
ず
と
雖
も
、
安
養
の
宝
刹
に
且
ら
く
人
天
の
善
果
を
受
け
て
無
窮
の
快
楽

に
誇
ら
ん
こ
と
必
せ
り
。

抑
そ
も
そ
も
又
た
縦
い
過
去
残
余
の
微
悪
、
及
以
び
退
心
已
後
の
罪
障
有
り
と
雖

も
、
曽
修
河
沙
の
善
根
と
現
行
名
号
の
功
徳
と
を
比
対
し
て
其
の
多
少
を
論

ず
れ
ば
、
更
に
比
及
す
る
に
足
ら
ず
。
若
し
重
者
先
牽
の
道
理
有
ら
ば
、
豈

に
悪
道
の
生
を
絶
ち
て
善
趣
の
果
を
得
ざ
ら
ん
や
。
彼
と
云
い
此
と
云
い
、

念
仏
退
転
の
人
は
応
当
に
善
趣
の
生
に
安
養
の
生
を
継
ぎ
、
快
楽
の
報
に
安

養
の
報
を
続
く
べ
し
。

難
じ
て
曰
く
、
夫
れ
大
通
結
縁
の
徒
、
名
字
観
行
円
位
を
退
し
て
、
或
い

は
闡
提
謗
法
の
邪
類
と
為
り
、
或
い
は
五
逆
犯
重
の
悪
人
と
為
る
。
是
れ
豈

に
円
人
悪
趣
に
堕
在
す
る
に
非
ず
や
。
但
し
「
即
往
人
天
不
堕
悪
趣
」
等
の



説
に
至
り
て
は
、
此
れ
は
是
れ
多
分
に
約
し
て
以
て
語
を
為
す
。
学
者
偏
存

す
る
こ
と
勿
れ
。
若
し
此
れ
等
の
文
理
に
準
じ
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
三
心
退

失
の
人
は
多
分
は
人
天
に
生
じ
、
少
分
は
四
趣
に
堕
せ
る
か
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
難
不
類
な
り
。
彼
は
自
力
有
上
の
疎
行
な
り
。
此
は

他
力
無
上
の
妙
善
な
り
。
比
論
す
る
に
足
ら
ず
。
矧
ん
や
又
た
彼
は
塵
劫
流

転
し
て
悪
業
増
多
な
れ
ば
、
業
権
重
き
に
由
り
て
四
悪
の
楚
毒
を
吞
む
を

や
。
此
は
一
生
泥
滞
し
て
善
根
甚
だ
無
量
な
り
。
善
権
重
き
に
由
り
て
三
趣

の
快
楽
に
誇
る
か
。
智
人
商
量
せ
よ
。
智
人
商
量
せ
よ
。

曰
く
敢
え
て
問
う
。
曰
く
、
此
は
是
れ
父
師
意
密
の
一
説
な
ら
ん
。
何
ん

の
言
ぞ
や
。
曰
く
、
且
く
退
心
種
姓
の
一
類
軟
弱
の
人
を
怖
れ
し
め
ん
と
欲

し
て
、
一
往
仮
に
退
心
順
次
受
報
不
定
の
一
説
を
設
け
た
る
の
み
。
其
れ
実

に
は
然
ら
ず
。
唯
だ
人
天
善
趣
の
妙
果
を
受
け
た
る
の
み
。
若
し
直
に
父
師

の
文
言
の
み
を
取
り
て
未
だ
光
公
の
密
意
を
会
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
大
い
に
像

法
決
疑
の
誠
諦
に
背
か
ん
。
如
何
が
背
く
。
謂
く
文
に
曰
く
「
文
の
如
く
義

を
取
る
は
三
世
諸
仏
の
怨
な
り

(307)」と
。
若
し
直
に
父
師
の
言
の
み
を
取
ら
ば
、

是
れ
父
師
の
怨
な
り
。
若
し
学
者
等
、
赴
機
の
筌
蹄

(308)を
忘
れ
て
内
証
の
魚

(307) 

円
宗
『
一
乗
仏
性
慧
日
抄
』︵
正
蔵
七
〇
・
一
八
一

中
︶。 

(308)  

筌
蹄
︙
魚
を
捕
ら
え
る
う
え
と
、
兎
を
捕
獲
す

る
罠
。



免
を
存
せ
ば
、
是
れ
師
資
口
受
の
高
弟
か
。
亦
た
言
外
領
意
の
神
足
か
。
南

山
大
師
の
『
帰
敬
儀
』
に
云
く

(309)、

経
教
に
心
を
引
く
、
意
遠
き
を
懐お
も

う
こ
と
を
存
す
。
其
の
大
致
を
取
る

べ
し
。
未
だ
文
を
専
に
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
『
経
』
に
云
く
、
千
章
を

誦
す
と
雖
も
義
あ
ら
ず
ん
ば
何
ん
の
益
が
あ
ら
ん
。
是
に
知
ん
ぬ
。
深

く
所
以
有
る
こ
と
を
。
凞き

な
る
か
な
。
何
ん
の
未
だ
其
の
致
を
悉あ

き
ら

め

ざ
る
。
致
は
指
に
為よ

る
。
月
を
得
て
指
自お

の
ず
から
忘
す
。
俗
流
常
に
詠
じ

て
意
を
得
て
言
を
忘
れ
よ
と
い
う
。
豈
に
道
門
を
意
と
し
て
猶
お
封
滞

を
行
ぜ
ん
や 

已上 

。

大お
お
む
ね都
経
教
に
方
便
随
他
の
説
有
り
。
論
蔵
に
影
略
互
顕
の
文
有
り
。
解
釈

に
教
文
実
義
の
殊
こ
と
わ
り

有
り
。明
師
に
口
伝
筆
授
の
重
き
有
り
。今
述
す
る
所
は
、

皆
な
是
れ
口
決
の
実
義
に
し
て
、
愚
案
の
私
建
に
非
ず
。
学
者
怪
し
む
こ
と

勿
れ
。

夫
れ
上
来
、
若そ
こ
ば
く干
の
理
を
尽
く
し
、
爾そ

こ
ば
く許
の
文
を
尽
く
す
。
設
い
生
盲
と

雖
も
誰
か
之
れ
を
見
ざ
ら
ん
や
。
設
い
生
聾
と
雖
も
孰
れ
か
之
れ
を
聞
か
ざ

ら
ん
や
。
若
し
学
者
有
り
て
直
に
上
の
三
个
の
良
談
を
見
聞
す
る
こ
と
を
得

(309) 

道
宣
『
釈
門
帰
敬
偈
』︵
正
蔵
四
五
・
八
六
〇
中
︶。 



て
、
即
時
に
理
に
会
し
文
を
悟
ら
ば
、
此
れ
は
是
れ
快
馬
の
鞭
影
を
見
て
即

ち
正
路
に
趣
く
が
如
き
者
な
り
。
夫
れ
設
い
卅
里
を
過
ぐ
る
も
、
若
し
上
来

の
三
義
を
暁さ
と

ら
ば
、
是
れ
亦
た
智
人
の
列
な
ら
ん
。
若
し
終
に
文
意
を
看
取

す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
只
だ
是
れ
古
昔
の
瞽
膄

(310)に
し
て
亦

た
即
ち
中
古
の
宋
人
な
ら
ん
。
上
の
両
輩
の
得
失
、
同
年
に
し
て
之
れ
を
語

る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
学
者
恥
慙
せ
よ
。
学
者
恥
慙
せ
よ
。

抑
そ
も
そ
も

従
上
三
科
の
来
意
は
何
に
意
ぞ
や
。
此
れ
は
是
れ
正
し
く
庸
才
兎
馬

の
浅
見
を
挫
い
て
、以
て
先
師
香
象
の
深
意
を
顕
す
な
り
。
智
人
省
察
せ
よ
。

智
人
省
察
せ
よ
。

責
め
て
曰
く
、
上
来
所
破
の
三
義
は
、
皆
な
是
れ
上
古
賢
哲
の
所
立
に
し

て
、
今
代
竜
象
の
所
伝
な
り
。
然
る
に
今
恣
に
之
れ
を
挫
折
す
る
は
、
豈
に

是
れ
賢
を
欺
き
聖
を
訕そ
し

る
に
非
ず
や
。
誹
法
謗
人
の
過と

が

、
焉
ぞ
脱
る
る
こ
と

を
得
ん
。
如
何
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
荊
岳
の
石
、
豈
に
皆
な
是
れ
玉
璧
な
ら
ん
や
。
梨
山

の
木
、
未
だ
必
ず
し
も
悉
く
栴
檀
に
あ
ら
ず
。
外
書
に
云
わ
ざ
る
や

(311)。
智

者
も
千
慮
に
一
失
有
り
、
愚
者
も
千
慮
に
一
得
有
り
と
。
後
進
怪
し
む
こ
と

(310)  

瞽
膄
︙
物
の
道
理
の
分
か
ら
な
い
こ
と
。

(311)  

宗
暁
『
四
明
尊
者
教
行
録
』︵
正
蔵
四
六
・
八
九
四

中
︶。



莫
れ
。
来
者
疑
う
こ
と
莫
れ
。
傍
論
是
れ
繁
し
。
学
者
厭
怠
す
る
こ
と
勿
れ
。

於あ
あ

語
語
其
の
価あ

た
い直

皆
な
是
れ
万
金
な
り
。
声
声
厥
の
功
徳
悉
く
即
ち
引
業

な
り
。
智
人
思
焉
せ
よ
。

抑
そ
も
そ
も

別
意
弘
願
の
名
号
を
勤
修
す
る
の
人
は
皆
な
決
定
即
詣
の
数
に
堕
在

し
て
速
や
か
に
二
尊
諸
仏
の
衛
り
を
感
得
す
。
孰
れ
の
行
者
か
凞
怡
逍
遥

(312)

せ
ざ
ら
ん
者
を
や
。
嗚あ

あ呼
喜よ

ろ
こ悦

ば
し
き
か
な
。
中
央
の
覚
王
、
五
相
瑜
伽

(313)

の
大
法
を
暢
べ
、
樹
下
の
三
尊
、
一
乗
円
頓
の
上
衍
を
示
し
た
ま
う
を
見
ん

こ
と
近
き
に
在
り
。
白
鷺
黄
離
、
常
楽
我
浄
の
四
徳
を
説
き
、
鳳
鸞
鴻
鶴
、

苦
空
非
我
の
要
法
を
囀さ
え
ず
る
を
聞
か
ん
こ
と
幾
ば
く
に
も
匪
ず
。
尤
も
勤
修
を

致
す
べ
し
。
寔
に
応
に
頭
然
を
救
う
べ
し
。
嗚あ

あ呼
草
露
幾
ば
く
も
無
き
の
身
、

夙し
ゅ
く
や夜

に
尊
号
を
唱
え
、
石
火
暫
く
有た

も

つ
の
命
、
晨
昏
に
浄
刹
を
欣
う
。
称
名

の
声
発
し
易
く
、
欣
求
の
誠
浅
か
ら
ず
。
古
人
言
え
る
こ
と
有
り

(314)、

日
影
待
ち
難
し
朝
露
の
命　

人
闌た

け
我
れ
老
い
た
り
白
霜
の
眉

目
前
に
咲わ
ら

い
を
催
す
有
為
の
閣　

門
下
に
悲
し
み
を
増
す
生
死
の
岐

ち
ま
た

山
葉
風
に
随
い
て
麓
に
停
ま
る
こ
と
無
く　

林
華
錦
を
敷
く
皆
な
夢
の

如
し

(312)  

凞
怡
逍
遥
︙
喜
び
楽
し
む
こ
と
。

(313)  

五
相
瑜
伽
︙
通
達
菩
提
心
・
修
菩
提
心
・
成
金

剛
心
・
証
金
剛
心
・
仏
身
円
満
の
五
相
を
成
就

し
て
、
金
剛
界
大
日
如
来
を
体
得
す
る
こ
と
。

(314)  

頭
注
に
作
者
不
明
と
あ
る
。
ま
た
、
第
六
句
が

欠
落
し
て
い
る
と
あ
る
。



夕
舞
朝
歌
し
て
時
を
過
す
こ
と
莫
れ

『
大
般
涅
槃
経
』
に
云
く

(315)、

是
れ
寿
命
を
観
ず
る
に
、
常
に
無
常
の
怨
讐
の
為
に
遶
ま
つ
わ
さ

る
る
。
念
念

損
滅
し
て
増
長
有
る
こ
と
無
し
。
牛
羊
を
牽
き
て
屠
所
に
詣
た
る
が
如

し
と
。

『
般
涅
槃
経
』
に
云
く

(316)、

若
し
衆
生
有
り
て
但
だ
名
を
聞
く
に
、
十
二
億
の
生
死
の
罪
を
除
却

す
。
若
し
名
を
受
持
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
設
い
重
障
有
れ
ど
も
地
獄

に
堕
せ
ず
し
て
、
浄
妙
の
浄
土
に
生
ず
と
。

『
上
生
経
』
に
云
く

(317)、

若
し
但
だ
名
を
聞
く
者
は
、
黒
闇
処
に
堕
せ
ず
。
一
た
び
名
を
称
す
る

者
は
、
千
二
百
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
す
已上 
と
。

南
無
阿
弥
陀
仏

浄
土
十
勝
箋
節
論
巻
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乾
中
終

(315)  『
涅
槃
経
』︵
正
蔵
一
二
・
五
八
九
下
、
正
蔵

一
二
・
八
三
七
中
︶。

(316)  『
仏
説
文
殊
支
利
般
涅
槃
経
』︵
正
蔵
一
四
・
四
八
一

中
︶。

(317)  『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』︵
正
蔵

一
四
・
四
二
〇
中
︶。
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